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自殺に追い込まれる背景には、精神疾患などの精神保健

上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、い

じめや孤立など、様々な社会的要因があることが知られてお

り、誰にでも起こりうる身近な問題です。 

 

我が国の自殺者数は、平成１０年から１４年連続で、年間３

万人台で推移してきましたが、国や地方自治体が、自殺者の

増加を社会的問題と捉え、懸命に対策に取り組んだ結果、平

成２４年度には３万人台を下回り、以後年々減少傾向にあり

ました。 

 

本市におきましても、これまで自殺に関する知識の普及・啓発、ゲートキーパー養成講座の開

催、保健師等の専門職によるこころの健康相談などに取り組むとともに、平成３１年３月には「いの

ち支える浦添市自殺対策行動計画」を策定し、総合的に対策を推進してきました。その結果、平成

２７年に２３人であった自殺者数が、令和元年には１０人に減少しました。 

 

しかし、新型コロナウイルス感染症の流行というこれまでに経験したことのない事態に、市民の

暮らしは大きく変わり、新たなストレスも生じることとなりました。様々な生活環境の変化などの影

響により、令和２年度から自殺者数は再び増加に転じています。 

 

この度、令和７（２０２５）年度から令和１１（２０２９）年度までの５年間を計画期間とする「いのち

支える第２次浦添市自殺対策行動計画」を策定いたしました。誰も自殺に追い込まれることのな

い浦添市の実現を目指し、市民の皆様とともに保健、医療、福祉、教育、労働、その他関係機関・

団体と連携を図りながら、この計画に掲げる取組を推進してまいりますので、今後ともご理解とご

協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

結びに、本計画の策定に際し、熱心にご審議いただきました浦添市自殺対策推進専門部会、浦

添市健康づくり推進協議会の各委員の皆様をはじめ、市民アンケートにおいて貴重なご意見・ご

提言をいただきました多くの皆様に、心より感謝申し上げます。 

 

令和７年３月  

浦添市長                   

は じ め に 
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第１節 計画策定の背景                               

我が国の自殺者の年次推移は減少傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染症によるパンデミッ

クの影響を強く受けた令和２年は、１１年ぶりに増加に転じました。自殺死亡率（人口１０万人あたりの自

殺による死亡率）は、主要先進国７か国の中で最も高く、自殺者数は毎年２万人を超えて推移しており、

社会的な問題となっています。 

自殺は「個人の問題」とされていましたが、平成１８年１０月に「自殺対策基本法」が施行されたことに

より、「社会の問題」として広く認識されることになりました。その後、平成２８年に「自殺対策基本法」が

改正され、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として実施されるべきこと等を基本理念に明記す

るとともに、全ての都道府県及び市町村が「都道府県自殺対策計画」または「市町村自殺対策計画」を策

定することとなりました。 

また、「自殺対策基本法」に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針である「自殺総合対策大綱」が

平成１９年６月に策定されたのち、令和４年１０月に自殺対策における基本認識や重点施策を掲げる「自

殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して～」として見直され、閣議

決定されました。この見直しでは、「子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化」「女性に対する支援の

強化」「地域自殺対策の強化」「新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進」などが新

たに追加され、総合的な自殺対策の更なる推進・強化を目指すものとされました。 

浦添市では、平成３１年３月に「いのち支える浦添市自殺対策行動計画」を策定し、自殺対策に取り組

んできましたが、新型コロナウイルス感染症による影響を強く受けた令和２年以降、自殺者数は増加傾

向にあります。そのため、浦添市全体で自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、現行の計画を総

合的に見直し、誰も自殺に追い込まれることのない浦添市の実現を目指して、「いのち支える第２次浦

添市自殺対策行動計画」を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第１章 計画の概要 

■自死、自殺の表現について（本計画における考え方） 

「自死」「自殺」の表現については、自死・自殺の実態やそれに関わる人々の間で、多様な考えや思いがあり、

「自殺」という言葉は、亡くなられた遺族の尊厳を傷つけることがあると指摘する意見もあります。 

以下に示したものは、様々な意見がある中で、現段階における使い分けとして、令和６年９月改訂の「自死遺

族等を支えるために 総合的支援の手引き（改訂版）」（厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自

殺対策推進センター作成）の考え方に準拠し、本計画において、行為を表現するときは「自殺」、遺族や遺児に

関する表現は「自死」を用います。 

（１） 自死、自殺の使い分け 

 ● 法令や医療などに関する用語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自殺（例：自殺対策、自殺未遂） 

 ● 身近な人を自死・自殺で亡くした人やこどもなどに関する用語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自死（例：自死遺族等支援） 

 ● そのほかの用語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自死・自殺（例：自死・自殺で亡くなった） 

（２） 自死遺族等 

 本計画における「自死遺族等」とは、主に以下の身近な人の自死・自殺により影響を受けた、または受ける可能性の

ある人を指します。 

例：親族（血族、姻族）、内縁関係にある人、婚約者、友人、同僚など 

 資料：「自死遺族等を支えるために 総合的支援の手引き（改訂版）」 

 ＊平成 30年～令和 4年の各年次確定値を合算 
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第２節 計画の位置づけ                                

本計画は、「自殺対策基本法」第１３条第２項に定める「市町村自殺対策計画」であり、国の「自殺対策

基本法」の基本理念や「自殺総合対策大綱」の基本認識や方針を踏まえて、浦添市の自殺対策に係る行

動指針を示すものです。 

市の行政運営を総合的かつ計画的に進めるための「第５次浦添市総合計画」、及び「てだこ・ゆいぐく

るプラン」を上位計画とした浦添市の自殺対策の基本となる計画です。 

沖縄県の「第２次沖縄県自殺総合対策行動計画」のほか、関連性の高い「健康・食育うらそえ２１」をは

じめとした諸計画との整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５次浦添市総合計画 

てだこ・ゆいぐくるプラン 
（第６次浦添市地域福祉計画・第７次浦添市地域福祉活動計画・第１次浦添市再犯防止推進計画） 

整合 

関連計画 

● てだこ・こども若者計画（第３期浦添市子ども・子育て支援事業計画） 

● 第５次てだこ障がい者（児）プラン（第５次浦添市障害者計画・ 
第７期浦添市障害者福祉計画・第３期浦添市障害児福祉計画） 

● 第７次てだこ高齢者プラン 
（浦添市高齢者保健福祉計画・第９期浦添市介護保険事業計画） 

● 健康・食育うらそえ２１ 
（第３次浦添市健康増進計画・第２次浦添市食育推進計画） 

● その他関係計画                           など 

いのち支える第２次浦添市自殺対策行動計画 

【県】第２次沖縄県自殺総合対策行動計画 
【国】自殺対策基本法 

自殺総合対策大綱 

整合 

整合 

整合 

整合 



第１章●計画の概要 

4 

第３節 計画の期間                                   

本計画は、計画期間を令和７年度から令和１１年度までの５年間とします。なお、本計画は「自殺対策

基本法」または「自殺総合対策大綱」が改正された場合に、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

 

 

 

第４節 計画の評価                                   

本計画で示す目標を達成するためには、市民、関係機関などの理解と協力を得ながら、着実に各種施

策の推進を図ることが重要です。このため、目標設定にあたっては、できるだけ数値化した指標を用い

て計画の進捗状況が目に見えるように工夫し、進捗状況については、令和７年度以降、浦添市自殺対策

推進本部および浦添市健康づくり推進協議会等において毎年度確認評価を行います。最終年度には、

施策の推進に反映させるため総合的な評価を行います。なお、評価にあたっては、目標の達成状況や社

会情勢の変化などを踏まえた見直しを行います。 

 

 

第５節 計画の策定体制                                

自殺対策の基本方針を踏まえ、市民参画や庁内連携体制などにより、本計画を策定しました。 

 

1 市民参画 

（1）浦添市健康づくり推進協議会 

学識経験者や各種団体の代表からなる保健部会で、市長からの諮問に応じ、計画に関する事項につ

いて調査審議を行いました。 

 

（２）浦添市自殺対策推進専門部会 

浦添市健康づくり推進協議会から委任された地域の関係分野の代表者で構成される専門部会で、自

殺対策を総合的、かつ、効果的に推進するため、必要な事項について協議し、計画に反映しました。 

 

（３）市民アンケート調査 

計画策定にあたり、市民アンケートを実施し計画に反映しました。（調査結果の詳細は２４ページ） 

 

（４）意見・提言募集（パブリックコメント） 

計画に関する意見や提言を募集し、寄せられた意見などに対する市の考え方を公表するとともに、可

能な限り計画に反映しました。 

いのち支える第２次浦添市自殺対策行動計画の期間 

令和７年度（２０２５年度）  →  令和１１年度（２０２９年度） 
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2 庁内連携体制 

庁内における計画策定作業にあたっては、浦添市が生き心地の良いまちとなる計画であることを認

識し、組織や枠組みにとらわれることなく、策定しました。 

 

（1）浦添市自殺対策推進本部 

計画に関する審議・調査は、市長を本部長、副市長及び教育長を副本部長とし、市長が任命した部長

等によって構成される浦添市自殺対策推進本部において行い、必要な調整を図りました。 

 

（2）浦添市自殺対策推進検討委員会 

計画策定にあたり、浦添市自殺対策推進本部が付託した事案や、あらかじめ研究及び調整を必要と

する事案については、市長が任命した課長等から構成される浦添市自殺対策推進検討委員会において

調査や検討を行いました。 

 

（3）浦添市自殺対策推進作業部会 

全庁的な自殺対策を推進するため、市長が任命した係長等から構成される浦添市自殺対策推進作業

部会において計画策定に関する調査や検討を行いました。 
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３ 事務局 

事務局は福祉健康部健康づくり課に置き、計画策定に関する全般の調査と庶務を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市  長 

浦 添 市 自 殺 対 策 推 進 本 部 

本部長：市長 副本部長：副市長・教育長 

本部員：市長が任命した部長等で構成 

計画策定に関する調査・審議、総合的な調整

を行います。 

 

事務局 

（福祉健康部健康づくり課） 

アンケート調査 

パブリックコメント 

諮問 

答申 

相互 

調整 

意見 

提案 

〈計画策定体制図〉 

 

市民・意見聴取団体 

 

行政 

修正 

補足 
計画案 

提言 

浦添市自殺対策推進検討委員会 

市長が任命した課長等で構成 

計画に関する調査・検討等を行います。 

 

浦 添 市 自 殺 対 策 推 進 作 業 部 会 

市長が任命した係長等で構成 

計画策定に関する調査・検討等を行います。 

 

浦 添 市 健 康 づくり推 進 協 議 会 

学識経験者、各種団体代表者で構成 

市長の諮問に応じ、計画に関する事項につい

て審議します。 

 

浦 添 市 自 殺 対 策 推 進 専 門 部 会 

識見者、関係団体代表者で構成 

計画に関する事項について審議・意見聴取し

ます。 
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第１節 統計データからみる現状                               

１ 自殺者数・自殺死亡率 

年間自殺者数は、新型コロナウイルス感染症による影響を強く受けた令和２年以降、自殺者数は増加

傾向にあり、令和４年、５年において２０人となっています。平成２１年～令和５年までの１５年間の平均

自殺者数は１８.７人となっています（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

人口１０万人あたりの自殺者数を示す自殺死亡率は、平成２８年以降は概ね１５以下で推移していまし

たが、令和２年以降上昇傾向に転じ、令和４年、５年は全国平均を上回っています（図２）。 
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【図１】浦添市の自殺者の推移 

 

26
24

29

22
24

17

23

17
14

9 10
12

14

20 20 18.7

0

5

10

15

20

25

30

平成

21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

令和

元年 2年 3年 4年 5年

H21

～R5

平均

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

【図２】自殺死亡率の推移（比較） 
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２ 性別・年代別 

自殺者の性別の割合は、平成３０年～令和５年の合算でみると、男性は６２人で７２.９％、女性は２３

人で２７.１％となっており、沖縄県の平均と比較すると、女性の割合が高い傾向にあります（図３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性自殺者の年代別割合は、沖縄県や全国と比べ３０～５０歳代、７０歳代が高く、特に４０歳代では

沖縄県より約１０ポイント高い結果となっています。３０～５０歳代の働き盛り世代が占める割合は全国

（４８.９％）、沖縄県（４５.９％）と比較し、浦添市は６割以上（６２.９％）と高くなっています（図４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図３】自殺者の性別構成比（比較） 
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【図４】男性自殺者の年代別構成比（比較） 
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資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
 ＊平成３０年～令和５年の各年次確定値を合算 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
 ＊平成３０年～令和５年の各年次確定値を合算 
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女性自殺者の年代別割合は、沖縄県や全国と比べ２０～３０歳代の若い世代と６０～７０歳代で高く、

特に２０歳代では１０％ポイント高い結果となっています。２０～３０歳代の占める割合は３９.１％と約４

割となっています（図５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年～令和５年の自殺者の性・年代別割合をみると、男性の３０～５０歳代と７０歳代が１割を

超えています。また、男性の３０～５０歳代の働き盛り世代が占める割合は、全体の４７％を占めていま

す（図６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【図５】女性自殺者の年代別構成比（比較） 
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【図６】浦添市の自殺者の性・年代別構成比 
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資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
 ＊平成３０年～令和５年の各年次確定値を合算 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
 ＊平成３０年～令和５年の各年次確定値を合算 
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自殺死亡率を性・年代別でみると、令和元年～令和５年の平均では、男性は７０歳代（４０.５８）、５０歳

代（３８.２９）、４０歳代（３５.９６）の順で高くなっています。女性は７０歳代（１５.８４）、２０歳代（１５.８３）、

６０歳代（１１.７３）の順に高くなっています（表１）。 

 

 

 

 全体 
２０歳 

未満 
２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代 

８０歳 

以上 

男

性 

全国 23.00 4.13 24.48 24.76 27.13 30.65 24.25 25.60 33.88 

沖縄県 25.50 1.78 19.73 22.87 26.32 39.32 43.01 43.99 38.82 

浦添市 20.30 1.4８ 9.28 19.82 35.96 38.29 25.07 40.58 0.00 

女

性 

全国 10.53 3.05 13.13 10.23 11.23 13.32 11.12 12.36 12.15 

沖縄県 8.01 1.49 9.48 7.86 12.75 11.54 12.24 8.01 4.22 

浦添市 6.42 0.00 15.83 8.23 6.94 0.00 11.73 15.84 0.00 

 

 

性・年代別の自殺死亡率を全国・沖縄県と比較すると、男性は４０歳代において高くなっており、女性

は２０歳代、７０歳代において高くなっています（図７）（図８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【表１】性・年代別自殺死亡率（比較） 
単位：人口１０万人対 

資料：「浦添市・沖縄県地域自殺実態プロファイル２０２4 付表３」を一部抜粋（JSCP２０２4） 

 ＊令和元年～令和５年平均 

【図７】男性・年代別自殺死亡率（比較） 
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資料：「浦添市・沖縄県地域自殺実態プロファイル２０２４ 付表３」を一部抜粋（JSCP２０２４） 

 ＊令和元年～令和５年平均 

【図 8】女性・年代別自殺死亡率（比較） 

 



第２章●浦添市の現状と課題 

12 

３ 職業 

自殺者の職業別割合は、有職者が約４割に対し、働いていない人が約６割となっています。浦添市は

全国、沖縄県と比較し、学生・生徒とその他の無職者の割合が高くなっています（図９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 同居人の有無 

自殺者の同居人の有無別割合は、概ね７：３で同居人ありが高くなっており、全国、沖縄県とほぼ同じ

割合となっています。浦添市の性別で比較すると、同居人ありの割合は女性が男性を上回り、約８割を

占めています（図１０）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図９】自殺者の職業別構成比（比較） 
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【図１０】自殺者の同居人の有無別構成比 
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資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
 ＊平成３０年～令和５年の各年次確定値を合算 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
 ＊平成３０年～令和５年の各年次確定値を合算 
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５ 自殺未遂歴の有無 

自殺者のうち、亡くなる前に自殺未遂の経験があった人は、経験が不詳だった人を除くと３４.７％と

なっており、全国、沖縄県と比べ割合が高くなっています。性別で比較すると、男性は沖縄県とほぼ同じ

割合であるのに対し、女性は自殺未遂歴ありが約半数を占めています（図１１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 自殺の原因・動機 

自殺の原因・動機は健康問題３４.８％、次いで不詳が２２.０％、家庭問題と経済・生活問題が１２.９％

と続いており、沖縄県や全国もほぼ同じ傾向となっています。浦添市の性別で比較すると、男性は「家

庭問題」「経済・生活問題」「勤務問題」「男女問題」で女性よりも高い割合となっており、女性は「健康問

題」「その他」「不詳」の割合が高くなっています（図１２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１１】自殺者の自殺未遂歴の有無別構成比（比較） 
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【図１２】自殺の原因・動機の割合（比較） 
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沖縄県 13.8% 38.8% 12.9% 6.4% 3.3% 0.7% 4.8% 19.3%
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資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
 ＊平成３０年～令和５年の各年次確定値を合算 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
 ＊平成３０年～令和５年の各年次確定値を合算 
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７ 地域自殺実態プロファイルからみた浦添市の自殺の特徴 

浦添市の主な自殺者の特徴【特別集計（自殺日・住居地、令和元年～令和５年合計）】 

自殺者の特性上位５区分＊１ 
自殺者数 

(５年計) 
割合 

自殺死亡率＊２ 

(人口１０万対) 
背景にある主な自殺の危機経路＊３ 

１

位 
男性 40～59 歳有職同居 12 15.8% 20.8 

配置転換 → 過労 → 職場の人間関係の 

悩み＋仕事の失敗 → うつ状態 → 自殺 

２

位 
男性 40～59 歳無職同居 10 13.2% 186.2 

失業 → 生活苦 → 借金＋家族間の不和 

→ うつ状態 → 自殺 

３

位 
男性 60 歳以上無職独居 7 9.2% 99.2 

失業（退職）＋死別・離別 → うつ状態 

→ 将来生活への悲観 → 自殺 

４

位 
男性 60 歳以上無職同居 7 9.2% 25.1 

失業（退職） → 生活苦＋介護の悩み 

（疲れ）＋身体疾患 → 自殺 

５

位 
女性 20～39 歳無職同居 6 7.9% 32.1 

DV 等 → 離婚 → 生活苦＋子育ての悩み 

→ うつ状態 → 自殺 

 

 

 

浦添市における自殺の実態について、「厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自殺対策推進

センター＊４」が市町村に提供している「地域自殺実態プロファイル」により、自殺で亡くなる人の割合が多い

属性（「性別」×「年齢」×「職業の有無」×「同居人の有無」）の上位５区分が示されています。 

 また、この属性情報などから、浦添市の自殺対策における重点対象者として、「勤務・経営者」「高齢者」「生

活困窮者」「無職者・失業者」が挙がっています。これらの対象者に「子ども・若者」「女性への対策」を加え、自

殺対策に係る支援策を重点的に展開していくことが求められます。 

 

 

 

―——————————―——————————―——————————―—————————— 

＊１：順位は自殺者数の多い順で、自殺者が同数の場合は自殺死亡率の高い順とした。 

＊２：自殺死亡率の算出しに用いた人口（母数）は、令和２（２０２０）年国勢調査（就業状態等基本集計）を基に、いの

ち支える自殺対策推進センター（JSCP）にて推計したもの。 

＊３：「背景にある主な自殺の危機経路」は、ライフリンク「自殺実態白書２０１３」を参考に推定したもの。自殺者の特性

別を見て代表的と考えられる経路の一例を示しており、記載の経路は唯一のものではない。 

＊４：「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指すための「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資

するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律（令和元年法律第三十二号）」が定める国の指

定調査研究等法人。 

 

 

資料：「地域自殺実態プロファイル（JSCP２０２４）」 

 ＊平成 30年～令和 4年の各年次確定値を合算 
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下記は、「NPO法人自殺対策支援センターライフリンク」が行った自殺の実態調査から見えてきた【自殺の

危機経路（自殺に至るプロセス）】です（図１３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸の大きさは、「要因の発生頻度」、矢印の太さは「要因と要因の連鎖の因果関係の強さ」を表してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１３】自殺の危機経路（自殺に至るプロセス） 

資料：NPO法人自殺対策支援センターライフリンク「自殺の危機経路」 

 ＊平成 30年～令和 4年の各年次確定値を合算 

① 自殺の背景には様々な「危機要因」が潜んでいる（計 68項目） 

② 自殺時に抱えていた「危機要因」数は 1人当たり平均 4つ 

③ 「危機要因」全体のおよそ 7割が上位 10要因に集中 

④ 自殺の 10大要因が連鎖しながら「自殺の危機経路」を形成 

⑤ 危機連鎖度が最も高いのが「うつ病→自殺」の経路 

⑥ 10大要因の中で自殺の「危機複合度」が最も高いのも「うつ病」 

⑦ 「危機の進行度」には 3つの段階がある～危機複合度を基準にして～ 

⑧ 危機要因それぞれに「個別の危険性」がある 

資料：「自殺実態調査 1,000人調査」から見えてきた8つのこと 
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８ 浦添市こころの健康相談の実施状況 

 こころの健康相談の相談件数は、平成３０年度以降減少傾向にありましたが、令和４年度に再び増加し、

令和５年度では１,０８４件（月平均９０.３件）となっています（表２）。 

 

 

 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

相談件数 ９８６ ８８３ ６４５ ３９２ ４７８ １,０８４ 

月平均 ８２.２ ７３.６ ５３.８ ３２.７ ３９.８ ９０.３ 

 

 

 

こころの健康相談の過去６年間の性別構成比では、新型コロナウイルス感染症が流行した令和２年、

３年は男性の割合が高い結果となりましたが、性差はほぼ変わらない割合で推移しています（図１４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表２】浦添市こころの健康相談の相談件数の推移 

資料：健康づくり課（各年度末現在） 

【図１４】浦添市こころの健康相談の性別構成比 

 

46.1%

49.1%

49.5%

55.7%

45.0%

48.4%

53.9%

50.9%

48.5%

44.3%

53.3%

50.5%

2.0%

1.7%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5

R4

R3

R2

R1

H30

男性 女性 不明

資料：健康づくり課（各年度末現在） 

単位：（延）件数 
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こころの健康相談の過去６年間の年代別構成比では、新型コロナウイルス感染症流行前（平成３０年

度・令和元年度）と流行後（令和２年度以降）を比較すると、２０歳代と７０歳代が増加しています。また、

令和４年度までは４０～５０歳代が減少傾向にありましたが、令和５年度では再び増加しています（図１

５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和５年度のこころの健康相談の主な相談内容は、「医療受診」に関することが１７１件と最も多く、次

いで「不安や悩み」に関することが１４２件、「社会復帰・福祉サービス」に関することが１２７件と続いて

います（表３）。 

 

 
 

相
談
件
数
（
重
複
あ
り
） 

病気・治療・薬 
社 会 復 帰 ・ 

福祉サービス 
人 間 関 係 日 常 生 活 家族の対応 アルコール 

１１９ １２７ ０ １０５ ４３ ４５ 

薬 物 ギャンブル ひきこも り 不 眠 体 の 健 康 自 殺 

０ ２ ３０ １ ２４ ３４ 

経済的問題 医 療 受 診 不 登 校 学 校 生 活 不安や悩み 発 達 ・発 育 

９１ １７１ ０ ０ １４２ ２ 

暴 言 ・暴 力 
気 分 の 

落 ち込 み等 

家族関係の 

悩み・ストレス 

職場関係の 

悩み・ストレス 

友人関係の 

悩み・ストレス 

そ の 他 の 

人間関係の 

悩み・ストレス 

１４ １１９ ５２ ２ ２４ ６ 

D V 
断 酒 会 に 

関 すること 
そ の 他 

０ ４ １９４ 

【表３】浦添市こころの健康相談の相談内容別件数（令和５年度） 

単位：（延）件数 

資料：健康づくり課（令和５年度末現在） 

【図１５】こころの健康相談 年代別構成比 

 

1.7%

1.9%

4.0%

2.0%

2.8%

2.7%

8.7%

6.5%

8.1%

9.4%

2.8%

3.8%

10.4%

13.0%

6.1%

8.1%

8.3%

8.8%

26.1%

17.6%

16.2%

18.1%

24.4%

28.0%

19.1%

14.8%

15.2%

11.4%

13.3%

18.7%

16.5%

16.7%

10.1%

14.8%

10.6%

15.9%

8.7%

8.3%

7.1%

8.1%

6.1%

4.4%

0.9%

0.9%

3.0%

2.7%

0.6%

1.1%

7.8%

21.3%

30.3%

25.5%

27.2%

16.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5

R4

R3

R2

R1

H30

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 匿名

資料：健康づくり課（各年度末現在） 
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第２節 第１次計画の進捗と課題                          

第１次計画（平成３１～令和６年度）における取組 

基本施策 

 １ 地域におけるネットワーク強化 

（１）切れ目のない支援体制の構築 

２ 自殺対策を支える人材育成 

（１）一般市民に対する人材育成 

（２）様々な分野での人材育成 

３ 住民への啓発と周知 

（１）住民への啓発 

４ 生きることの促進要因への支援 

（１）生きがい・居場所づくり 

（２）自殺リスクの早期発見と相談窓口へのつなぎ 

（３）自殺未遂者、遺された人への支援 

５ 児童生徒の SOSを見逃さない 

（１）実施に向けた環境づくり 

重点施策 

 １ 高齢者の自殺対策の推進 

（１）高齢者向けの支援に関する啓発の推進 

（２）ゲートキーパー養成講座の受講勧奨 

（３）様々な接点を活かした見守りと適切な支援へのつなぎ 

（４）高齢者が生きがいと役割を実感できる地域づくりの推進 

（５）高齢者を支援する家族等への支援の提供 

２ 生活困窮者の自殺対策の推進 

（１）生活困窮に陥った人への「生きることの包括的な支援」の強化 

（２）自殺リスクを抱え込みかねない人を支援につなぐ取組の強化 

（３）多分野の関係機関による「生きることの包括的な支援」 

３ 勤務問題による自殺対策の推進 

（１）早期に支援につなぐための連携の強化 

４ 子ども・若者の自殺対策の推進 

（１）子ども・若者向けの相談支援の推進 

（２）若者の社会的自立・職業的自立に向けた支援体制の強化 

（３）児童生徒の SOSの出し方に関する教育の推進 

（４）児童生徒の健全育成に資する各種取組の推進 
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第１次計画の数値目標 

第１次計画では計画の目標を「平成２９年の自殺死亡率１２.２４を、平成３５年までにおおむね 30％

程度、すなわち自殺死亡率※を８.５６に減少させることを目指す」として、下記５つの基本施策と、４つの

重点施策をはじめとする自殺対策に取り組んできました。 
 

※人口 10万人当たりの自殺死亡者数（自殺死亡率）…自殺死亡者数÷人口×100,000 

年 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

自殺死亡率 7.87 8.73 10.40 12.12 17.28 １７.２９ 

平成２９年の自殺死亡率

12.24からの増減割合 
△35.7％ △28.6％ △15.0％ △0.98％ 41.1％ ４１.２％ 

達成状況 達成 未達成 未達成 未達成 未達成 未達成 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
 

第１次計画の自殺死亡率の達成状況については、平成３０年を除き未達成ではあるものの、令和３年

までは平成２９年と比較し、下回る割合で推移していました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症

流行の影響による様々な生活様式の変化等により、令和４年および令和５年の自殺死亡率では、平成２

９年の自殺死亡率を大きく上回る結果となりました。 

次期計画では庁内だけでなく地域のネットワーク構築に努め、保健、医療、福祉、教育、労働その他の

地域の関連機関との連携をさらに強化し、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すた

め、自殺対策の基盤強化を図ります。 

 

基本施策１ 地域におけるネットワーク強化 

■現状と課題 

浦添市では、計画策定時に庁内関係課による自殺対策推進本部や関係団体による健康づくり推進協

議会を実施しましたが、新型コロナウイルス感染症流行の影響等により、開催することができなかった

年度もありました。 

今後継続して実施し、各団体・課で連携を深め、支援の網目を深くしていくことで、どこに相談しても

適切な相談場所につなぐことのできる体制を整備していく必要があります。 

 

■第１次計画における達成状況 

番

号 
指 標 

第１次 

策定時 
（H30年） 

目 標 
（R5年） 

実績 

（R１年～R５年） 
達成状況 

1 自殺対策推進本部の開催 － 
年 1回 

以上 
年１回開催＊ 達成 

2 
浦添市健康づくり推進協議会

自殺対策専門委員会の開催 
－ 

年 1回 

以上 
年１回開催＊ 達成 

＊R２・３年度は新型コロナウイルス感染症流行の影響により中止 
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基本施策２ 自殺対策を支える人材育成 

■現状と課題 

様々な悩みや生活上の困難を抱える人に対して、誰もが早期に気づき、適切な対応ができるよう、市

職員や保健・医療・福祉・教育等の関係領域の方や住民を対象としたゲートキーパー養成講座を実施し

てきました。また、継続してゲートキーパーとしての役割を担っていただくため、ゲートキーパー修了者

へのフォローアップ研修会を開催してきました。 

今後も、引き続き様々な職種や住民を対象に継続して実施していくとともに、多方面への積極的な受

講勧奨を図ることが必要です。 

 

■第１次計画における達成状況 

番

号 
指 標 

第１次 

策定時 
（H30年） 

目 標 
（R5年） 

実績 

（R１年～R５年） 
達成状況 

３ 
ゲートキーパー養成講座 

の開催 
年１回 

年 1回 

以上 

市民向け（全２回講座） 

年１回開催（修了者 計１４７人）＊１ 
達成 

市職員向け 

年１回開催（受講者 計１５３人）＊２ 達成 

＊１：R３年度は新型コロナウイルス感染症流行の影響により、YouTube配信にて実施 

＊２：R３年度は新型コロナウイルス感染症流行の影響により中止 

 

基本施策３ 住民への啓発と周知 

■現状と課題 

浦添市では、自殺に追い込まれる危機が「誰にでも起こり得る危機」であり、自殺を考える人の心理

や背景への理解を深めるとともに、誰かに援助を求めることが重要であるということが共通認識とな

るように、自殺予防に係る情報を掲載したリーフレットや相談連絡先のメッセージカード等の配布や各

種講座・イベントの開催等を通した普及啓発活動を実施してきました。 

今後より一層周知に力を入れていくとともに、実施手法等についても改めて検討していく必要があ

ります。 

 

■第１次計画における達成状況 

番

号 
指 標 

第１次 

策定時 
（H30年） 

目 標 
（R5年） 

実績 

（R１年～R５年） 
達成状況 

４ 無料相談窓口カードの配布 － 
5,000

部 

相談連絡先普及啓発 

オリジナルメッセージカード 

８,０００部 
達成 

５ 市民向け自殺対策講演会 － 
年 1回 

以上 
年１回開催（受講者 計１１９人）＊ 達成 

＊R２・３年度は新型コロナウイルス感染症流行の影響により中止 
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基本施策４ 生きることの促進要因への支援 

■現状と課題 

 社会全体のつながりが希薄化している中で、人との関わり方にも多様化・複雑化した変化が生じてい

ることなどから、様々な世代・対象の方の居場所づくりとなる事業の実施や、悩みを抱える人を適切な

支援につなぐことができるよう、各種相談体制の充実、支援に係る情報発信を図ってきました。加えて、

心身のケアが重要である妊産婦や子育てをしている保護者への相談支援も展開してきました。 

 今後、個人・家庭を取り巻く環境は、ますます多様化・複雑化していくことが予想されるため、引き続き

居場所づくりと相談窓口の周知を図っていく必要があります。さらに、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大によって生じた新たな悩みや不安、健康リスク等にも対応した支援の展開が求められます。 

 

■第１次計画における達成状況 

番

号 
指 標 

第１次 

策定時 
（H30年） 

目 標 
（R5年） 

現状値 
（R5年） 

内 容 達成状況 

８ 

ふだんの生活で悩み、 

ストレスを感じることが 

ない人の割合 

－ 
40％ 

以上 
３２％＊ 

 

未達成 

９ 

日頃から悩みやストレス

を相談できる人がいる 

割合 

－ 
80％ 

以上 
７３％＊ 

 

未達成 

10 
休養をとれている人の 

割合 
－ 

80％ 

以上 
７５％＊ 

 

未達成 

＊令和５年度 浦添市「健康と食育に関するアンケート調査」より 

 

 

 

 

 

21%

44%

28%

4%
3% 非常にある

ややある

あまりない

全くない

無回答

73%

6%

16%

5%

相談している

相談できない・相

談先がわからな

い

相談する必要は

ないので相談し

ていない

無回答

19%

56%

22%

2% 1%
充分とれている

まあまあとれて

いる

あまりとれてい

ない

まったくとれて

いない

無回答
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基本施策５ 児童生徒の SOSを見逃さない 

■現状と課題 

児童生徒が主体的・対話的で深い学びの実現を目指した授業改善および学校・学級の支持的風土の

醸成に資するため、指導・助言を適宜行い、児童生徒へは、援助希求能力や問題解決に向けた主体的行

動の促進を図るため、リーフレット等の配布を通して、普及啓発を実施してきました。 

社会全体のつながりが希薄化している中で、今後児童生徒の身近な話し相手、相談相手がさらに減

少していくことも考えられます。保護者への周知啓発を図るとともに、児童生徒自身が、困難やストレス

に直面した際に、自ら信頼できる大人に相談することができるよう、継続的に実施していく必要があり

ます。 

 

■第１次計画における達成状況 

番

号 
指 標 

第１次 

策定時 
（H30年） 

目 標 
（R5年） 

実績 

（R１年～R５年） 
達成状況 

６ 
SOSの出し方教育に 

関する教職員への研修会＊ 
－ 

年 1回 

以上 
年１回開催 達成 

７ 
若者向けパンフレットの 

作成・配布 
１,０００部 

5,000

部 

若年層対策事業リーフレット配布 

６,９３０部 
達成 

＊市教育委員会実施事業 

 

重点施策１ 高齢者の自殺対策の推進 

■現状と課題 

高齢者は身体機能の低下から閉じこもりや抑うつ状態になりやすく、孤立・孤独に陥りやすいことか

ら、地域とのつながりを保つための取組や地域包括ケアシステムの構築に係る取組、健康づくり・介護

予防に係る取組、社会参加の促進等を推進してきました。 

今後も引き続き、高齢者のこころの健康と身体機能の向上を図ることが必要です。加えて、多方面に

おいて高齢者の暮らしを支える人材の育成を推進することが求められます。 

 

重点施策２ 生活困窮者の自殺対策の推進 

■現状と課題 

生活困窮者の背景には、健康面、経済面、人間関係等の多様な問題が複合的に発生していることが少

なくないため、様々な要因に対して包括的に対応することが重要となります。 

浦添市では、様々な問題を抱えている生活困窮者に対して、関係機関と連携しながら、相談対応の実

施や支援に係る制度の運用、一人ひとりのケースに応じた生きる支援を行ってきました。 

今後も、制度の周知を図っていくとともに、生活困窮者自立相談支援窓口における新規相談者は、複
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合的な課題を抱えている可能性があるという共通認識のもと、関係機関が連携して支援を行っていく

必要があります。 

 

重点施策３ 勤務問題による自殺対策の推進 

■現状と課題 

配置転換や職場での人間関係等の勤務にまつわる様々な問題をきっかけに、退職や失業を余儀なく

された結果、生活困窮や多重債務、家庭内の不和等が発生し、最終的に自殺のリスクが高まるというケ

ースも想定されます。加えて、コロナ禍における働き方の変化や長時間労働・長期休業の影響などによ

る様々なリスクを抱えた有職者も増えており、勤務問題による自殺対策の推進は国を挙げての重要課

題となっています。 

 今後さらに、勤務者のこころの健康管理の推進や相談窓口の情報提供など、関係機関と連携を強化し

ていく必要があります。 

 

重点施策４ 子ども・若者の自殺対策の推進 

■現状と課題 

社会が大きく変化している中、子ども・若者の困りごとや悩みは多様化しています。特に児童生徒の

不登校においては、原因が多岐に渡ることから、一人ひとりに寄り添った対応を図るとともに、多様な

学びの場を提供することが求められています。 

 また、いじめは決して許されない行為であるとともに、どの児童生徒にも、どの学校でも起こり得るも

のという認識のもと、学校・家庭・関係機関が連携しながらいじめの防止・早期対応に係る様々な取組

を実施してきました。 

 今後さらに、いじめの未然防止に向けた学校内における体制の確立や、子ども・若者の多岐に渡る悩

みに対して学校内外において早期に相談・支援できる体制を強化する必要があります。 

 

■第１次計画 重点施策における指標の達成状況【再掲】 

番

号 
指 標 

第１次 

策定時 
（H30年） 

目 標 
（R5年） 

現 状 
（R５年） 

達成状況 

１ 
人口１０万人当たりの自殺者数 

（自殺死亡率） 
１２.２４人 ８.５６人 １７.２９人 未達成 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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第３節 市民アンケート調査結果からみる現状                  

 自殺者の減少に向けて、自殺・自殺予防に関する市民の意識や状況を調査し、本計画における施策の

企画・立案における基礎資料とするため、市民アンケート調査を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果参照の際の注意点 

●本文及び図中に示した調査結果の数値は、各質問の回答者数（n）を基数とした百分率（％）で示し

ています。これらの数値は小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、全項目の回答比率

の合計が 100.0％とならない場合があります。  

●２つ以上の回答（複数回答）の設問の場合、回答比率の合計が 100.0％を超えることがあります。  

●選択肢の文字数が多い場合、グラフ上では省略して表記しています。 

●図中の表では、「最も高い項目」に赤太字、「注視したい項目」に塗りつぶしをしています。 

 

 

 

１. 調査の実施概要 

対 象 者：住民基本台帳に登録されている 1６～79歳の市民（無作為抽出法）３,３００人 

調査方法：郵送配布—郵送回収、QRコードによるWEB回答 

実施時期：令和６年８月２６日～９月２０日 
 

２. 回収状況 

対象者数 有効回収数 有効回収率 

３,３００ 人 1,2９２ 人 3９.0 ％ 

＊有効回収数は、白票・無効票を除いた数 
 

３. 回答者の属性 

性

別 

男性 女性 その他 無回答 

39.2％ 60.0％ 0.4％ 0.4％ 

年

代 

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 無回答 

7.0％ 12.0％ 11.4％ 16.8％ 19.7％ 17.6％ 15.3％ 0.3％ 
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Ⅰ. 健康・睡眠状態およびストレスの程度 

（１）現在の健康状態について、1～10で表したときの程度 

 

 

 

※健康状態基準…健康：「９」「１０」  まあ健康：「７」「８」  普通：「５」「６」  あまり健康ではない：「３」「４」  健康ではない：「１」「２」 
 

 

➣ 「１」～「１０」で表したときの現在の健康状態について、「８」（２３.８％）が最も高くなっています。「健康」「ま

あ健康」は５８.４％、「普通」は２４.６％、「あまり健康ではない」「健康ではない」は１３.３％となっています。 

➣ 性別でみると、男性と女性とでは、大きな差はみられませんでした。 

➣ 年代別でみると、「あまり健康ではない」の割合は、４０代で最も高くなっています。また、「健康」「まあ健康」

と回答した割合では１０代（７１.１％）が最も高く、４０代（５１.６％）が最も低くなっています。対象の年代の中

では、１０代の健康状態が最も高く、４０代の健康状態が低いことがわかります（図１６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

 

 
 

         

健康ではない 健康 

 

【図１６】全体 現在の健康状態（年代別構成比） 

 

 ％ 回答者数 
健康ではない 

あまり健康 

ではない 
普通 まあ健康 健康 

無回答 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

全体 1,292 0.4 1.0 5.2 6.7 13.2 11.4 18.0 23.8 8.7 7.9 3.7 

性

別 

男性 507 0.4 1.6 4.1 7.3 12.2 9.5 21.3 24.1 8.3 8.5 2.8 

女性 775 0.4 0.6 5.5 6.5 13.9 12.5 16.0 23.9 8.9 7.6 4.1 

その他 5 - - 60.0 - - 40.0 - - - - - 

年

代

別 

１０代 ９０ - - ２.２ ２.２ １０.0 １０.０ １０.０ ２５.６ １２.２ ２３.３ ４.４ 

２０代 １５５ - ３.２ ２.６ ４.５ ８.４ ９.０ １４.２ ２９.７ １０.３ １４.２ ３.９ 

３０代 １４７ - ０.７ ４.１ １０.９ １４.３ ８.２ １５.０ ２３.１ ９.５ ９.５ ４.８ 

４０代 ２１７ ０.５ １.４ ９.７ ７.４ １７.１ ９.２ ２０.３ １９.８ ６.０ ５.５ ３.２ 

５０代 ２５４ ０.４ - ７.１ ７.１ １５.０ １１.０ ２０.９ ２３.６ ７.１ ３.９ ３.９ 

６０代 ２２７ ０.４ ０.４ ５.３ ６.２ １０.１ １４.５ １８.９ ２８.２ ７.９ ５.７ ２.２ 

７０代 １９８ １.０ １.５ ２.０ ７.１ １４.６ １５.２ １９.７ １９.２ １１.１ ５.１ ３.５ 

 

1.5

0.4

0.0

1.4

0.7

3.2

0.0

1.0

2.0

5.3

7.1

9.7

4.1

2.6

2.2

5.2

7.1

6.2

7.1

7.4

10.9

4.5

2.2

6.7

14.6

10.1

15.0

17.1

14.3

8.4

10.0

13.2

15.2

14.5

11.0

9.2

8.2

9.0

10.0

11.4

19.7

18.9

20.9

20.3

15.0

14.2

10.0

18.0

19.2

28.2

23.6

19.8

23.1

29.7

25.6

23.8

11.1

7.9

7.1

6.0

9.5

10.3

12.2

8.7

5.1

5.7

3.9

5.5

9.5

14.2

23.3

7.9

3.5

2.2

3.9

3.2

4.8

3.9

4.4

3.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70代

60代

50代

40代

30代

20代

10代

全体

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 無回答
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（２）ここ１か月間の平均睡眠時間 

➣ 平均睡眠時間について、男性では「６時間以上７時間未満」(37.7%)が最も高く、女性では「５時間以上６時

間未満」(35.2%)が最も高くなっています。 

➣ 性別でみると、「６時間未満」の睡眠においては、男性（３９.３％）、女性（４８.５％）となっており、女性の方が

男性に比べ、約９ポイント高くなっています。ここ１か月間の平均睡眠時間は、男性より女性が短いことがわ

かります。 

➣ 男性の年齢別でみると、「６時間未満」と回答した割合は、１０～３０代（２２.６～２９.９％）、４０～６０代（４４.

７％～５１.２％）となっています。そのうち最も割合が高かった４０代では、「５時間未満」の割合がおよそ４人

に１人（２３.４％）となっています。男性では４０代が最も短い睡眠時間となっています（図１７）。 

➣ 女性の年代別でみると、２０代以降の年齢において、平均睡眠時間は徐々に減少しており、「６時間未満」の

割合が、２０代（３４.９％）に対し、６０代（５３.０％）、７０代（５８.４％）と約２０ポイント高くなっています。女性

では７０代が最も短い睡眠時間となっています（図１８）。 

 

＊厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド２０２３」では、心身の健康の保持・増進と生活の質を高めるため、成人は６時間以上

を目安に睡眠時間を確保するよう推奨している。令和元年の国民健康・栄養調査結果において、１日の平均睡眠時間が６時間未

満の者の割合は、男性３７.５％、女性４０.６％となっており、本市の男性・女性の方が平均睡眠時間が短い傾向がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１７】男性 ここ１か月間の平均睡眠時間（年代別構成比） 

 

％ 回答者数 

６時間未満 ６時間以上 

無回答 
４時間未満 

４時間以上 

５時間未満 

５時間以上 

６時間未満 

６時間以上 

７時間未満 

７時間以上 

８時間未満 
８時間以上 

男性全体 507 3.4 11.4 24.5 37.7 16.4 6.7 - 

10代 31 - 6.5 16.1 38.7 22.6 16.1 - 

20代 67 1.5 3.0 25.4 41.8 26.9 1.5 - 

30代 50 - 2.0 22.0 42.0 26.0 8.0 - 

40代 90 6.7 16.7 27.8 34.4 11.1 3.3 - 

50代 92 3.3 13.0 30.4 39.1 7.6 6.5 - 

60代 94 5.3 14.9 24.5 37.2 10.6 7.4 - 

70代 83 2.4 14.5 18.1 33.7 21.7 9.6 - 
 

2.4

5.3

3.3

6.7

0.0

1.5

0.0

3.4

14.5

14.9

13.0

16.7

2.0

3.0

6.5

11.4

18.1

24.5

30.4

27.8

22.0

25.4

16.1

24.5

33.7

37.2

39.1

34.4

42.0

41.8

38.7

37.7

21.7

10.6

7.6

11.1

26.0

26.9

22.6

16.4

9.6

7.4

6.5

3.3

8.0

1.5

16.1

6.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70代

60代

50代

40代

30代

20代

10代

男性全体

4時間未満 4時間以上5時間未満 5時間以上6時間未満 6時間以上7時間未満

7時間以上8時間未満 8時間以上 無回答
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（３）ストレスの程度 

➣ ストレス（不安・不満・悩み）の程度について、「普通だと思う」(52.7%)が最も高くなっています。 

➣ 年代別でみると、「多い」と回答した割合が最も高かったのは４０代（３８.２％）、次いで５０代（３７.０％）、３０

代（３５.４％）と働き盛り世代に高い傾向がみられます（図１９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１９】全体 ストレスの程度 

 
 ％ 回答者数 多い 普通 少ない 無回答 

全体 1,292 28.5 52.7 18.3 0.5 

年

代

別 

１０代 ９０ １６.７ ６５.６ １７.８ - 

２０代 １５５ ２５.８ ５６.１ １８.１ - 

３０代 １４７ ３５.４ ４９.０ １５.６ - 

４０代 ２１７ ３８.２ ４８.８ １２.４ ０.５ 

５０代 ２５４ ３７.０ ５０.８ １２.２ - 

６０代 ２２７ ２１.１ ５７.３ ２１.１ ０.４ 

７０代 １９８ １７.２ ４９.５ ３２.３ １.０ 

 

28.5

52.7

18.3

0.5

0%

20%

40%

60%

多い 普通 少ない 無回答

【図１８】女性 ここ１か月間の平均睡眠時間（年代別構成比） 

 

％ 回答者数 

６時間未満 ６時間以上 

無回答 
４時間未満 

４時間以上

５時間未満 

５時間以上

６時間未満 

６時間以上

７時間未満 

７時間以上

８時間未満 
８時間以上 

女性全体 775 2.5 10.8 35.2 31.7 16.0 3.7 - 

10代 58 1.7 6.9 32.8 24.1 25.9 8.6 - 

20代 86 3.5 5.8 25.6 33.7 23.3 8.1 - 

30代 96 1.0 12.5 31.3 30.2 20.8 4.2 - 

40代 127 - 11.0 37.8 29.9 16.5 4.7 - 

50代 161 1.2 12.4 36.0 35.4 13.7 1.2 - 

60代 132 3.0 8.3 41.7 33.3 11.4 2.3 - 

70代 115 7.0 15.7 35.7 30.4 9.6 1.7 - 

 

7.0

3.0

1.2

0.0

1.0

3.5

1.7

2.5

15.7

8.3

12.4

11.0

12.5

5.8

6.9

10.8

35.7

41.7

36.0

37.8

31.3

25.6

32.8

35.2

30.4

33.3

35.4

29.9

30.2

33.7

24.1

31.7

9.6

11.4

13.7

16.5

20.8

23.3

25.9

16.0

1.7

2.3

1.2

4.7

4.2

8.1

8.6

3.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70代

60代

50代

40代

30代

20代

10代

女性全体

4時間未満 4時間以上5時間未満 5時間以上6時間未満 6時間以上7時間未満

7時間以上8時間未満 8時間以上 無回答
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（４）悩みやストレスの原因（※複数回答） 

➣ P２７（図１９）で「多い」と回答した者のうち、悩みやストレスの原因について、男性では「勤務に関すること」

(53.5%)が最も高く、女性では「家庭に関すること」「勤務に関すること」（５０.２％）が最も高くなっていま

す。 

➣ 男性の年代別でみると、１０代は「学校に関すること」、２０代～５０代は「勤務に関すること」、６０・７０代は

「健康に関すること」が最も高くなっています（図２０）。 

➣ 女性の年代別でみると、１０代は「学校に関すること」、２０代～５０代は「勤務に関すること」、６０代は「家庭

に関すること」、７０代は「健康に関すること」が最も高くなっています（図２１）。 

➣ 最も割合が高かった「勤務に関すること」を年代別でみると、２０～５０代では男性・女性ともに２人に１人以

上が悩みやストレスの原因としており、そのうちいずれも２０代が最も高くなっています（男性：８１.０％、女

性：７０.６％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２０】男性 悩みやストレスの原因（年代別構成比） 

 

％ 
回答 

者数 

健康に 

関すること

（※1） 

家庭に 

関すること

（※2） 

勤務に 

関すること

（※3） 

経済・生活

に関するこ

と（※4） 

交際に 

関すること

（※5） 

学校に 

関すること

（※6） 

その他 無回答 

男性全体 132 42.9 44.6 53.5 36.1 4.6 5.4 4.6 3.0 

10代 2 - 50.0 - - 50.0 100.0 - - 

20代 21 28.6 14.3 81.0 28.6 9.5 - 4.8 - 

30代 17 29.4 47.1 52.9 41.2 - - 11.8 5.9 

40代 36 36.1 33.3 61.1 41.7 8.3 - 2.8 2.8 

50代 27 59.3 44.4 63.0 33.3 - - 3.7 - 

60代 18 72.2 38.9 61.1 38.9 5.6 - - - 

70代 11 72.7 36.4 27.3 27.3 - - 18.2 9.1 

 

72.2 72.7

53.5

81.0

52.9

61.1 63.0

100.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

男性全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代

健康に関すること（※1） 家庭に関すること（※2） 勤務に関すること（※3） 経済・生活に関すること（※4）

交際に関すること（※5） 学校に関すること（※6） その他 無回答
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（※1）身体の病気の悩み、こころの病気の悩み、身体障がいの悩み等 

（※2）家族関係の不和、子育て、家族の介護・看病、虐待、DV、家族の死等 

（※3）職場環境の変化、仕事の不振、職場の人間関係、長時間労働、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等 

（※4）倒産、事業不振、負債、失業、就職失敗、生活苦等 

（※5）失恋、結婚をめぐる悩み、交際相手からの暴力・暴言等 

（※6）いじめ、学業不振、生徒同士や教師との人間関係、入試・進路の悩み等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２１】女性 悩みやストレスの原因（年代別構成比） 

 

％ 
回答 

者数 

健康に 

関すること

（※1） 

家庭に 

関すること

（※2） 

勤務に 

関すること

（※3） 

経済・生活

に関するこ

と（※4） 

交際に 

関すること

（※5） 

学校に 

関すること

（※6） 

その他 無回答 

女性全体 231 40.7 50.2 50.2 36.8 4.3 7.8 4.3 3.0 

10代 13 - 30.8 23.1 7.7 15.4 76.9 15.4 - 

20代 17 41.2 23.5 70.6 35.3 5.9 11.8 - - 

30代 34 29.4 58.8 67.6 47.1 11.8 8.8 - - 

40代 47 42.6 57.4 63.8 40.4 2.1 4.3 - - 

50代 67 41.8 40.3 58.2 34.3 3.0 - 6.0 4.5 

60代 30 40.0 70.0 26.7 50.0 - 3.3 - 10.0 

70代 23 73.9 56.5 4.3 21.7 - - 17.4 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.9
70.0

50.2

70.6
67.6

63.8
58.2

76.9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

女性全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代

健康に関すること（※1） 家庭に関すること（※2） 勤務に関すること（※3） 経済・生活に関すること（※4）

交際に関すること（※5） 学校に関すること（※6） その他 無回答



第２章●浦添市の現状と課題 

30 

Ⅱ. 「うつ病」についての認知度や医療機関等への受診状況 

（１）うつ尺度を使用した“うつ状態の人”の実態や考え方等の分析 

本調査では、「うつ状態であるかどうか」を分析軸として使用するため、CES-D※（抑うつ状態の自己評価尺度）

を用いて、２０項目のからだやこころの状態、物事の感じ方から市民のうつの状況を把握しました。 

 

※CES-D（The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale） 

一般におけるうつ病の発見を目的として、米国国立精神保健研究所（NIMH）により開発されました。有用性の高さか

ら、世界中で普及しているうつ病の自己評価尺度です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【調査項目／得点配分】 

項目 
ほとんどなかった 

（１日未満） 

少しはあった 

（１～２日） 

時々あった 

（３～４日） 

たいていそうだった 

（５～７日） 

①普段はなんでもないことがわずらわしい 0点 1点 2点 3点 

②食べたくない、食欲が落ちた 0点 1点 2点 3点 

③家族や友人から励ましてもらっても、気分が晴れない 0点 1点 2点 3点 

④他の人と同じ程度には、能力があると思う 3点 2点 1点 0点 

⑤物事に集中できない 0点 1点 2点 3点 

⑥ゆううつだ 0点 1点 2点 3点 

⑦何をするのも面倒だ 0点 1点 2点 3点 

⑧先のことについて積極的に考える事ができる 3点 2点 1点 0点 

⑨過去のことについてくよくよ考える 0点 1点 2点 3点 

⑩何か恐ろしい気持ちがする 0点 1点 2点 3点 

⑪なかなか眠れない 0点 1点 2点 3点 

⑫生活について不満なく過ごせる 3点 2点 1点 0点 

⑬ふだんより口数が少ない、口が重い 0点 1点 2点 3点 

⑭ひとりぼっちで寂しい 0点 1点 2点 3点 

⑮皆がよそよそしいと思う 0点 1点 2点 3点 

⑯毎日が楽しい 3点 2点 1点 0点 

⑰急に泣き出すことがある 0点 1点 2点 3点 

⑱悲しいと感じる 0点 1点 2点 3点 

⑲皆が自分を嫌がっていると感じる 0点 1点 2点 3点 

⑳仕事（学習）が手につかない 0点 1点 2点 3点 

 

 

 

 

 

 

＜うつ尺度＞ 

このテストでは、感情要素を「①普段はなんでもないことがわずらわしい」や「②食べたくない、食欲が落ち

た」などのマイナス要素 16 項目と「④他の人と同じ程度には、能力があると思う」などのプラス要素４項目の

計２０項目を０点から３点までの４段階により評価し、その総得点から４段階（１６点未満：正常、16～20点：軽

いうつ状態、21～25点：中等度のうつ状態、26点以上：重度のうつ状態）で評価します。 
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※この項目は無回答者数を除いた割合となっています。 

➣ うつ尺度について、性別でみると男性（６９.１％）、女性（６７.２％）ともに「正常」とされる状態の人が最も高

くなっています。また「軽いうつ状態」～「重度のうつ状態」が占める割合は、男性（３０.９％）、女性（３２.

８％）で、大きな差はみられませんでした。 

➣ 男性の年代別でみると、「軽いうつ状態」は１０代（２０.７％）、「中等度のうつ状態」は２０代（１１.５％）、「重度

のうつ状態」は４０代（１５.７％）が最も高くなっています。また、１０～５０代ではおよそ３人に１人がうつ状態

あり（軽いうつ状態～重度のうつ状態）となっており、１０代（４１.３％）が最も高くなっています（図２２）。 

➣ 女性の年代別でみると、「軽いうつ状態」は１０代（２１.１％）、「中等度のうつ状態」は２０代（１１.９％）、「重度

のうつ状態」は４０代（１５.１％）が最も高くなっています。また、１０～６０代ではおよそ３人に１人がうつ状態

あり（軽いうつ状態～重度のうつ状態）となっており、２０代（４１.７％）が最も高くなっています（図２３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２２】男性 うつ尺度を使用した“うつ状態の人”の実態や考え方等の分析（年代別構成比） 

 

％ 回答者数 
うつ状態なし うつ状態あり 

正常 軽いうつ状態 中等度のうつ状態 重度のうつ状態 

男性全体 447 69.1 11.4 8.5 11.0 

10代 29 58.6 20.7 10.3 10.3 

20代 61 68.9 9.8 11.5 9.8 

30代 45 66.7 13.3 4.4 15.6 

40代 89 60.7 14.6 9.0 15.7 

50代 86 67.4 9.3 10.5 12.8 

60代 79 75.9 8.9 7.6 7.6 

70代 58 82.8 8.6 5.2 3.4 

 

82.8

75.9

67.4

60.7

66.7

68.9

58.6

69.1

8.6

8.9

9.3

14.6

13.3

9.8

20.7

11.4

5.2

7.6

10.5

9.0

4.4

11.5

10.3

8.5

3.4

7.6

12.8

15.7

15.6

9.8

10.3

11.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70代

60代

50代

40代

30代

20代

10代

男性全体

正常 軽いうつ状態 中等度のうつ状態 重度のうつ状態
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【図２３】女性 うつ尺度を使用した“うつ状態の人”の実態や考え方等の分析（年代別構成比） 

 

％ 回答者数 
うつ状態なし うつ状態あり 

正常 軽いうつ状態 中等度のうつ状態 重度のうつ状態 

女性全体 685 67.2 13.1 8.2 11.5 

10代 57 63.2 21.1 7.0 8.8 

20代 84 58.3 16.7 11.9 13.1 

30代 91 67.0 9.9 8.8 14.3 

40代 119 65.5 11.8 7.6 15.1 

50代 147 68.0 10.2 8.2 13.6 

60代 113 69.9 15.0 6.2 8.8 

70代 74 77.0 12.2 8.1 2.7 

 

77.0

69.9

68.0

65.5

67.0

58.3

63.2

67.2

12.2

15.0

10.2

11.8

9.9

16.7

21.1

13.1

8.1

6.2

8.2

7.6

8.8

11.9

7.0

8.2

2.7

8.8

13.6

15.1

14.3

13.1

8.8

11.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70代

60代

50代

40代

30代

20代

10代

女性全体

正常 軽いうつ状態 中等度のうつ状態 重度のうつ状態
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（２）「うつ病」についての認知状況 

➣ 「うつ病」についての認知状況について、「知っている」と回答した項目のうち、最も高かったのは、「自殺（自

死）と関係があること」（79.5％）となっており、次いで「「なまけ」とは違うものであること」（77.1％）とな

っています。 

➣ 「知らない」と回答した項目のうち、最も高かったのは、「一生のうち約１５人に１人がかかると言われている

こと」（56.5％）となっており、次いで「アルコール飲料が症状悪化の要因となること」（36.9％）、「予防策

があること」（３０.３％）となっています（図２４）。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２４】全体 「うつ病」についての認知状況 

 

％ 知っている 
聞いたことが

ある 
知らない 無回答 

①一生のうち１５人に 1人がかかると言われていること 15.7 26.2 56.5 1.6 

②「なまけ」とは違うこと 77.1 13.2 8.6 1.2 

③症状に身体の不調や痛みがあること 51.1 22.8 24.8 1.3 

④励ましの言葉は追い込む可能性があること 67.1 22.5 9.3 1.1 

⑤回復には休息が必要であること 76.2 15.3 7.4 1.1 

⑥自殺（自死）と関係があること 79.5 14.3 5.0 1.2 

⑦予防策があること 38.4 30.3 30.3 1.0 

⑧アルコール飲料が症状悪化の要因となること 38.0 23.8 36.9 1.2 

⑨回復のために無理や焦りは禁物であること 66.9 23.2 8.9 1.0 

 

66.9

38.0

38.4

79.5

76.2

67.1

51.1

77.1

15.7

23.2

23.8

30.3

14.3

15.3

22.5

22.8

13.2

26.2

8.9

36.9

30.3

5.0

7.4

9.3

24.8

8.6

56.5

1.0

1.2

1.0

1.2

1.1

1.1

1.3

1.2

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑨回復のために無理や焦りは禁物であること

⑧アルコールが症状悪化の要因となること

⑦予防策があること

⑥自殺（自死）と関係があること

⑤回復には休息が必要であること

④励ましの言葉は追い込む可能性があること

③症状に身体の不調や痛みがあること

②「なまけ」とは違うこと

①一生のうち１５人に1人がかかると言われていること

知っている 聞いたことがある 知らない 無回答

回答数：１,２９２ 
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（３）専門窓口の利用希望（※複数回答） 

➣ 自分自身のうつ病のサインに気づいたとき、利用したい専門窓口について、「専門の医療機関を受診する」

（７４.２％）が最も高く、次いで「公的機関の相談窓口に相談する」（１３.５％）となっています。「何も利用しな

い」と回答した割合は（１１.７％）となっており、男性・女性ともに同じ傾向がみられます。 

➣ 年代別でみると、「専門の医療機関（※１）を受診する」の回答が、対象のすべての年代で最も高くなっていま

す。一方、「何も利用しない」の回答は、１０代（２３.３％）が最も高くなっており、各年代と比較では１０ポイン

ト以上高くなっています（図２５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

（※1）精神科・心療内科等   

（※２）市役所・保健センター等   

（※３）いのちの電話等  
 

 

 

 

 

【図２５】全体 専門窓口の利用希望 

 

％ 回答者数 

専門の医療

機関（※１）

を受診する 

専門以外の

医療機関

（※１）を受

診する 

公的機関の

相談窓口

（※２）に相

談する 

民間の相談

窓口（※３）

に相談する 

その他 
何も 

利用しない 
無回答 

全体 1,292 74.2 8.3 13.5 9.1 5.0 11.7 1.2 

性

別 

男性 507 75.1 8.5 15.6 9.5 4.1 10.8 1.6 

女性 775 73.8 8.3 12.3 8.9 5.5 12.1 0.9 

その他 5 40.0 - - 20.0 20.0 40.0 - 

年

代

別 

10代 90  53.3 13.3 10.0 14.4 4.4 23.3 2.2 

20代 155  80.6 5.8 9.7 7.7 1.9 12.3 0.6 

30代 147  76.2 9.5 9.5 11.6 3.4 12.2 - 

40代 217  79.3 6.0 8.8 10.6 7.8 10.1 - 

50代 254  74.0 9.1 11.4 5.1 6.3 11.8 0.8 

60代 227  77.5 7.5 14.1 8.4 6.2 11.0 0.9 

70代 198  68.2 9.6 28.3 10.1 2.5 8.1 4.5 

 

1.2

11.7

5.0

9.1

13.5

8.3

74.2

0% 20% 40% 60% 80%

無回答

何も利用しない

その他

民間の相談窓口（※2）に相談する

公的機関の相談窓口（※2）に相談する

専門以外の医療機関を受診する

専門の医療機関（※1）を受診する
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（４）専門窓口を利用しない理由（※複数回答） 

➣ P３４（図２５）で「何も利用しない」と回答した者のうち、専門の相談窓口を利用しない理由について、「お金

がかかることは避けたいから」（３７.１％）が最も多く、次いで「どれを利用したらよいかわからないから」（３

３.１％）、「受診することに抵抗があるから」「精神的な悩みを話すことに抵抗があるから」（２８.５％）となっ

ています。 

➣ 性別でみると、上位２項目はほぼ同じ傾向がみられますが、男性では、次いで「治療しなくても、自然に治る

と思う」（2５.5%）、女性では「受診に抵抗がある」「精神的な悩みを話すことに抵抗がある」（３０.９％）とな

っています。 

➣ 年代別でみると、１０代は「精神的な悩みを話すことに抵抗があるから」、２０代は「受診することに抵抗があ

るから」、３０代は「受診することに抵抗があるから」「精神的な悩みを話すことに抵抗があるから」「どれを利

用したらよいかわからないから」、４０代・６０代は「お金がかかることは避けたいから」、５０代は「お金がか

かることは避けたいから」「どれを利用したらよいかわからないから」、７０代は「治療をしなくても、自然に

治ると思うから」が最も高くなっています。１０～３０代は「精神的な悩みを話すことに抵抗がある」、２０～４

０代は「受診することに抵抗がある」、４０～６０代は「お金がかかることは避けたい」がそれぞれ約４割とな

っており、年代によって利用しない理由にやや違いが見られます（図２６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２６】全体 専門窓口を利用しない理由 

 

％ 
回答 

者数 

お金がか

かること

は避けた

いから 

受診する

ことに 

抵抗が 

あるから 

精神的な

悩みを 

話すこと

に抵抗が

あるから 

時間の 

都合が 

つかない

から 

どれを利

用したら

よいか 

わからな

いから 

過去に 

嫌な思い

をしたこ

とがある

から 

自分には

関係ない

と思うか

ら 

治療をし

なくて

も、自然

に治ると

思うから 

その他 無回答 

全体 151 37.1 28.5 28.5 11.9 33.1 8.6 7.3 24.5 21.2 0.7 

性

別 

男性 55 34.5 21.8 21.8 7.3 29.1 5.5 10.9 25.5 23.6 1.8 

女性 94 39.4 30.9 30.9 14.9 36.2 10.6 5.3 24.5 20.2 - 

その他 2 - 100.0 100.0 - - - - - - - 

年

代

別 

10代 21 28.6 19.0 47.6 14.3 23.8 - 4.8 23.8 14.3 - 

20代 19 26.3 42.1 36.8 15.8 31.6 10.5 5.3 5.3 31.6 - 

30代 18 27.8 38.9 38.9 16.7 38.9 16.7 5.6 27.8 33.3 - 

40代 22 50.0 40.9 27.3 13.6 31.8 9.1 4.5 13.6 22.7 - 

50代 30 46.7 16.7 16.7 6.7 46.7 13.3 10.0 23.3 16.7 - 

60代 25 40.0 36.0 28.0 12.0 24.0 8.0 4.0 36.0 20.0 - 

70代 16 31.3 6.3 6.3 6.3 31.3 - 18.8 43.8 12.5 6.3 

 

0.7

21.2

24.5

7.3

8.6

33.1

11.9

28.5

28.5

37.1

0% 10% 20% 30% 40%

無回答

その他

治療をしなくても、自然に治ると思うから

自分には関係ないと思うから

過去に利用して嫌な思いをしたことがあるから

どれを利用したらよいかわからないから

時間の都合がつかないから

精神的な悩みを話すことに抵抗があるから

受診することに抵抗があるから

お金がかかることは避けたいから
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Ⅲ.  不安や悩み、つらい気持ちを抱えたときの相談相手、誰かに相談することへの考え 

（１）不安や悩み、つらい気持ちを抱えたときの相談相手（※複数回答） 

➣ 不安や悩み、つらい気持ちを抱えているとき、それを受け止めてくれる人について、性別でみると、「会っ

て、個人的に相談できる人がいる」(男性：６９.８％、女性：７９.４％)が最も高く、次いで「電話で、個人的に相

談できる人がいる」（男性：２３.７％、女性：３５.１％）となっています。一方、「いない」と回答した割合は男性

（１９.７％）、女性（９.３％）となっており、女性より男性が１０ポイント以上高くなっています。 

➣ うつ尺度別でみると、それぞれ「会って、個人的に相談できる人がいる」が最も高くなっていますが、抑うつ

状態が重くなるにつれ低くなっており、「いない」割合は抑うつ状態が重くなるにつれ高くなっています（図

２７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２７】不安や悩み、つらい気持ちを抱えたときの相談相手（性別構成比） 

 

％ 回答者数 

会って、 

個人的に 

相談できる

人がいる 

電話で、 

個人的に 

相談できる

人がいる 

メールや

SNS等で、

個人的に 

相談できる

人がいる 

対面や電話

による相談

機関に、 

相談できる 

メールや

SNS等 

による相談

機関に、 

相談できる 

いない 無回答 

全体 1,292 75.5 30.5 21.6 7.7 3.1 13.5 1.7 

性

別 

男性 507 69.8 23.7 16.8 9.1 3.2 19.7 1.6 

女性 775 79.4 35.1 24.6 7.0 3.1 9.3 1.8 

その他 5 60.0 - 20.0 - - 40.0 - 

う

つ

尺

度 

正常 772  84.5 33.0 24.5 8.9 3.6 6.5 0.9 

軽度 142  72.5 31.7 21.8 5.6 - 14.1 1.4 

中等度 94  58.5 23.4 19.1 7.4 3.2 25.5 3.2 

重度 132  51.5 22.0 13.6 6.8 3.8 39.4 - 

 

40.0

20.0

60.0

1.8

9.3

3.1

7.0

24.6

35.1

79.4

1.6

19.7

3.2

9.1

16.8

23.7

69.8

0% 20% 40% 60% 80%

無回答

いない

メールやSNS等による相談機関に、相談できる

対面や電話による相談機関に、相談できる

メールやSNS等で、個人的に相談できる人がいる

電話で、個人的に相談できる人がいる

会って、個人的に相談できる人がいる

男性 女性 その他
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（２）誰かに相談したり、助けを求めたりすることへのためらい 

➣ 悩みを抱えたときやストレスを感じたとき、誰かに相談したり、助けを求めたりすることについて、「あまり

ためらいはない」（２６.２％）が最も高く、次いで「ややためらいがある」（２５.０％）となっています。 

➣ 年代別でみると、１０～４０代は「ややためらいがある」が最も高く、４０～７０代では「あまりためらいがな

い」が最も高くなっています。また、１０代～４０代では「ためらいがある」「ややためらいがある」割合が４割

以上となっており、誰かに相談したり、助けを求めたりすることに抵抗感がある傾向がみられます（図２８）。 

➣ うつ尺度別でみると、「正常」では「あまりためらいがない」（３２.０％）が最も高くなっていますが、抑うつ状

態が「軽度」～「中等度」では「ややためらいがある」（軽度：２８.２％、中等度：３１.９％）、「重度」では「ためら

いがある」（３７.９％）が最も高くなっています。また、抑うつ状態が「軽度」～「重度」では５割以上が「ためら

いがある」「ややためらいがある」となっており、抑うつ状態が重くなるにつれ、割合が高くなっています（図

２９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２８】全体 誰かに相談したり、助けを求めたりすることへのためらい（年代別構成比） 

 

％ 回答者数 
ためらいが 

ある 

ややためらい

がある 

どちらとも 

いえない 

あまりためら

いはない 

ためらいは 

ない 
無回答 

全体 1,292 13.4 25.0 13.4 26.2 21.0 1.1 

性

別 

男性 507 13.8 22.3 15.4 25.2 22.1 1.2 

女性 775 13.0 26.8 12.0 26.8 20.4 0.9 

その他 5 40.0 20.0 40.0 - - - 

年

代

別 

10代 90 15.6 31.1 10.0 16.7 25.6 1.1 

20代 155 12.3 29.0 14.2 19.4 25.2 - 

30代 147 18.4 27.9 12.2 19.0 22.4 - 

40代 217 16.6 24.9 14.3 24.9 19.4 - 

50代 254 14.2 22.8 15.7 28.0 19.3 - 

60代 227 8.4 26.0 12.8 33.9 18.9 - 

70代 198 11.1 18.7 11.6 31.3 21.2 6.1 

 

11.1

8.4

14.2

16.6

18.4

12.3

15.6

13.4

18.7

26.0

22.8

24.9

27.9

29.0

31.1

25.0

11.6

12.8

15.7

14.3

12.2

14.2

10.0

13.4

31.3

33.9

28.0

24.9

19.0

19.4

16.7

26.2

21.2

18.9

19.3

19.4

22.4

25.2

25.6

21.0

6.1

1.1

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70代

60代

50代

40代

30代

20代

10代

全体

ためらいがある ややためらいがある どちらともいえない あまりためらいはない ためらいはない 無回答
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（３）誰かに相談したり、助けを求めたりすることへためらう理由（※複数回答） 

➣ P３７（図２８,２９）で「ためらいがある」「ややためらいがある」「どちらともいえない」と回答した者のうち、誰

かに相談したり、助けを求めたりすることにためらう理由について、「相談することで相手にどう思われるか

不安だから」(55.5%)が最も高く、次いで「自分の悩みを解決できるところはないと思っているから」

(27.4%)となっています。 

➣ 性別でみると、上位３項目はほぼ同じ傾向がみられますが、「家族や友人に話したくない悩みだから」が女性

より男性の方が約１０ポイント高くなっています。 

➣ 年代別でみると、対象のすべての年代で「相談することで相手にどう思われるか不安だから」が最も高くな

っています。１０代では、次いで「家族や身近な人には相談したくない悩みだから」（５１.０％）となっており、

およそ２人に１人が身近な人には相談したくない悩みを抱えている傾向がみられます。 

➣ うつ尺度別でみると、それぞれ「相談することで相手にどう思われるか不安だから」が最も高くなっていま

す。重度のうつ状態では、次いで「自分の悩みを解決できるところはないと思っているから」（４５.５％）とな

っています。また、抑うつ状態が重くなるにつれ、「過去に身近な人に相談したが解決しなかった（嫌な思い

をした）から」や「過去に病院や支援機関等に相談したが解決しなかった（嫌な思いをした）から」の割合が高

くなっており、「重度」ではおよそ４人に１人が「過去に相談したが解決しなかった（嫌な思いをした）から」と

なっています（図３０）。 

 

 

 

 

 

 

【図２９】全体 誰かに相談したり、助けを求めたりすることへのためらい（うつ尺度別構成比） 

 

％ 回答者数 
ためらいが 

ある 

ややためらい

がある 

どちらとも 

いえない 

あまりためら

いはない 

ためらいは 

ない 
無回答 

全体 1,292 13.4 25.0 13.4 26.2 21.0 1.1 

う

つ

尺

度 

正常 772 6.5 22.8 13.0 32.0 25.3 0.5 

軽度 142 23.2 28.2 13.4 20.4 14.1 0.7 

中等度 94 26.6 31.9 13.8 19.1 8.5 - 

重度 132 37.9 32.6 12.9 7.6 8.3 0.8 

 

37.9

26.6

23.2

6.5

32.6

31.9

28.2

22.8

12.9

13.8

13.4

13.0

7.6

19.1

20.4

32.0

8.3

8.5

14.1

25.3

0.8

0.7

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

重度のうつ状態

中等度のうつ状態

軽度のうつ状態

正常

ためらいがある ややためらいがある どちらともいえない あまりためらいはない ためらいはない 無回答
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【図３０】全体 誰かに相談したり、助けを求めたりすることへのためらう理由 

 

％ 
回答 

者数 

家族や友人

など身近な

人には、相

談したくな

い悩みだか

ら 

相談するこ

とで相手に

どう思われ

るか不安だ

から 

自分の悩み

を解決でき

るところは

ないと思っ

ているから 

専門家に相

談したいが

相談するハ

ードルが高

く感じるか

ら 

過去に、身

近な人に相

談したが、

解決しなか

ったから 

過去に、病

院や支援機

関等に相談

したが、解

決しなかっ

たから 

その他 無回答 

全体 669 25.4 55.5 27.4 13.2 10.9 4.3 7.5 3.4 

性

別 

男性 261 31.0 50.6 29.1 16.1 6.1 3.1 7.7 2.3 

女性 402 21.4 58.5 26.1 11.4 13.7 5.2 7.2 4.2 

その他 5 60.0 60.0 40.0 - 40.0 - 20.0 - 

年

代

別 

10代 51  51.0 52.9 17.6 11.8 15.7 - 3.9 2.0 

20代 86  14.0 61.6 23.3 10.5 16.3 4.7 10.5 1.2 

30代 86  25.6 59.3 39.5 14.0 15.1 4.7 11.6 1.2 

40代 121  29.8 66.1 24.0 12.4 9.1 6.6 7.4 - 

50代 134  17.2 47.8 35.1 11.9 11.9 6.0 10.4 2.2 

60代 107  29.0 56.1 23.4 15.9 7.5 3.7 3.7 4.7 

70代 82  24.4 41.5 23.2 15.9 3.7 1.2 2.4 14.6 

う

つ

尺

度 

正常 326 20.6 58.9 19.0 14.1 8.6 1.8 8.0 3.1 

軽度 92 32.6 52.2 37.0 8.7 6.5 2.2 5.4 2.2 

中等度 68 27.9 51.5 27.9 13.2 11.8 5.9 7.4 2.9 

重度 110 31.8 59.1 45.5 12.7 24.5 12.7 7.3 - 

 

3.4

7.5

4.3

10.9

13.2

27.4

55.5

25.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

その他

過去に、病院や支援機関等に相談したが、解決しなかったから

過去に、身近な人に相談したが、解決しなかったから

専門家に相談したいが相談するハードルが高く感じるから

自分の悩みを解決できるところはないと思っているから

相談することで相手にどう思われるか不安だから

家族や友人など身近な人には、相談したくない悩みだから
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（４）「死にたい」またはそれに近いことを考えたこと 

➣ 「死にたい」またはそれに近いことを考えたことについて、男性・女性ともに「ない」（男性：７７.７％、女性：７

３.３％）が最も高くなっています。性別では大きな差はみられませんでした。 

➣ 男性の年代別でみると、「たびたびあった」「まれにあった」が、２０～４０代で約２～３割みられます。頻度と

して「たびたびあった」が最も高かったのは２０代（９.０％）となっており、「たびたびあった」「まれにあった」

では４０代（２７.７％）となっています（図３１）。 

➣ 女性の年代別でみると、「たびたびあった」「まれにあった」が１０代～４０代で約２～３割みられます。また、

女性の１０～３０代では「たびたびあった」と回答した割合が１０～１６％となっており、最も高かったのは女

性２０代（１６.３％）となっています（図３２）。 

 ➣ うつ尺度別でみると、抑うつ状態が「正常」～「中等度」では、「ない」が最も高くなっていますが、「重度」で

は「まれにあった」（３４.８％）が最も高くなっています。また、「たびたびあった」「まれにあった」の割合は、

抑うつ状態が重くなるにつれ高くなっており、「重度」（６３.６％）と「正常」（８.０％）を比較すると約８倍とな

っていることがわかります（図３３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図３１】男性 「死にたい」またはそれに近いことを考えたこと（年代別構成比） 

 

％ 回答者数 ない たびたびあった まれにあった 答えたくない 無回答 

男性全体 507 77.7 4.7 11.2 5.1 1.2 

10代 31 74.2 3.2 6.5 9.7 6.5 

20代 67 71.6 9.0 13.4 4.5 1.5 

30代 50 72.0 8.0 12.0 8.0 - 

40代 90 65.6 4.4 23.3 6.7 - 

50代 92 82.6 3.3 7.6 5.4 1.1 

60代 94 85.1 3.2 8.5 3.2 - 

70代 83 86.7 3.6 4.8 2.4 2.4 

 

86.7

85.1

82.6

65.6

72.0

71.6

74.2

77.7

3.6

3.2

3.3

4.4

8.0

9.0

3.2

4.7

4.8

8.5

7.6

23.3

12.0

13.4

6.5

11.2

2.4

3.2

5.4

6.7

8.0

4.5

9.7

5.1

2.4

1.1

1.5

6.5

1.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70代

60代

50代

40代

30代

20代

10代

男性全体

ない たびたびあった まれにあった 答えたくない 無回答
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【図３２】女性 「死にたい」またはそれに近いことを考えたこと（年代別構成比） 

 

％ 回答者数 ない たびたびあった まれにあった 答えたくない 無回答 

女性全体 775  73.3 7.9 11.2 6.1 1.5 

10代 58  72.4 10.3 12.1 5.2 - 

20代 86  59.3 16.3 17.4 7.0 - 

30代 96  70.8 13.5 11.5 4.2 - 

40代 127  67.7 9.4 18.1 4.7 - 

50代 161  75.8 5.0 9.3 8.1 1.9 

60代 132  76.5 3.0 9.8 9.8 0.8 

70代 115  85.2 3.5 2.6 1.7 7.0 

 

85.2

76.5

75.8

67.7

70.8

59.3

72.4

73.3

3.5

3.0

5.0

9.4

13.5

16.3

10.3

7.9

2.6

9.8

9.3

18.1

11.5

17.4

12.1

11.2

1.7

9.8

8.1

4.7

4.2

7.0

5.2

6.1

7.0

0.8

1.9

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70代

60代

50代

40代

30代

20代

10代

女性全体

ない たびたびあった まれにあった 答えたくない 無回答

【図３３】全体 「死にたい」またはそれに近いことを考えたこと（うつ尺度別別構成比） 

 
％ 回答者数 ない たびたびあった まれにあった 答えたくない 無回答 

全体 1,292 74.7 6.9 11.4 5.7 1.4 

う

つ

度

尺 

正常 772 87.7 1.9 6.1 3.5 0.8 

軽度 142 67.6 6.3 15.5 9.2 1.4 

中等度 94 48.9 16.0 23.4 10.6 1.1 

重度 132 24.2 28.8 34.8 11.4 0.8 

 

24.2

48.9

67.6

87.7

28.8

16.0

6.3

1.9

34.8

23.4

15.5

6.1

11.4

10.6

9.2

3.5

0.8

1.1

1.4

0.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

重度

中等度

軽度

正常

ない たびたびあった まれにあった 答えたくない 無回答
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（５）「死にたい」またはそれに近いことを考えたときの相談相手（※複数回答） 

➣ P４０,４１（図３１,３２,３３）で「たびたびあった」「まれにあった」と回答した者のうち、「死にたい」またはそれ

に近いことを考えたときの相談相手について、「相談したことがない」（６１.０％）が最も高くなっており、次

いで「友人」（１７.４％）となっています。 

➣ 性別でみると、男性・女性ともに「相談したことがない」が最も高くなっていますが、大きな差はみられませ

んでした。相談相手としては、男性は「同居の家族」（１２.３％）、女性は「友人」（２１.６％）が最も高くなってい

ます。 

➣ 年代別でみると、対象のすべての年代で「相談したことがない」が最も高くなっていますが、３０代（７１.４％）

が最も高くなっており、６０代（４２.９％）と比較すると、約３０ポイント高くなっています。相談相手としては、

１０代・４０～７０代は「友人」、２０～３０代は「同居の家族」が最も高くなっています（図３４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図３４】全体 「死にたい」またはそれに近いことを考えたときの相談相手 

 

％ 

回 

答 

者 

数 

同居

の 

家族 

同居

以外

の 

家族 

友人 

近所

の 

知り

合い 

医療

機関 

カウ

ンセ

ラー 

職場

関係 

学校

の 

先生 

電話

相談

員 

公的

機関

の 

職員 

見ず

知ら

ずの

人 

その

他 

相談

した

こと

はな

い 

無回

答 

全体 236 13.6 7.6 17.4 0.8 6.4 3.4 3.0 - 1.7 0.8 1.3 - ６１.０ 2.5 

性

別 

男性 81 12.3 2.5 11.1 - 7.4 3.7 - - 2.5 1.2 - - ６４.２ 4.9 

女性 148 14.2 10.8 21.6 1.4 6.1 3.4 - - 1.4 0.7 - - ５９.５ - 

その他 4 25.0 - - - - - - - - - - - ７５.０ - 

年

代

別 

10代 16 12.5 - ２５.０ - - 6.3 - - 6.3 - - - ５０.０ - 

20代 46 19.6 4.3 17.4 - 6.5 6.5 - - -- 2.2 - - ６５.２ - 

30代 35 14.3 5.7 11.4 2.9 8.6 5.7 - - 2.9 - - - ７１.４ - 

40代 60 10.0 11.7 13.3 - 5.0 - - - - - - - ６６.７ - 

50代 33 15.2 6.1 24.2 - 12.1 6.1 - - 3.0 - - - ６０.６ - 

60代 28 14.3 14.3 21.4 3.6 7.1 - - - 3.6 3.6 - - ４２.９ 10.7 

70代 14 - 7.1 21.4 - - - - - - - - - ５７.１ 7.1 

 

2.5

61.0

1.3

0.8

1.7

3.0

3.4

6.4

0.8

17.4

7.6

13.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

無回答

相談したことはない

その他

見ず知らずの人（SNS相談等）

公的機関の職員

電話相談員

学校の先生

職場関係者

カウンセラー

医療機関

近所の知り合い

友人

同居以外の親族（家族）

同居の親族（家族）
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（６）「死にたい」またはそれに近いことを考えたとき、相談しなかった理由（※複数回答） 

➣ P４２（図３４）で「相談したことはない」と回答した者のうち、「死にたい」またはそれに近いことを考えたとき

相談しなかった理由について、「相談する必要がなかったから」（４９.３％）が最も高く、次いで「「死にたい」

と話すことに抵抗感があったから」（３４.７％）となっています。 

➣ 性別でみると、「自分で問題を解決できると思ったから」が女性より男性が約１０ポイント以上高くなってい

ます。また、男性では「相談できる相手がいなかったから」（２１.２％）と、相談できる相手が女性よりも少な

いことがわかります。 

➣ 年代別でみると、１０代・７０代では「自分で問題を解決できると思ったから」、２０代では「「死にたい」と話す

ことに抵抗感があったから」、３０～６０代では「相談する必要がなかったから」が最も高くなっています。ま

た、３０・４０代では「相手に迷惑をかけてしまうと思ったから」の割合が、他の対象の年代に比べ高い傾向が

みられます（図３５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図３５】全体 「死にたい」またはそれに近いことを考えたとき、相談しなかった理由 

 

％ 

回 

答 

者 

数 

相手に

迷惑を

かけて

しまう

と思っ

たから 

自分で

問題を

解決で

きると

思った

から 

「死に

たい」

と話す

ことに

抵抗感

があっ

たから 

相談機

関に相

談でき

ると知

らなか

ったか

ら 

相談で

きる相

手がい

なかっ

たから 

その場

限りの

対応を

される

だけだ

から 

以前相

談した

ときに

余計に

つらく

なるこ

とを言

われた

から 

相談す

る選択

肢が思

い浮か

ばなか

ったか

ら 

相談す

るのが

恥ずか

しかっ

たから 

相談す

る必要

がなか

ったか

ら 

その他 無回答 

全体 144 19.4 25.7 34.7 2.1 16.7 11.8 6.3 7.6 11.8 49.3 9.7 0.7 

性

別 

男性 52 17.3 32.7 36.5 5.8 21.2 9.6 3.8 11.5 15.4 50.0 9.6 - 

女性 88 20.5 21.6 33.0 - 13.6 13.6 5.7 5.7 10.2 48.9 9.1 1.1 

その他 3 33.3 - 66.7 - 33.3 - 33.3 - - 66.7 33.3 - 

年

代

別 

10代 8 12.5 75.0 37.5 - 25.0 12.5 - 12.5 12.5 37.5 - - 

２０代 30 13.3 30.0 36.7 - 10.0 6.7 3.3 10.0 6.7 33.3 20.0 3.3 

３０代 25 36.0 12.0 40.0 4.0 20.0 20.0 16.0 4.0 12.0 68.0 8.0 - 

４０代 40 22.5 20.0 37.5 - 17.5 10.0 5.0 12.5 17.5 45.0 7.5 - 

５０代 20 15.0 20.0 35.0 5.0 15.0 10.0 - 5.0 10.0 75.0 - - 

６０代 12 8.3 16.7 16.7 - 16.7 16.7 8.3 - 16.7 50.0 8.3 - 

７０代 8 12.5 50.0 25.0 12.5 25.0 12.5 - - - 25.0 25.0 - 

 

0.7

9.7

49.3

11.8

7.6

6.3

11.8

16.7

2.1

34.7

25.7

19.4

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

その他

相談する必要がなかったから

相談するのが恥ずかしかったから

相談する選択肢が思い浮かばなかったから

以前相談したときに余計につらくなることを言われたから

その場限りの対応をされるだけだから

相談できる相手がいなかったから

相談機関に相談できると知らなかったから

「死にたい」と話すことに抵抗感があったから

自分で問題を解決できると思ったから

相手に迷惑をかけてしまうと思ったから
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（７）「死にたい」またはそれに近いことを考えたとき、相談しやすいと思う方法（※複数回答） 

➣ 「死にたい」またはそれに近いことを考えたとき、相談しやすいと思う方法ついて、「対面相談」（４８.１％）が

最も高くなっています。 

➣ 性別でみると、男性・女性ともに「対面相談」が最も高くなっており、他の項目についても同様の傾向がみら

れます。 

➣ 年代別でみると、３０代は「メール・SNS 相談」が最も高く、それ以外の年代では「対面相談」が最も高くなっ

ています。また、１０・２０・４０代では「対面相談」に次いで「メール・SNS相談」が高く、５０～７０代では「対面

相談」に次いで「電話相談」が高くなっています（図３６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図３６】全体 「死にたい」またはそれに近いことを考えたとき、相談しやすいと思う方法 

（年代別構成比） 

 

％ 回答者数 対面相談 電話相談 
メール・

SNS相談 

手紙によ

る相談 

相談は 

しない 
その他 無回答 

全体 1,292 48.1 32.7 27.9 3.9 15.5 1.8 5.4 

性

別 

男性 507 53.3 32.0 26.0 2.6 13.6 1.8 5.5 

女性 775 45.2 33.4 28.8 4.9 16.4 1.7 5.3 

その他 5 - - 40.0 - 80.0 20.0 - 

年

代

別 

10代 90 42.2 18.9 41.1 7.8 20.0 - 2.2 

20代 155 49.7 29.0 41.9 6.5 15.5 1.3 - 

30代 147 36.1 30.6 40.1 4.8 20.4 0.7 2.0 

40代 217 48.8 27.6 35.9 4.1 17.1 1.4 2.3 

50代 254 48.8 41.7 30.3 3.9 14.2 1.6 2.4 

60代 227 52.9 37.9 13.2 1.3 14.1 2.2 7.0 

70代 198 51.5 31.8 5.6 2.5 11.6 3.5 19.2 

 

48.1

42.2

49.7

36.1

48.8 48.8

52.9
51.5

32.7

41.7

37.9

31.8

41.1
41.9

40.1

35.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代

対面相談 電話相談 メール・SNS相談 手紙による相談 相談はしない その他 無回答
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（８）「死にたい」と打ち明けられた場合の対応（※複数回答） 

➣ 「死にたい」と打ち明けられた場合の対応について、「ひたすら耳を傾けて話を聴く」（７８.７％）が最も高く、

次いで「「医師などの専門家に相談しよう」と提案する」（４１.６％）、「死にたいくらいつらい気持ちに共感を

示す」（２４.８％）となっており、上位３項目は、ゲートキーパー＊の重要な役割である傾聴、受容・共感、つな

ぎと同様の内容となっています。 

➣ 性別でみると、「ひたすら耳を傾けて話を聴く」が男性（７２.０％）、女性（８３.２％）で女性が１０ポイント以上

高くなっています。一方「「死んではいけない」と説得する」が男性（２５.０％）、女性（１６.８％）となっており、

約８ポイント高くなっています。 

➣ 年代別でみると、対象のすべての年代で「ひたすら耳を傾けて話を聴く」が最も高くなっています。また、５０

代以降では「「死んではいけない」と説得する」が２割以上となっており、７０代と１０～３０代を比べると１５

ポイント以上高くなっています。年代によって、「死にたい」と打ち明けられた場合の対応に違いがみられま

す（図３７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「ゲートキーパー」とは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴いて、必要な支援につなげ、

見守る）を図ることができる者のこと。 

【図３７】全体 「死にたい」と打ち明けられた場合の対応 

 

％ 
回答 

者数 

ひたすら

耳を傾け

て話を聴

く 

「死んで

はいけな

い」と説

得する 

「医師な

どの専

門家に

相談しよ

う」と提

案する 

「がんば

って生き

よう」と

励ます 

死にたい

くらいつ

らい気持

ちに共感

を示す 

「つまら

ないこと

を考える

な」と忠

告する 

相談に

のらな

い、もし

くは話題

を変える 

その他 
わから

ない 
無回答 

全体 1,292 78.7 19.9 41.6 9.4 24.8 3.9 1.2 2.9 5.6 1.6 

性

別 

男性 507 72.0 25.0 39.3 11.0 20.1 5.7 1.8 2.6 7.3 1.4 

女性 775 83.2 16.8 43.2 8.4 28.1 2.7 0.9 2.8 4.3 1.8 

その他 5 60.0 - - - 20.0 - - 40.0 20.0 - 

年

代

別 

10代 90 81.1 13.3 14.4 7.8 24.4 1.1 1.1 4.4 5.6 1.1 

20代 155 84.5 11.6 27.7 5.2 21.9 0.6 2.6 4.5 4.5 0.6 

30代 147 85.0 13.6 38.8 4.8 27.9 0.7 - 3.4 5.4 - 

40代 217 85.7 17.1 47.0 3.2 28.1 2.3 1.8 1.4 4.6 - 

50代 254 79.5 20.1 50.0 9.1 28.7 4.3 1.2 3.1 5.1 0.8 

60代 227 75.8 26.9 47.1 14.1 19.4 4.4 1.3 0.9 5.7 2.2 

70代 198 62.6 29.3 43.4 18.7 23.2 10.6 0.5 3.5 8.1 6.1 

 

1.6

5.6

2.9

1.2

3.9

24.8

9.4

41.6

19.9

78.7

0% 20% 40% 60% 80%

無回答

わからない

その他

相談にのらない、もしくは話題を変える

「つまらないことを考えるな」と忠告する

死にたいくらいつらい気持ちに共感を示す

「がんばって生きよう」と励ます

「医師などの専門家に相談しよう」と提案する

「死んではいけない」と説得する

ひたすら耳を傾けて話を聴く
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Ⅳ.  自殺対策の現状、相談窓口の認知度 

（１）多くの方が自殺で亡くなっていることの認知 

➣ 毎年多くの方が自殺で亡くなっていることについて、「知っている」（５９.５％）が最も高く、「知らない」（３８.

７％）の順となっています（図３８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ゲートキーパーの認知 

➣ ゲートキーパーについて、「知らない」（５９.４％）が最も高く、「聞いたことはあるが具体的なことは知らな

い」（２８.２％）、「知っている」（１０.９％）の順となっています（図３９）。 

 

＊厚生労働省自殺対策推進室「令和３年度自殺対策に関する意識調査」によると、認知度は１２.３％となっている。国は自殺総合

対策大綱において、国民の約３人に１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるようにすることを目指している。本市では、

「知っている」「聞いたことはある」は３９.１％となっており、認知度が高いことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図３８】全体 多くの方が自殺で亡くなっていることの認知 

 

％ 回答者数 知っている 知らない 無回答 

全体 1,292 59.5 38.7 1.8 

 

59.5 38.7 1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

知っている 知らない 無回答

【図３９】全体 ゲートキーパーの認知 

 

％ 回答者数 知っている 

聞いたことはある

が具体的なことは

知らない 

知らない 無回答 

全体 1,292 10.9 28.2 59.4 1.5 

 

10.9 28.2 59.4 1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

知っている 聞いたことはあるが具体的なことは知らない 知らない 無回答
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（３）「自殺対策」に関する事柄の認知 

➣ 「自殺対策」に関する事柄の認知ついて、①～⑤の事柄について「知らない」の割合が８割以上と最も高くな

っています。「知っている」事柄で最も高かったのは「④浦添市の相談連絡先のオリジナルメッセージカード

やポケットティッシュ」（５.５％）で、「聞いたことがある」事柄で最も高かったのは「①毎年９月１０日から１６

日は「自殺予防週間」である」（１３.９％）となっています。適切な情報発信の方法を検討しつつ、各取組内容

の市民への周知・共有をさらに推進していくことが重要です（図４０）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）地域の悩みの相談機関の認知（※複数回答） 

➣ 知っている地域の悩みの相談機関ついて、「沖縄いのちの電話」（３８.０％）が最も高く、次いで「相談できる

ところは知らない」（３５.２％）、「浦添市保健相談センター」（１９.６％）となっています（表４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図４０】全体 「自殺対策」に関する事柄の認知 

 

％ 知っている 
聞いたことが

ある 
知らない 無回答 

①毎年９月１０日から１６日は「自殺予防週間」である 3.9 13.9 80.3 1.9 

②毎年３月は「自殺対策強化月間」である 3.3 10.9 83.6 2.2 

③浦添市のパネル展や広報誌・ホームページによる啓発事業 4.0 11.2 82.7 2.1 

④浦添市の相談連絡先のオリジナルメッセージカードや 

ポケットティッシュ 
5.5 8.4 83.7 2.4 

⑤浦添市で毎年開催の「ゲートキーパー養成講座」 3.2 6.0 88.7 2.2 

 

3.2

5.5

4.0

3.3

3.9

6.0

8.4

11.2

10.9

13.9

88.7

83.7

82.7

83.6

80.3

2.2

2.4

2.1

2.2

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑤浦添市で毎年開催の「ゲートキーパー養成講座」

④浦添市の相談連絡先のオリジナルメッセージカードやポケッ

トティッシュ

③浦添市のパネル展や広報誌・ホームページによる啓発事業

②毎年３月は「自殺対策強化月間」である

①毎年９月１０日から１６日は「自殺予防週間」である

知っている 聞いたことがある 知らない 無回答

【表４】全体 地域の悩みの相談機関の認知 
 

％ 

沖縄県立精神保

健福祉センター 

沖縄県 

南部保健所 

浦添市保健相談

センター 

沖縄県精神科 

救急医療 

情報センター 

沖縄 

いのちの電話 

浦添市包括 

支援センター 

１２.２ ５.８ １９.６ ３.８ ３８.０ １２.２ 

ピアラル 

うらそえ 

浦添市 

家庭児童相談室 

浦添市 

女性相談室 

沖縄県男女共同

参画センター 

てぃるる 

市役所法律相談 
いのちみつめる

無料法律相談 

３.７ １０.１ ５.５ １２.７ ９.１ ２.９ 

浦添市自立サポ

ートセンター 

てだこ未来 

沖縄労働局 その他 
相談できるとこ

ろを知らない 
無回答 

６.６ ６.０ １.１ ３５.２ ７.８ 

 

回答数：１,２９２ 

 

回答数：１,２９２ 
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（５）人が困難に直面した時に、乗り越えられる力になるもの（※複数回答） 

➣ 人が困難に直面した時に、乗り越えられる力になるものついて、「居場所・安心できる心のよりどころがあ

る」（７０.８％）が最も高く、次いで「話を聴いてくれる人の存在」（６６.０％）、「認めてくれる人の存在」（５７.

５％）となっています。 

➣ 性別でみると、男性・女性ともに「居場所・安心できる心のよりどころがある」が最も高くなっています。 

➣ 年代別でみると、対象のほぼすべての年代で「居場所・安心できる心のよりどころがある」が最も高くなって

います。一方、多くの年代で、「自ら助けを求められる力」の回答が低い傾向がみられ、自ら助けを求めるの

ではなく、相手に気づいてほしい気持ちが高い傾向であることが推測されます（図４１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図４１】全体 人が困難に直面した時に、乗り越えられる力になるもの 

 

％ 
回答 

者数 

自分を

大切にす

る気持ち 

大切にさ

れている

と感じる

こと 

居場所・

安心でき

る心のよ

りどころ

がある 

夢・目

標・打ち

込めるも

の 

認めてく

れる人の

存在 

話を聴

いてくれ

る人の存

在 

自ら助け

を求めら

れる力 

その他 無回答 

全体 1,292 53.6 52.4 70.8 31.2 57.5 66.0 28.9 4.3 2.4 

性

別 

男性 507 51.3 43.6 63.9 33.9 49.5 57.2 25.4 5.3 3.6 

女性 775 55.1 58.1 75.7 29.4 62.7 71.9 31.2 3.6 1.7 

その他 5 60.0 80.0 60.0 60.0 80.0 60.0 60.0 - - 

年

代

別 

10代 90 55.6 42.2 61.1 36.7 60.0 61.1 21.1 1.1 2.2 

２０代 155 63.2 54.2 77.4 37.4 59.4 65.2 36.1 5.2 - 

３０代 147 63.3 57.8 77.6 36.7 58.5 61.2 32.0 6.8 - 

４０代 217 54.4 60.8 69.1 30.9 62.7 67.3 32.7 7.4 - 

５０代 254 50.4 54.3 76.0 31.5 61.8 70.9 31.9 2.8 1.6 

６０代 227 52.0 49.3 69.6 25.6 55.1 70.5 22.5 2.2 3.1 

７０代 198 42.4 43.4 62.6 26.3 46.0 60.1 24.2 4.0 9.1 

 

2.4

4.3

28.9

66.0

57.5

31.2

70.8

52.4

53.6

0% 20% 40% 60% 80%

無回答

その他

自ら助けを求められる力

話を聴いてくれる人の存在

認めてくれる人の存在

夢・目標・打ち込めるもの

居場所・安心できる心のよりどころがある

大切にされていると感じること

自分を大切にする気持ち
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（６）効果的な子ども・若者向けの自殺対策（※複数回答） 

➣ 今後効果的だと思う子ども・若者向けの自殺対策の取り組みについて、「SOS の出し方教育」（６８.９％）が

最も高く、次いで「教員や保護者に対する研修の実施」（６７.８％）、「ネット上での誹謗中傷に関する対策」（５

７.２％）となっています。 

➣ 性別でみると、男性・女性ともに「SOS の出し方教育」が最も高くなっています。女性では、全体と上位３項

目は同じ傾向がありますが、次いで「相談先や居場所支援、虐待対策」（５５.５％）と男性（４０.８％）より約１

５ポイント高くなっており、相談支援や虐待対策の意識が男性よりも高い傾向がみられます。 

➣ 年代別でみると、１０代・３０代では「教員や保護者に対する研修の実施」、２０代・４０～６０代では「SOS の

出し方教育」、７０代では「いじめ防止対策の強化」が最も高くなっています。「いじめ防止対策」でみると、１

０代（３４.４％）が最も低く、他の対象の年代と比較すると１０～３０ポイント低くなっています（図４２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図４２】全体 効果的な子ども・若者向けの自殺対策 

 

％ 

回 

答 

者 

数 

SOSの

出し方

教育 

教員や 

保護者

に対す

る研修 

児童・ 

生徒に

対する

ゲート

キーパ

ー研修 

積極的

な相談

窓口の

周知・啓

発 

いじめ

防止対

策の強

化 

相談先

や居場

所支

援、虐

待対策 

ホーム

ページ

や SNS

等での

広報・啓

発 

ネットパ

トロー

ル 

ネットで

の誹謗

中傷に

関する

対策 

「死にた

い」など

と検索

時相談

先を表

示 

その

他 

無回

答 

全体 1,292 68.9 67.8 43.0 29.8 53.3 49.6 22.6 36.0 57.2 33.1 5.3 2.7 

性

別 

男性 507 64.3 62.5 40.4 31.2 56.6 40.8 22.9 32.3 54.4 32.5 6.1 3.4 

女性 775 72.0 71.2 44.5 29.0 51.0 55.5 22.5 38.3 59.4 33.7 4.6 2.3 

その他 5 40.0 60.0 40.0 40.0 100.0 40.0 40.0 20.0 40.0 20.0 ４０.０ - 

年

代

別 

１０代 90 53.3 63.3 36.7 20.0 34.4 34.4 15.6 27.8 55.6 23.3 2.2 2.2 

２０代 155 63.9 60.6 36.1 26.5 45.2 50.3 21.9 29.7 44.5 27.1 6.5 0.6 

３０代 147 73.5 76.9 46.3 29.9 52.4 54.4 28.6 32.0 57.8 35.4 6.1 - 

４０代 217 70.5 65.9 43.8 24.4 50.2 47.5 24.0 37.3 59.9 36.9 8.8 0.9 

５０代 254 74.0 72.8 50.0 37.8 48.0 57.9 27.2 39.0 59.8 37.4 4.7 2.4 

６０代 227 73.1 66.5 44.1 30.0 62.6 51.5 18.5 41.0 61.7 33.5 3.1 4.4 

７０代 198 63.1 65.7 36.4 32.3 68.7 42.4 19.2 36.4 57.1 30.3 4.5 7.1 

 

2.7

5.3

33.1

57.2

36.0

22.6

49.6

53.3

29.8

43.0

67.8

68.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

無回答

その他

「死にたい」など検索時に相談窓口情報を表示

ネット上での誹謗中傷に関する対策

ネットパトロールの実施

ホームページやSNS等での広報・啓発

相談先や居場所支援、虐待対策

いじめ防止対策の強化

積極的な相談窓口の周知・啓発

児童・生徒に対するゲートキーパー研修の実施

教員や保護者に対する研修の実施

SOSの出し方教育
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（７）効果的な自殺対策の取組（※複数回答） 

➣ 今後の自殺対策として効果的だと思う取り組みについて、「学校での「いのちの教育」」（５３.３％）が最も高

く、次いで「生活困窮者への相談体制・支援の充実」（４３.８％）、「職場でのメンタルヘルス対策」（４２.７％）

となっています。 

➣ 性別でみると、女性では上位３項目が全体と同様になっていますが、男性では「ストレス対処法の啓発」（４

３.０％）が３番目に高くなっています。 

➣ 年代別でみると、１０～３０代では「職場でのメンタルヘルス対策」、４０～７０代では「学校での「いのちの教

育」」が最も高くなっています。また、各年代の上位３項目をみると、「生活困窮者への相談体制・支援の充

実」や「ストレス対処法の啓発」「地域での「こころの健康相談」」と、ほぼ同じ傾向となっています。浦添市の

自殺対策を総合的かつ効果的に推進していく必要があります（図４３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図４３】全体 効果的な自殺対策の取組 

 

％ 

回 

答 

者 

数 

地域で

の「こ

ころの

健康相

談」 

自殺の

予防に

関する

電話相

談 

自殺未

遂者へ

の支援 

自死遺

族相談 

うつ病

や自殺

防止に

関する

啓発 

ストレ

ス対処

法の啓

発 

医療機

関の診

療体制

の強化 

学校で

の「い

のちの

教育」 

女性の

ための

相談体

制・支

援の充

実 

生活困

窮者へ

の相談

体制・

支援の

充実 

高齢者

の生き

がいづ

くりの

促進 

債務や

労働問

題等の

法律相

談 

職場で

のメン

タルヘ

ルス対

策 

孤立し

やすい

人を見

守るネ

ットワ

ークづ

くり 

そ

の

他 

無

回

答 

全体 １,２９２ 38.1 35.0 32.8 16.1 34.4 40.2 30.1 ５３.３ 27.4 43.8 32.6 25.0 42.7 32.7 3.9 3.3 

性

別 

男

性 
507 39.3 36.1 34.9 14.8 38.7 43.0 26.2 ５０.７ 21.1 43.2 30.8 25.2 41.6 29.6 4.9 3.2 

女

性 
775 37.5 34.6 31.4 16.9 31.7 38.5 32.6 55.1 31.5 44.4 33.9 24.9 43.2 34.8 3.1 3.4 

そ

の

他 

5 40.0 - 40.0 40.0 20.0 40.0 20.0 40.0 40.0 40.0 20.0 20.0 ８０.０ 20.0 20.0 ２０.０ 

年

代

別 

１０

代 
90 30.0 33.3 34.4 12.2 26.7 44.4 22.2 42.2 22.2 21.1 22.2 12.2 ４７.８ 27.8 1.1 4.4 

２０

代 
155 32.3 27.7 34.2 18.1 34.8 44.5 27.7 47.7 31.0 37.4 19.4 23.2 ５２.９ 29.0 3.9 1.9 

３０

代 
147 36.1 34.0 40.1 21.1 35.4 45.6 34.0 53.1 33.3 45.6 23.8 25.9 ５６.５ 33.3 4.1 1.4 

４０

代 
217 32.7 28.6 30.4 14.7 33.6 40.6 29.5 ５３.５ 26.7 44.7 25.8 30.0 45.2 30.4 5.5 1.4 

５０

代 
254 39.0 39.8 33.1 19.7 38.2 42.5 38.6 ５２.８ 31.5 49.6 39.0 28.7 42.1 41.3 4.3 1.6 

６０

代 
227 47.1 41.9 29.5 12.3 37.0 34.4 27.8 ５９.９ 25.6 47.1 39.2 26.4 37.4 30.0 1.8 4.0 

７０

代 
198 42.4 35.4 31.3 13.6 30.3 34.3 24.7 ５５.６ 20.2 45.5 45.5 20.2 26.3 31.8 4.5 9.1 

 

3.3

3.9

32.7

42.7

25.0

32.6

43.8

27.4

53.3

30.1

40.2

34.4

16.1

32.8

35.0

38.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

その他

孤立しやすい人を見守るネットワークづくり

職場でのメンタルヘルス対策

債務や労働問題等の法律相談

高齢者の生きがいづくりの促進

生活困窮者への相談体制・支援の充実

女性のための相談体制・支援の充実

学校での「いのちの教育」

医療機関の診療体制の強化

ストレス対処法の啓発

うつ病や自殺防止に関する啓発

自死遺族相談

自殺（自死）未遂者への支援

自殺（自死）の予防に関する電話相談

地域での「こころの健康相談」
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Ⅴ. まとめ 

注）アンケート調査結果に関しては、有意差検定を行ったものではなく、クロス集計を行った結果、回答者

にみられた傾向となります。したがって、必ずしも浦添市全体の傾向を示している結果ではないことをあら

かじめご了承ください。 

 

Ⅰ. 健康・睡眠状態およびストレスの程度 

No. 項目 内容 

（１） 

現在の健康状態について、 

１～１０で表したときの程度 

【P２５：図１６】 

・およそ１０人に１人が「健康ではない」「あまり健康ではない」と回答 

（２） 

ここ１か月間の 

平均睡眠時間 

【P２６：図１７,P２７：図１８】 

＊「６時間未満」（「４時間未満」「４時間以上５時間未満」「５時間以上６時間未満」合計）

の割合 

・（男性：３９.３％、女性：４８.５％） 

（３） 
ストレスの程度 

【P２７：図１９】 
・およそ３割が「多い」と回答 

（４） 
悩みやストレスの原因 

【P２８：図２０,P２９：図２１】 

＊５割以上の回答項目 

・男性：「勤務に関すること」、女性：「勤務に関すること」「家庭に関すること」 

 

Ⅱ. 「うつ病」についての認知度や医療機関等への受診状況 

No. 項目 内容 

（１） 

うつ尺度を使用した 

“うつ状態の人”の 

実態や考え方の分析 

【P３１：図２２,P３２：図２３】 

＊抑うつ状態「軽度」～「重度」合計の割合が最も高い年代 

・男性：４０代、女性２０代 

＊「重度のうつ状態」が高い年代（上位３つ） 

・男性・女性ともに４０代、３０代、５０代 

（２） 

「うつ病」についての 

認知状況 

【P３３：図２４】 

＊「知っている」割合が５割以下の項目 

①「一生のうち１５人に１人がかかると言われていること」：１５.７％ 

⑦「予防策があること」：３８.４％ 

⑧「アルコール飲料が症状悪化の要因となること」：３８.０％ 

（３） 
専門窓口の利用希望 

【P３４：図２５】 

・各年代に比べ、10 代では「専門の医療機関を受診する」が１０ポイント以上低く、

「何も利用しない」が１０ポイント以上高い 

（４） 
専門窓口を利用しない理由 

【P３５：図２６】 

＊各年代で高い傾向がみられた項目 

・10～30代：「精神的な悩みを話すことに抵抗があるから」 

・40～60代：「お金がかかることは避けたいから」 

・70代：「治療しなくても自然に治ると思うから」 

 

Ⅲ.  不安や悩み、つらい気持ちを抱えたときの相談相手、誰かに相談することへの考え 

No. 項目 内容 

（１） 

不安や悩み、つらい気持ち

を抱えたときの相談相手 

【P３６：図２７】 

・男性のおよそ５人に１人が「いない」と回答 

（女性より１０ポイント以上「いない」割合が高い） 

・抑うつ状態が重くなるにつれ、「相談できる人がいる」割合が低くなり、「いない」

割合が高くなる（「重度のうつ状態」では約４割が「いない」と回答） 

（２） 

誰かに相談したり、 

助けを求めたりすることへ

のためらい 

【P３７：図２８,P３８：図２９】 

＊「ためらいがある」「ややためらいがある」合計の割合 

・４割以上の傾向がみられた年代（１０～４０代） 

・抑うつ状態が重くなるにつれ、「ためらいがある」「ややためらいがある」の回答割

合が高くなる（「重度のうつ状態」では７割以上が「ためらいがある」または「ややた

めらいがある」と回答） 

（３） 

誰かに相談したり、 

助けを求めたりすることへ

ためらう理由 

【P３９：図３０】 

・「家族や友人など身近な人に相談したくない悩みだから」と回答した割合が女性よ

り男性で約１０ポイント高い 
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No. 項目 内容 

（４） 

「死にたい」またはそれに近

いことを考えたこと 

【P４０：図３１, 

P４１：図３２,図３３】 

＊「たびたびあった」「まれにあった」合計の割合 

・男性の２０～４０代で２割、女性の１０～４０代で２～３割 

・抑うつ状態が重くなるにつれ、「たびたびあった」「まれにあった」の回答割合が高

くなる（「重度のうつ状態」では６割以上が「たびたびあった」または「まれにあった」

と回答） 

（５） 

「死にたい」またはそれに 

近いことを考えたときの 

相談相手 

【P４２：図３４】 

・６割が「相談したことはない」と回答 

（６） 

「死にたい」またはそれに 

近いことを考えたとき、 

相談しなかった理由 

【P４３：図３５】 

・およそ２人に１人が「相談する必要がなかったから」と回答 

（７） 

「死にたい」またはそれに 

近いことを考えたとき、 

相談しやすいと思う方法 

【P４４：図３６】 

・およそ２人に１人が「対面相談」と回答 

（８） 

「死にたい」と 

打ち明けられた場合の対応 

【P４５：図３７】 

・およそ８割が「ひたすら耳を傾けて話を聴く」と回答 

 

Ⅳ.  自殺対策の現状、相談窓口の認知度 

No. 項目 内容 

（１） 

多くの方が自殺で 

亡くなっていることの認知 

【P４６：図３８】 

・およそ６割が「知っている」と回答 

（２） 
ゲートキーパーの認知 

【P４６：図３９】 
・「知っている」１０.９％、「聞いたことはあるが具体的なことは知らない」２８.２％ 

（３） 

自殺対策に関する 

事柄の認知 

【P４７：図４０】 

＊「知っている」「聞いたことがある」合計の割合 

①「自殺予防週間」 １７.８％ 

②「自殺対策強化月間」 １４.２％ 

③「浦添市の啓発事業」 １５.２％ 

④「浦添市相談連絡先オリジナルメッセージカードやポケットティッシュ」 １３.９％ 

⑤「浦添市ゲートキーパー養成講座」 ９.２％ 

（４） 

地域の悩みの 

相談機関の認知 

【P４７：表４】 

・「相談できるところを知らない」 ３５.２％ 

（５） 

人が困難に直面した時に、 

乗り越えられる力に 

なるもの 

【P４８：図４１】 

＊上位３項目 

①「居場所・安心できる心のよりどころがある」 ７０.８％ 

②「話を聴いてくれる人の存在」 ６６.０％ 

③「認めてくれる人の存在」 ５７.５％ 

（６） 

効果的な子ども・若者向け

の自殺対策 

【P４９：図４２】 

＊上位３項目 

①「SOSの出し方教育」 ６８.９％ 

②「教員や保護者に対する研修」 ６７.８％ 

③「ネット上での誹謗中傷に関する対策」 ５７.２％ 

（７） 
効果的な自殺対策の取組 

【P５０：図４３】 

＊上位３項目 

①「学校でのいのちの教育」 ５３.３％ 

②「生活困窮者への相談体制・支援の充実」 ４３.８％ 

③「職場でのメンタルヘルス対策」 ４２.７％ 
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第１節 基本理念                                    

自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、その背景には、経済・生活問題、健康問題、過労、生

活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的要因があると考えられます。 

そのため、これらの社会的要因を減らし、追い込まれる状況に陥らないよう、社会全体の自殺リスク

を低下させる方向で、「対人支援」「地域連携」「社会制度」のそれぞれにおいて総合的な施策の推進を図

ることが重要となります。 

自殺対策の推進が、「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因

（自殺に対する保護要因）」を増やすことであるという前提に基づいて、浦添市では、「生きることへの包

括的な支援」を総合的かつ効果的に推進し、「誰も自殺に追い込まれることのない浦添市の実現」を目

指します。  

 

 

 

 

 

 
 

第２節 自殺対策の基本認識                            

  「自殺総合対策大綱」にて挙げられている、自殺の現状と自殺総合対策における基本認識を踏まえ、

本計画においては以下の基本認識を念頭に置いて自殺対策を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「PDCA サイクル」とは、Plan(計画)・Do（実施）・Check（評価）・Action（改善）の４つの視点をプロセスの中に

取り組むことで、プロセスを不断のサイクルとし、継続的な改善を推進するマネジメント手法のこと。 

    第３章 計画の基本的な方向性 

第２次浦添市自殺対策行動計画における基本認識 

▶ 自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、社会的な問題である 
 

▶ 年間自殺者数は増加傾向で推移しており、自殺対策は継続して取り組む課題である 
 

▶ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進 
 

▶ 地域レベルの実践的な取組を PDCAサイクル＊を通じて推進する 

 誰も自殺に追い込まれることのない浦添市の実現 

 基本理念 
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第３節 自殺対策の基本方針                                  

浦添市の実態や課題を整理する中で、「自殺総合対策大綱」で国が示した６つの基本方針に沿った計

画づくりを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～自殺総合対策の基本方針（「自殺総合対策大綱」より抜粋）～ 

１． 生きることの包括的な支援として推進する 

〈社会全体の自殺リスクを低下させる〉 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、その多くが防ぐことができる社会的な問題であるとの

基本認識の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社会全体の自殺リスクを低下させる。 

この考えは、「誰一人取り残さない」持続可能でより良い社会の実現を目指す世界共通の目標である

SDGｓの理念と合致するものであることから、自殺対策は、ＳＤＧｓの達成に向けた政策としての意義も

持ち合わせるものである。 

〈生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす〉 

２． 関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む 

〈様々な分野の生きる支援との連携を強化する〉 

自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題のほか、様々な要因が複雑に関係しており、自殺

を防ぐためには精神保健的な視点だけではなく、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携する必要

がある。 

３． 対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる 

〈対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策を連動させる〉 

自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに分けて考え、これらを有機的に連動させること

で、総合的に推進するものとする。 

１） 個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人支援のレベル」 

２） 問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行うための関係機関等による実務連携などの「地

域連携のレベル」 

３） 法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる「社会制度のレベル」 

４． 実践と啓発を両輪として推進する 

〈自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成する〉 

  自殺に追い込まれるという危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適当であるということ

が、社会全体の共通認識となるように普及啓発を行う。 

〈自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進する〉 

我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強いことから、精神科を受診することに心理的な抵

抗を感じる人は少なくない。全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに早く

気づき、精神科医等の専門家につなぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活動、教育活動

等に取り組んでいく。 

５． 国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を明確化し、その連携・

協働を推進する 
「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するためには、それぞれの主体が果たすべき役割を

明確化、共有化した上で、相互の連携・協働の仕組みを構築することが重要である。 

６． 自殺者等の名誉及び生活の平穏へ配慮する【新規】 
自殺対策基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活

の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならないと定めら

れていることを踏まえ、国、地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、このことを改めて認識

して自殺対策に取り組む。 
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第４節 自殺対策における連携の考え方                                 

自殺対策に係る個別の施策は、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携する必要があるため、

「対人支援」「地域連携」「社会制度」の３つの領域を有機的に連携（密接に関係）させることで、総合的に

推進するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰も自殺に追い込まれることのない浦添市の実現 
 

 

個々人の問題解決に 

取り組む相談支援など 

 

 

法律・大綱・計画等 

 

 

包括的な支援を行うための 

関係機関との連携 
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第５節 計画の数値目標                                

【目標】 

  

 

 

 

 
 【目標値の算出根拠】 
   計画策定の目的のとおり、自殺対策を通じて最終的に目指すところは、「誰も自殺に追い込まれる

ことのない浦添市の実現」です。そうした社会の実現に向けて、対策を進める上での具体的な数値目

標などを定めるとともに、それらの取組がどのような効果をあげているのかなど、取組の成果と併せ

て検証を行っていく必要があります。 

   国は、自殺総合対策大綱における当面の目標として、「令和８年（２０２６年）までに、自殺死亡率を

平成２７年（2015年）と比べて３０％以上減少させる」ことを目標に掲げています。 

   浦添市においては、この国の考え方に準拠して目標を設定することとし、令和１１年（２０２９年）の

目標を、平成２７年（２０１５年）と比べておよそ３５％の減少となる１３.０以下とします。 
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14.89

12.24

7.87

8.73

10.40

12.12

17.28 17.29
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8.0
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14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

全国（目標） 浦添市（目標） 浦添市（確定値）

自殺死亡率（目標率）の推移（平成２７年～令和１１年） 

H２７年度比３０％減 

令和１１年（２０２９年）の自殺死亡率※を１３.０以下にすることを目指します。 

※人口１０万人当たりの自殺者数 

人口１０万人対 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

H２７年度比３５％減 
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第６節 SDGｓ（持続可能な開発目標）の視点を踏まえた計画の推進                               

SDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)は、平成２７年に国連サミッ

トで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて掲げられた、令和１２年（２０３０年）

までに達成を目指す国際目標です。SDGｓは「地球上の誰一人取り残さない持続可能な世界」を実現す

るための１７の長期的なビジョン（ゴ―ル）と 169 の具体的な開発目標（タ―ゲット）で構成されていま

す。 

国の「自殺総合対策大綱」において、『自殺対策は、SDGｓの達成に向けた政策としての理念も持ち合

わせるものである』とされていることを受けて、本計画に掲げる施策の推進においても、SDGｓのゴー

ルとの関連を意識し、本計画の推進がSDGｓにおけるゴールの達成に資するものとして位置づけます。 

本計画に掲げる施策と特に関連するＳＤＧｓのゴールは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章●計画の基本的な方向性 

59 

第７節 施策の体系                                    

地域自殺対策計画の策定を支援するために、「厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自

殺対策推進センター」は、地域自殺対策の策定に資する地域自殺対策政策パッケージを作成し、全国の

自治体に提供しています。地域自殺対策政策パッケージは、すべての自治体においてナショナル・ミニマ

ム＊として実施されることが望ましいとされる【基本施策】と、地域の自殺の実態を詳細に分析した「地

域自殺実態プロファイル」を踏まえ、浦添市が特に力を入れるべき支援群に焦点を絞った【重点施策】に

よって構成されています。 

本計画では、以下の５つの基本施策と、５つの重点施策に沿って、自殺対策に資する取組を推進して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―——————————―——————————―——————————―—————————— 

＊ナショナル・ミニマムとは：憲法第２５条に基づき、国民に対して保障する「健康で文化的な最低限度の生活」水準のこと。少子高

齢社会を迎えている日本において、貧困や格差を縮小し、地域で安心して暮らせる豊かな社会を目指すための重要な指針となる。 

基本施策 

重点施策 

１ 地域におけるネットワークの強化 

２ 自殺対策を支える人材の育成 

３ 市民への普及啓発 

４ 生きることの促進要因への支援 

５ 児童生徒の SOSの出し方に関する教育の推進 

１ 勤務者・経営者対策 

２ 生活困窮者・無職者・失業者対策 

３ 高齢者対策 

４ 子ども・若者対策（児童生徒・学生、１０～３０代） 

５ 女性への対策 
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基本施策は、自殺対策を推進するうえで欠かすことのできない５つの施策で構成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第４章 基本施策 

 

基本施策 施 策 の方 向 

地域における 

ネットワークの 

強化 

 

 

自殺対策を支える

人材の育成 

 

 

市民への 

普及啓発 

 

 

生きることの 

促進要因への 

支援 

 

児童生徒の 

SOSの出し方 

に関する教育の

推進 

 

 

 

（１） 地域・庁内における連携・ネットワークの強化 

（２） 特定の問題に対する連携・ネットワークの強化 

 

 

（１） 様々な職種を対象とする研修 

（２） 一般市民に対する研修 

（３） 自殺対策従事者、関係者間の連絡調整を担う

担当者のこころのケアの推進 

 

（１） こころの健康づくり・生きる支援についての 

知識・情報の普及啓発 

（２） 各種講座・講演会・イベント等の開催を通じた 

普及啓発 

（３） メディアを活用した啓発活動 

 

（１） 相談体制の充実と相談窓口情報・支援策の 

発信 

（２） 居場所づくりの推進 

（３） 心身の健康づくりの推進 

（４） その他生きることの促進要因を増やす取組の

充実 

（５） 自殺未遂者への支援 

（６） 自死遺族への支援 

 

 

（１） SOSの出し方に関する教育の推進 

（２） 教職員や保護者に対する普及啓発 
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基本施策１ 地域におけるネットワークの強化                            

自殺対策の推進においては、その担い手となる人材や関係機関が連携し、各地域の実情に合わせた

支援をすることが必要となります。自殺リスクの高い人だけでなく、生活全般において何らかの支援が

必要な人を早期に発見し、具体的な支援へとつなげ、自殺リスクへとつながる前に問題解決を図れる体

制を構築することが求められます。市をあげた自殺対策の推進においては、行政、関係団体、民間団

体、企業、市民等の有機的な連携・協働のもと取組を推進していくことが必要であることから、自殺対

策推進本部や健康づくり推進協議会等の場を通して総合的かつ効果的な自殺対策の推進を図るととも

に、自殺対策推進専門部会を新たに設置し、地域の自殺対策のネットワーク強化を行います。 

 

■施策の方向 

（1）地域・庁内における連携・ネットワークの強化 

◆関係団体や民間団体などで構成される「浦添市健康づくり推進協議会」「自殺対策推進専門部会」や、

庁内「浦添市自殺対策推進本部」「浦添市自殺対策推進検討部会・作業部会」等の協議の場において、

施策の展開に係る評価・検討、事例共有等を行い、今後の施策への反映に努めます。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

浦添市自殺対策 

推進本部 

自殺対策推進本部を実施し、本市の自殺対策を庁内各分野の部署と連携し、

総合的かつ効果的に自殺対策を推進します。【健康づくり課】 

浦添市自殺対策 

推進検討委員会 

・作業部会 

庁内の自殺対策関係部署から組織した自殺対策推進検討委員会（作業部会）

を実施し、庁内関係部署の緊密な連携と協力のもと、組織横断的に自殺対策を

推進します。また、様々な分野における支援策の連動・連携を円滑に行うため、

相談担当職員が情報交換を行います。【健康づくり課】 

浦添市健康づくり 

推進協議会 

健康づくり推進協議会を活用し、商工会議所などの関係機関や団体との幅広

いネットワークを構築し、自殺対策における地域のネットワーク強化を行います。

【健康づくり課】 

浦添市自殺対策 

推進専門部会 

保健、福祉、医療、労働、警察、消防等の関係者によって構成される専門部会

を設置し、自殺対策の推進のために必要な事項について協議します。 

【健康づくり課】 

 

（2）特定の問題に対する連携・ネットワークの強化 

◆うつ病やアルコール依存症、統合失調症などの精神疾患等、自殺のリスクを抱える人を支援するた

め、支援団体や専門医療機関、かかりつけ医等との連携に努めます。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

専門医や専門病院 

への紹介・連携 

市などの相談機関から専門医療機関や専門医につないだり、かかりつけ医か

ら必要時、専門医療機関などにつないだりすることで、早期治療につながるよう

努めます。【関係各課、浦添市医師会】 



●基本施策１ 地域におけるネットワークの強化 

64 

■目標 

指標 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 
目標設定の考え方 

浦添市自殺対策推進 

本部の開催 
年１回以上 年１回以上 

第１次計画の 

目標値を継続 

浦添市自殺対策推進 

検討委員会・作業部会の開催 
— 年１回以上 継続実施 

浦添市健康づくり推進協議会 

自殺対策推進専門部会の開催 
年１回以上 年１回以上 

第１次計画の 

目標値を継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●基本施策２ 自殺対策を支える人材の育成 

 

65 

基本施策２ 自殺対策を支える人材の育成                            

悩みを抱えた人においては、近くに寄り添い、話を聞く人の存在が重要です。様々な悩みや生活上の

困難を抱える人が発するサインに早期に気づき、適切な対応をとることのできる「ゲートキーパー」の役

割を担う人材が、地域の自殺対策の推進において大きな役割を果たします。浦添市においては、市職員

向けと市民向けのゲートキーパー養成講座を開催し、自殺対策を支える人材育成の強化を図ります。併

せて、自殺対策に従事する支援者のこころのケアを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ゲートキーパーが担う役割とは？】 

「ゲートキーパー」に求められる役割は、「気づき」「声かけ」「傾聴」「つなぎ・見守り」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ゲートキーパーになるのに特別な資格は不要です。医師や保健師、各種相談窓口、民生児童委

員や保健補導員、ボランティア、家族や同僚、友人といった様々な立場の人が、ゲートキーパーの

役割を担うことが期待されます。 

また、ゲートキーパーに必要な心がけは以下のとおりです。 

〇自ら相手とかかわるためのこころの準備をしましょう。 

〇温かみのある対応をしましょう。 

〇真剣に聴いているという姿勢を相手に伝えましょう。 

〇相手の話を否定せず、しっかりと聴きましょう。 

〇相手のこれまでの苦労をねぎらいましょう。 

〇心配していることを伝えましょう。 

〇わかりやすく、ゆっくりと話しましょう。 

〇一緒に考えることが支援です。 

〇準備やスキルアップも大切です 

 

 

 

 

 

 

①気づき 

悩みを抱えている人は、 

サインを発しています。 

気づいたときは声を 

かけましょう。 

②声かけ 

優しく声をかけてあげて 

ください。孤立させない 

ことが大切です。 

 

③傾聴 

悩みに耳を傾け、つらい 

気持ちを受け止めてあげ 

ましょう。ねぎらいや共感 

の気持ちを伝えましょう。 

④つなぎ・見守り 

早めに医療機関や相談 

窓口など専門家に相談 

するよう勧める、もしくは 

相談に付き添いましょう。 
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■施策の方向 

（1）様々な職種を対象とする研修 

◆自殺対策に資する人材の育成を図るため、市職員や新規採用職員等を対象としたゲートキーパー養

成講座を開催します。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

市職員向けゲート 

キーパー養成講座 
市職員を対象に、ゲートキーパー養成講座を実施します。【健康づくり課】 

新規採用職員ゲート 

キーパー養成講座 

新任期より自殺対策の視点を持って業務にあたる人材を育成します。 

【健康づくり課】 

 

（2）一般市民に対する研修 

◆自殺対策に資する人材の育成を図るため、市民・市内在勤者向けのゲートキーパー養成講座を開催し

ます。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

市民向けゲート 

キーパー養成講座 

身近な地域で、支え手となるゲートキーパー養成講座を市民向けに実施し、悩

んでいる人に「気づき」「声をかけ」「話をきいて」「つなげ・見守る」ことができる

ゲートキーパーを養成します。【健康づくり課】 

ゲートキーパー養成 

講座フォローアップ 

研修会 

こころの健康づくり及び自殺予防に関する正しい知識の普及啓発を実施しま

す。地域の支え手となるゲートキーパーとしての役割を継続して担えるよう、フ

ォローアップを実施します。【健康づくり課】 

 

◎以下の方についても、ゲートキーパー養成講座の受講を推奨します。 
 

主な対象者 担当課 

● 放課後児童クラブ指導員 

● 児童館館長 

● 保育士 

● ファミリー・サポート・センター会員 

● こどもの居場所の指導者 

こども政策課 

こども未来課 

こども家庭課 

● 商工団体等職員 

● 市内事業所代表者 
産業振興課 

● 人権擁護委員 

● 女性団体連絡協議会会員又は地域の女性リーダー 

● LGBTQ+電話相談員 

市民協働・男女共同参画課 

● 地域包括支援センター職員 

● 介護施設従事者・指定事業者 
いきいき高齢支援課 

● 社会福祉協議会職員 

● 民生委員・児童委員 

● 保護司 

福祉総務課 

● 基幹相談支援センター 

● 委託相談支援事業所 
障がい福祉課 
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（3）自殺対策従事者、関係者間の連絡調整を担う担当者のこころのケアの推進 

◆自殺対策の推進においては、自殺対策従事者や相談窓口職員等のこころのケアも重要であることか

ら、各従事者・職員の心身の健康の保持・増進に係る取り組みを推進します。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

メンタルヘルス研修 
職員を対象にストレス等による心身の変化に対する気づきや対応、こころの健

康づくりに関する内容の研修を実施します。【職員課】 

職員ストレスチェック

業務 

職員のストレスチェックを実施し、ストレス状況の把握、高ストレス者への産業

医面談等個別フォローおよび集団分析結果の活用等により働きやすい職場づく

りの推進を通して、職員のメンタルヘルス疾患の防止（１次予防）を図ります。 

【職員課】 

長時間労働 

該当者への面接指導 

長時間労働に該当する職員に対し、産業医面談を実施し、疲労の蓄積や心身

の健康状態の把握、就業上の措置に関する意見等、健康障害防止のための保健

指導を行います。【職員課】 

職員メンタルヘルス 

支援事業 

市民の相談に応じる職員等を対象に、必要時、公認心理師等メンタルヘルスの

専門職による面談等を実施し、心身面の健康の保持増進を図ります。【職員課】 

教職員ストレス 

チェックに関する事務 

学校職員等のストレスチェックを実施し、メンタルヘルス不調の未然防止を図

ります。【学校教育課】 

 

■目標 

指標 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 
目標設定の考え方 

市民向けゲートキーパー 

養成講座の開催回数 
年１回以上 年２回以上 

第１次計画の 

目標値を変更して実施 

市民向けゲートキーパー 

養成講座の受講者数 

延１,２４０人 

（平成２５年度～令和５年度） 
延１,６５０人 

約８０人/年を目標に 

受講者数を増やしていく。 

参考：令和元年度～５年度の

平均受講者数６７人/年 

市職員向けゲートキーパー 

養成講座の受講者数 

延１５３人 

（令和元年度～令和５年度） 
延４００人 

約５０人/年を目標に 

受講者数を増やしていく。 

参考：令和元年度～５年度の

平均受講者数３８.３人/年 
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基本施策３ 市民への普及啓発                                    

自殺に追い込まれる事態は誰にでも起こり得ることでありながら、危機に陥った人の心情や背景は

理解されにくいのが現状です。自殺やうつなどに対する正しい認識が得られるとともに、危機に直面し

た場合に相談窓口や専門機関、周囲の人に援助を求めることができる環境を整備することが求められ

ます。自殺に対する正しい認識の普及を図るため、自殺予防週間・自殺対策強化月間における啓発活動

を実施するとともに、各種講座等の機会を活用した自殺予防に関する内容の普及啓発を図ります。ま

た、健康問題、家庭問題、経済問題など様々な悩みを抱える人が適切な支援を受けることのできるよ

う、各種相談窓口について広く周知していきます。 

 

■施策の方向 

（1）こころの健康づくり・生きる支援についての知識・情報の普及啓発 

◆こころの健康づくりについての正しい知識や、悩み・ストレスへの対処法、市内外の様々な相談窓口

等の情報について、市広報誌やパンフレット・ポスター、カード等の作成・配布による周知啓発を行い

ます。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

自殺予防週間・ 

自殺対策強化月間 

における啓発活動 

の推進 

自殺予防週間（９月１０日～１６日）、自殺対策強化月間（３月）に合わせ、市役所

へのポスター掲示や特設コーナー設置、来庁者へのオリジナルポケットティッシ

ュ配布による啓発を実施します。また、市広報誌を活用した啓発を実施します。

【健康づくり課】 

こころの健康・ 

自殺対策に関する 

チラシの配布 

こころの健康や自殺予防対策の基本認識について市民一人ひとりの理解が深

まるよう、チラシを作成し、各所に配架します。【健康づくり課】 

相談窓口周知啓発 

オリジナルメッセージ

カードの作成・配布 

浦添市こころの健康相談窓口や厚生労働省各種相談窓口の周知、こころの健

康セルフチェックに関する内容を盛り込んだメッセージカードを作成し、各所に

配架します。【健康づくり課】 

相談窓口一覧カードの

作成・配布 

様々な悩みに対応する市内の相談窓口に関する情報をまとめたカードを作成

し、各所に配架します。【健康づくり課】 

 

（2）各種講座・講演会・イベント等の開催を通じた普及啓発 

◆市内で開催する各種講座・講演会・イベント等の内容として自殺対策及びこれらの自殺に関連のある

テーマを扱うことで、自殺予防についての普及啓発を行います。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

こころの健康講演会 

精神疾患や抗精神病薬、アルコール依存などの内容を扱う講演会を市民向け

に開催し、精神保健についての理解促進及び誤解や偏見の解消を図ります。 

【健康づくり課】 
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まちづくりふれあい 

出前講座 

（こころの健康） 

市民や団体等の要請に対し、職員が地域に出向いて講座を実施し、自殺対策

や精神保健に関する正しい知識の普及と啓発を図ります。【健康づくり課】 

男女共同参画 

に関する講座 

市民向け男女共同参画講座をとおして、ワーク・ライフ・バランスの意識啓発や

男性の家事・育児・介護等への参加を促し、性別に関わらず誰もが能力を発揮で

きる環境づくりを推進します。【市民協働・男女共同参画課】 

「レインボー都市 

うらそえ宣言」及び 

「浦添市性の多様性を

尊重する社会を実現

するための条例」 

に基づく施策 

性の多様性の尊重について理解の促進を図るための施策を推進し、人が人と

して尊重され、性別等による偏見及び差別的取り扱いを受けることなく生きるこ

とができる社会の実現を目指します。【市民協働・男女共同参画課】 

あらゆる暴力の防止

に向けた意識啓発 

DVをはじめ、デートDV、あらゆる暴力（性犯罪・性暴力、ストーカー等）また、

こども、若年層に対する性的な暴力の防止に向けた予防教育・意識啓発を進め

ます。【市民協働・男女共同参画課】 

 

（3）メディアを活用した啓発活動 

◆地元のテレビ・ラジオや市のホームページ・SNS等を活用した啓発活動を通して、より広範囲への情

報提供・周知啓発を図ります。 
 

取組 取組内容【担当課・団体】 

広報等による 

情報発信 

市広報誌やホームページ、市公式 SNS、テレビ・ラジオなどの多様なメディア

を活用して、自殺対策に関する情報の発信・周知・啓発を実施します。 

【国際交流課、健康づくり課】 

市公式 LINE 

を活用した自動返信

による相談案内 

市公式 LINEへのこころの健康に関する書き込みに対し、自動返信にて関連

する相談窓口の案内を行い、適切な支援につながるよう支援します。 

【国際交流課、健康づくり課】 

 

■目標 

指標 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 
目標設定の考え方 

自殺予防週間／ 

自殺対策強化月間について 

聞いたことがある人の割合 

１３.９％＊ ／ 10.9％＊ 
どちらも 

３０％以上 

市民のおよそ３人に１人が

聞いたことがあるように

することを目標とする 

ゲートキーパーを 

知っている人の割合 
１０.９％＊ ２０％以上 

市民の５人に１人が知って

いるようにすることを目

標とする 

こころの健康講演会の 

開催回数 
年１回以上 年１回以上 継続実施 

 

％ 

回 

答 

数 

地域で

の「こ

ころの

健康相

談」 

自殺の

予防に

関する

電話相

談 

自殺未

遂者へ

の支援 

自死遺

族相談 

うつ病

や自殺

防止に

関する

啓発 

ストレ

ス対処

法の啓

発 

医療機

関の診

療体制

の強化 

学校で

の「い

のちの

教育」 

女性の

ための

相談体

制・支

援の充

実 

生活困

窮者へ

の相談

体制・

支援の

充実 

高齢者

の生き

がいづ

くりの

促進 

債務や

労働問

題等の

法律相

談 

職場で

のメン

タルヘ

ルス対

策 

孤立し

やすい

人を見

守るネ

ットワ

ークづ

くり 

そ

の

他 

無

回

答 

全体 １,２９２ 38.1 35.0 32.8 16.1 34.4 40.2 30.1 ５３.３ 27.4 43.8 32.6 25.0 42.7 32.7 3.9 3.3 

性

別 

男

性 
507 39.3 36.1 34.9 14.8 38.7 43.0 26.2 ５０.７ 21.1 43.2 30.8 25.2 41.6 29.6 4.9 3.2 

女

性 
775 37.5 34.6 31.4 16.9 31.7 38.5 32.6 55.1 31.5 44.4 33.9 24.9 43.2 34.8 3.1 3.4 

そ

の

他 

5 40.0 - 40.0 40.0 20.0 40.0 20.0 40.0 40.0 40.0 20.0 20.0 ８０.０ 20.0 20.0 ２０.０ 

年

代 

１０

代 
90 30.0 33.3 34.4 12.2 26.7 44.4 22.2 42.2 22.2 21.1 22.2 12.2 ４７.８ 27.8 1.1 4.4 

２０

代 
155 32.3 27.7 34.2 18.1 34.8 44.5 27.7 47.7 31.0 37.4 19.4 23.2 ５２.９ 29.0 3.9 1.9 

３０

代 
147 36.1 34.0 40.1 21.1 35.4 45.6 34.0 53.1 33.3 45.6 23.8 25.9 ５６.５ 33.3 4.1 1.4 

４０

代 
217 32.7 28.6 30.4 14.7 33.6 40.6 29.5 ５３.５ 26.7 44.7 25.8 30.0 45.2 30.4 5.5 1.4 

５０

代 
254 39.0 39.8 33.1 19.7 38.2 42.5 38.6 ５２.８ 31.5 49.6 39.0 28.7 42.1 41.3 4.3 1.6 

６０

代 
227 47.1 41.9 29.5 12.3 37.0 34.4 27.8 ５９.９ 25.6 47.1 39.2 26.4 37.4 30.0 1.8 4.0 

７０

代

以

上 

198 42.4 35.4 31.3 13.6 30.3 34.3 24.7 ５５.６ 20.2 45.5 45.5 20.2 26.3 31.8 4.5 9.1 

 

＊令和６年度「浦添市こころの健康に関するアンケート調査」より算出 



●基本施策４ 生きることの促進要因への支援 

70 

基本施策４ 生きることの促進要因への支援                           

自殺の要因となり得る事象は、家族関係の不和や子育て・介護等の家族問題、仕事の悩みや職場の

人間関係等の勤務問題、心身の悩みや病気等の健康問題、失業・生活困窮等の経済問題など多岐に渡

ります。すべての市民が生きることを支えるためには、悩みを直接相談できる窓口や居場所づくりな

ど、問題を抱えた人への個別支援を実践できる体制を整備することが必要不可欠となります。浦添市

においては、様々な分野における相談体制の充実と相談窓口に関する情報の発信、孤立のリスクを抱

える人への居場所づくり、ハイリスク層とされる自殺未遂者・自死遺族等への支援等を充実させること

で、自殺対策において求められる「生きることの阻害要因」を減らし、「生きることの促進要因」を増やす

取組を広く実践していきます。目標については、ポピュレーション及びハイリスクの両面から効果的にア

プローチできる取組を設定します。 

 

■施策の方向 

（1）相談体制の充実と相談窓口情報・支援策の発信 

◆市民が抱える様々な悩みを受け止め、適切な支援へとつなげるため、経済、法律、労働、障がい、性的

マイノリティ、人権問題等各種相談窓口の充実を図ります。 

◆市内外の相談窓口に係る情報について、各種媒体を用いて周知します。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

こころの健康相談 
当事者の心身の不調及び家族が抱える各種問題に対し、保健師等が訪問・来

所・電話対応による相談支援を行います。【健康づくり課】 

生活や仕事での 

悩みごと相談事業 

失業、ひきこもり、家賃の滞納、多重債務、子育て、家族の病気・介護、障がい

などの課題解決方法について相談者とともに考えます。また、自殺に関連した研

修会等への参加および関係機関との連携を図ります。 

【保護課、包括支援体制準備室、てだこ未来】 

市民相談事業 
健康問題・経済問題・家庭問題等の様々な相談を受け止め、地域の相談機関や

弁護士・司法書士、消費生活相談員等へつなぎます。【市民生活課】 

無料法律相談 
経済問題を抱える人の自殺防止を図るため、失業・倒産・多重債務等の問題の

専門家である弁護士等による法律相談を実施します。【市民生活課】 

消費生活相談事業 
商品やサービスなどの消費生活に関する相談をきっかけに、他の課題を把握

し、関係機関へつなぎます。【市民生活課】 

納付相談 

病気や失業等のやむを得ない理由で納付が困難な市民の生活状況等を聞き

取り、納付方法等の相談を行うとともに、必要に応じて支援機関等への案内を

行うことで、自殺諸要因の早期解消につなげます。【納税課、国民健康保険課】 

高齢者の 

権利擁護業務 

成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待の対

応、困難事例への対応、消費者被害の防止等の業務を行い、地域において尊厳

のある生活を維持し、安心して生活を送ることができるよう支援を実施します。

【いきいき高齢支援課、地域包括支援センター】 
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労働等に関する 

相談機関の紹介 

労働・就職に関する相談に対応するため、専門の相談員による労働相談窓口

の情報提供を行います。【産業振興課】 

勤労者のこころの相談 
労働者本人やその家族、会社関係者からのこころの健康に関する相談に対応

するため、専門の相談員による相談窓口の情報提供を行います。【産業振興課】 

労働相談事業 

労使関係の安定と適正な労働条件の確保を図るため、高度な知識を持つ専門

家による労働相談につなげたり、国や他の労働に関する機関を紹介したりする

ことにより、相談者の課題解決を図ります。【産業振興課】 

障がい者の 

権利擁護業務 

成年後見制度の利用促進、障害者虐待の対応、障害者差別解消法に関する対

応、困難事例への対応、消費者被害の防止等の業務を行い、地域において尊厳

のある生活を維持し、安心して生活を送ることができるよう支援を実施します。

【障がい福祉課】 

基幹相談支援センター

の業務 

相談支援の拠点として総合的な相談支援を行うとともに、地域の相談支援体

制の強化を図ります。【障がい福祉課、基幹相談支援センター】 

障害者相談 

支援事業 

来所面談・電話相談・自宅などへの訪問等を行い、様々な問題に対応するため

に障がい者や家族の相談に応じ、支援を行います。 

【障がい福祉課、委託相談支援事業所】 

犯罪被害者等相談 
犯罪による被害を受けた方やその家族、遺族に対し、必要な支援機関へつな

げるよう努めます。【市民生活課】 

LGBTQ＋電話相談 
日常生活において様々な悩みを抱えた性的マイノリティー（少数者）の方々や、

その関係者からの電話相談支援を行います。【市民協働・男女共同参画課】 

母子保健相談 
妊娠・出産に不安を抱える妊産婦や、発育や発達・育児等に関する保護者の相

談に対応し、適切な助言を行います。【こども家庭課】 

民生委員・児童委員に

よる地域における 

相談・支援 

地域の身近な相談相手である民生委員・児童委員による相談支援等を行い、

必要に応じて適切な行政窓口へつなげます。【福祉総務課、民生委員・児童委員】 

地域見守り 

ネットワーク事業 

見守り協力団体（各団体又は企業等）による気になる地域住民への見守り・安

否確認・声かけ等の対応を行うことで、問題を抱えた地域住民の早期発見と必

要な支援の推進を図ります。【福祉総務課】 

高齢者への 

総合相談事業 

高齢者が住み慣れた地域で安心した生活が続けられるように、健康・介護・福

祉等の相談を受け、さまざまな面から、総合的な支援を行います。 

高齢者に対し必要な支援を把握するため、初期段階から継続して相談支援を

行い、地域のネットワークの構築に努めます。 

【いきいき高齢支援課、地域包括支援センター】 

 

（2）居場所づくりの推進 

◆健康問題や障がい、ひきこもり等の様々な理由により孤立のリスクがある人を対象とした居場所を

提供するとともに、その居場所について周知していきます。 

◆孤立のリスクを抱える人の家族に対して、それぞれのケースに応じた支援を図ります。 
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取 組 取組内容【担当課・団体】 

日中一時支援事業 
障がい者(児)を介護する者が、疾病等の理由により居宅における介護ができ

ない場合に、一時的に施設に預け、必要な保護を行います。【障がい福祉課】 

サン・アビリティーズ 

うらそえ指定管理 

運営事業 

心身障がい者に対して、研修、相談、教養、スポーツ・レクリエーション、機能回

復訓練や障がい者相互の交流や地域、ボランティアとのふれあいの場を提供す

ることにより、障がい者の自立や社会参加を促進します。【障がい福祉課】 

精神障がい者家族会

（あおぞら家族会） 

事務局の案内 

精神障がいのある方の家族が地域とのつながりを持つことができるよう、家

族同士が集い、交流できる場の案内・情報提供を行います。【健康づくり課】 

断酒会の案内 

アルコール依存症に関連する問題に悩む当事者や家族に対して、同じアルコー

ルに苦しむ人々が集まり、集団治療の場として互いに助け合う断酒会の案内・情

報提供を行います。【健康づくり課】 

なかまクラブ事業 

精神疾患における病状不安定・治療中断がないが、自宅以外での生活の場が

長期にわたって失われている状態の市民に対し、安全な出会いとコミュニケーシ

ョンの機会・場を提供し、人間関係の経験や自己肯定感の獲得、社会参加への関

心を育みこころの健康づくり及び精神保健の向上を図ります。【健康づくり課】 

生きがい施策 

（老人クラブへの 

活動助成） 

老人クラブ（地域在住の 60歳以上の住民が健康づくりや仲間づくりを目的

に集まった団体）が各地で行う活動に対し、助成・支援を行うことで、高齢者の生

きがいづくりを推進します。【いきいき高齢支援課】 

老人福祉施設 

運営事業 

高齢者が生きがいを見出すきっかけの場づくりを行います。 

【いきいき高齢支援課】 

生きがいと 

健康づくり関連事業 

高齢者の社会参加や健康・生きがいづくりを促進するとともに、家族・地域と

のつながりを実感できるスポーツ・文化のイベントを実施します。 

【いきいき高齢支援課】 

子育て支援事業 
乳幼児のいる保護者同士の交流・情報交換や子育てに係る相談や仲間づくり

をできる場の提供を通じて、育児負担の軽減を図ります。【こども未来課】 

多胎ピアサポート事業 
多胎乳幼児のいる保護者同士の交流・情報交換や子育てに係る相談や仲間づ

くりをできる場の提供を通じて、育児負担の軽減を図ります。【こども家庭課】 

子どもの生活、 

学習等支援事業 

ひとり親家庭等の貧困の連鎖を防止する観点から、ひとり親家庭等のこども

が抱える特有の課題に対応し、基本的な生活習慣の習得支援、学習支援等を行

うことにより、ひとり親家庭等の生活の向上を図るとともに、ひとり親家庭等の

地域での生活を総合的に支援します。【こども家庭課】 

子どもの貧困 

緊急対策事業 

学校や家でもなく、こどもたちが安心して過ごすことができる居場所作りを行

います。【こども家庭課】 
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（3）心身の健康づくりの推進 

◆健康問題は自殺の要因となる割合が最も高いことから、定期的な健診（検診）の受診を勧奨するとと

もに、健康教育・健康指導の場を通じた発症予防・早期発見・重症化予防に努めます。 

◆こころの健康相談を通じて過度の精神的ストレス状態や精神疾患等の早期発見に努めます。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

各種健（検）診 

基本健診 

疾病等の早期発見、早期治療の推進のため、特定健診・がん検診・歯周病検診

等の各種健（検）診を実施します。【健康づくり課】 

保健指導 

生活習慣病の発症予防、早期発見、重症化予防のため、健康の保持・増進につ

いて助言などを行うことで、心身ともに健康でいられるよう支援します。生活習

慣病がありながら経済的困窮や精神疾患等から適切な医療受診が難しい方に対

し、治療し健康状態を改善できるよう関係機関と協力して支援します。 

【健康づくり課】 

健康教育・健康相談 

地域の公民館等の通いの場にて生活習慣病の重症化予防やフレイル予防に関

する健康教育や健康相談を実施し、高齢者の健康の維持・増進を図るとともに、

健康や介護予防に関する知識の普及・啓発を図ります。 

【健康づくり課、いきいき高齢支援課】 

重複頻回多受診者 

訪問指導 

重複受診及び頻回受診、多剤服薬等の国民健康保険被保険者に対して保健指

導を行い、被保険者の健康保持と疾病の早期回復を目指すとともに、医療給付

の適正化を図ります。【健康づくり課】 

こころの健康講演会

【基 3-（2）再掲】 

こころの健康に関する知識の普及啓発を通して市民のこころの健康づくりの

実践や、市民のセルフコントロール力の向上を図り、精神障害及び精神障がい者

への一層の理解及び誤解や偏見の解消による精神保健の向上と自殺対策の推

進を図ります。【健康づくり課】 

 

（４）その他生きることの促進要因を増やす取組の充実 

◆性的マイノリティに関する正しい理解を広く市民に周知します。 

◆人権問題を抱える人や自然災害による被害を受けた人等に対する心身のケアを図ります。 

◆生活上の悩みや問題を抱えた外国籍住民が、安全・安心に暮らせるよう支援します。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

犯罪被害者等相談 

【基４-（１）再掲】 

犯罪による被害を受けた方やその家族、遺族に対し、必要な支援機関へつな

げるよう努めます。【市民生活課】 

被災者の心身のケア 
自然災害等によって大きな被害を受けた市民に対し、保健師による心身の健

康相談とこころのケアを行います。【健康づくり課】 

外国人の窓口補助 

及び情報提供 

外国青年（国際交流員）による市役所窓口手続きの補助や各種案内等の英訳

による生活面の支援、広報誌（電子版）の多言語配信による情報提供を推進しま

す。【国際交流課】 
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各種国際交流事業 

独立行政法人国際協力機構沖縄センター（JICA）や浦添市国際交流協会等の

団体との連携により、国際感覚を持った人材を育成し地域の活性化を図ります。

【国際交流課】 

「レインボー都市 

うらそえ宣言」及び 

「浦添市性の多様性を

尊重する社会を実現

するための条例」 

に基づく施策 

【基３-（２）再掲】 

性の多様性の尊重について理解の促進を図るための施策を推進し、人が人と

して尊重され、 性別等による偏見及び差別的取り扱いを受けることなく生きる

ことができる社会の実現を目指します。【市民協働・男女共同参画課】 

 

（５）自殺未遂者への支援 

◆自殺未遂者は再度の自殺企図のおそれがあり自殺のリスクが高いとされることから、県との協力の

もと、救急病院や精神科など医療機関との連携を図り、本人や家族に対し適切な医療・相談支援がで

きる体制の構築に努めます。 

◆自殺対策推進専門部会において、浦添警察署や浦添消防署と連携を図り、自殺未遂者への支援につ

いての体制構築を図ります。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

救急搬送された 

自殺未遂者への対応 

救急搬送された自殺未遂者への医療ケア及びその後の個別支援、医療機関や

行政との連携を図ります。 

【浦添総合病院、牧港中央病院、同仁病院、平安病院、精神科救急医療情報センター】 

警察安全相談 

24時間体制でさまざまな悩みを抱える者からの相談を受理し、保護等一時

的な対応をするとともに、関係機関への情報提供や引継ぎなどを通して、連携に

努めます。【浦添警察署】  

自傷行為における 

救急対応 

情報把握及び関係機関との連携を図ることにより、必要な支援につながるよ

う努めます。【警防課】 
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（６）自死遺族への支援 

◆自死により遺された人等に対して、沖縄県自死遺族の「分かち合いの会」を紹介するとともに、「分か

ち合いの会」の行う活動を支援します。 

◆ヤングケアラーとならざるを得ない遺児に対し、心理的サポートに加え、適切な支援が受けられるよ

う、情報の周知や支援の強化を図ります。 
 

取組 取組内容【担当課・団体】 

自死遺族交流会 

「分かち合いの会」 

自死により身近な人を失った経験をした自死遺族に対し、同じ体験を持つ人

と安心して気持ちを語り合うことのできる自死遺族交流会「分かち合いの会」を

紹介し、こころのケアや支援を行います。【関係各課】 

市広報紙やホームページへ「分かち合いの会」に関する情報を掲載し、自死遺族

への情報提供に努めます。【健康づくり課】 

ヤングケアラーへの 

支援の充実 

通学や仕事のかたわら、障がいや病気のある親や祖父母、きょうだいなどの

世話や介護を日常的に行っている 18歳未満のこどもを指す「ヤングケアラー」

の支援に向けた相談支援体制の構築に努めるとともに、市内の児童生徒におけ

る情報把握を図ります。【各学校、学校教育課、こども家庭課、障がい福祉課】 

 

■目標 

指標 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 
目標設定の考え方 

浦添市こころの健康相談を 

知っている人の割合 
１９.６％＊ ３０％以上 

市民のおよそ３人に１人が

知っているようにするこ

とを目標とする 

地域の相談機関を 

知っている人の割合 
６４.８％＊ ８０％以上 

市民の８割がいずれかの

相談機関を知っているよ

うにすることを目標とす

る 

＊令和６年度「浦添市こころの健康に関するアンケート調査」より算出 
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基本施策５ 児童生徒の SOSの出し方に関する教育の推進               

児童生徒を取り巻く環境は、常に変化しています。昨今では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

により、児童生徒自身のみでなく、その家庭環境も複雑化・多様化しています。その生活環境・家庭環境

により居場所を失うこどもや、自分自身では対応・解決できないような大きな問題に直面するこどもが

今後も増えることが予想されます。その際に求められるのが、児童生徒自身で問題を抱え込むことな

く、信頼できる身近な大人に相談できるようになる能力です。浦添市においては、児童生徒が困難・スト

レスに直面した際の適切な対処方法を学ぶこと、信頼できる大人に助けを求めることができるように

なることを目的とした「SOSの出し方に関する教育」を実施します。 

 

■施策の方向 

（１）SOSの出し方に関する教育の推進 

◆児童生徒が直面している悩み・ストレスや今後起こり得る課題に対応できるよう、身近にいる信頼で

きる大人に助けを求めることができるようにするための「SOSの出し方に関する教育」を、学校教育

において実施します。 

◆市内全体で「SOSの出し方に関する教育」を推進できるよう、学校教育課と各学校との連携を図りま

す。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

若年層対策事業 

様々な悩み・困難・ストレスに直面したとき、児童生徒が自分や友達の気持ち

に気づき、援助希求行動ができるよう、健康づくり副読本「こころのタネ」などの

わかりやすい情報資材を活用し、自殺予防の普及啓発に努めます。 

【健康づくり課、学校教育課、こども青少年課】 

授業改善の推進 

児童生徒が主体的で対話的な深い学びができるよう、指導主事等による授業

参観と指導、助言及び各種研修を行います。学校において、命や暮らしの危機に

直面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体的かつ実践的な方

法を学ぶと同時に、つらいときや苦しいときには助けを求めてもよいということ

を学ぶ教育を推進します。【学校教育課】 

いじめ防止対策に 

関する事務 

各校のいじめ防止基本方針の点検と見直し、個別支援等を通じて、いじめの

早期発見、即時対応、継続的な再発予防を図ります。【学校教育課】 

教育相談室 

くくむい運営 

こどもの教育上の悩みや心配事に関する相談を、臨床心理士や教育相談員が

対面または電話による相談支援を行います。【こども青少年課】 

若年層に対する 

暴力の防止に向けた 

意識啓発 

市内５中学校の１年生を対象に、思春期という時期を知り、その中での安心安

全な関係にするためのヒントを学び、デートDVを予防する講座を実施する。 

【市民協働・男女共同参画課】 
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（２）教職員や保護者に対する普及啓発 

◆児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教職員や保護者に対し、こどもが SOSを出しや

すい環境を整えることの重要性や大人がこどもの SOSを察知して、適切な支援へつなげることの

必要性について、理解を促します。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

教職員向け 

啓発ちらしの配布 

児童生徒が悩みや不安を抱え込まず、周囲に打ち明けることのできる環境を

整備するため、市内教職員を対象に自殺予防のための資材を配布し、普及啓発

に努めます。【学校教育課、健康づくり課】 

保護者向け 

啓発ちらしの配布 

思春期特有の SOSサインのとらえ方や保護者自身の相談先等について周知

します。【学校教育課、健康づくり課】 

教職員・研修関係事務 

生徒指導関連の研修で、健康づくり副読本「こころのタネ」の活用をはじめ、児

童生徒が自分や周りの人が困難・ストレスに直面した時の対処方法を身につける

等、自殺対策やＳＯＳの出し方に関する内容を盛り込みます。【学校教育課】 

 

■目標 

指標 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 
目標設定の考え方 

市内全小・中学校における 

SOSの出し方に関する 

教職員への研修会 

年１回以上 年１回以上 
第１次計画の 

目標値を継続 
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第 章 

重点施策 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 



第５章●重点施策 

80 

 

 

 

重点施策は、「地域自殺実態プロファイル」において、各自治体が特に力を入れて支援策を推進すべ

き支援群に対する施策であり、浦添市では「勤務・経営」「生活困窮者」「高齢者」「子ども・若者」「女性」の

5項目が該当しています。これらの支援群に対する施策を充実させ、支援に取り組むものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第５章 重点施策 

 
重 点 施 策 施 策 の方 向 

勤務者・経営者 

対策 
 

生活困窮者・ 

無職者・失業者 

対策 

 

 

 

高齢者対策 

 

 

子ども・若者 

対策 

（児童生徒・ 

学生、 

１０～３０代） 

 
 

（１） 職場におけるメンタルヘルス・ハラスメント 

対策等の推進・長時間労働の是正 

（２） 市内の企業経営者等に対する支援 

 

（１） 多分野・他機関による支援ネットワークの 

構築と相談支援の実施 

（２） 生活困窮者対策と自殺対策の連動 

（３） 生活困窮を抱えたハイリスク者への包括的な

支援 

（４） 無職者・失業者に対する相談窓口の充実 

 

（１） 地域包括ケアシステムの構築・推進による 

支援体制整備 

（２） 地域における要支援・要介護者及びその家族

への支援の充実 

（３） 高齢者への健康づくりの推進 

（４） 高齢者の社会参加の促進と孤独・孤立予防 

（５） 生活に不安を抱える高齢者に対する支援の

充実 

 

（１） 若者の抱える課題に対する児童・生徒・学生

などへの支援の充実 

（２） 経済的困難を抱えるこどもなどへの支援の

充実 

（３） 関係機関と連携した子ども・若者への支援の

充実 

（４） 社会全体で子ども・若者の自殺のリスクを 

減らす取組の推進 

（５） ICTを活用した相談体制の整備と周知 

 

 

女性への対策 

 

（１） 妊産婦への支援の充実 

（２） 子育てをしている保護者への支援の充実 

（３） 家庭内暴力に対する支援の充実 

（４） 経済的困難を抱える世帯への支援の充実 
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重点施策１ 勤務者・経営者対策                                   

労働者や経営者は、過重労働、職場の人間関係、経営不振、社会情勢等、様々な要因で悩みを抱え、

心身の健康を損ないやすいとされています。近年では、被雇用者の職場におけるパワーハラスメントや

長時間労働が原因となる自殺の発生もあり、自殺リスクを生まない職場環境の整備が求められていま

す。また、職場での勤務問題をはじめとし、それに伴う家庭の不和、生活困窮などが引き起こされた結

果、自殺のリスクが高まってしまうという実態もあります。浦添市においては、職場におけるメンタルヘ

ルス対策や長時間労働・ハラスメント対策、働き盛り世代の人の健康的な生活習慣の定着、企業経営に

関する相談支援等を推進します。 

 

■施策の方向 

（1）職場におけるメンタルヘルス・ハラスメント対策等の推進・長時間労働の是正 

◆職場の環境改善等に向けた取り組みについて、周知啓発を図ります。 

◆セミナーや研修会等の実施を通して、「働き方改革関連法」をはじめとする関連法制度の周知を図り、

長時間労働の是正・改善を促進します。 

◆市内企業、労働組合等に向けて、職場における心身の健康管理等に関する講座を開催します。 

◆労働者本人やその家族などの抱える悩み等に対応する相談支援に努めます。 

◆市が庁内の職場環境改善に向けて率先して取り組み、市内企業における自殺のリスクを生まない職

場環境づくりを促進します。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

労働等に関する 

相談機関の紹介 

【基 4-（1）再掲】 

労働・就職に関する相談に対応するため、専門の相談員による労働相談窓口

の情報提供を行います。【産業振興課】 

ワーク・ライフ・ 

バランスについての 

周知啓発 

ワーク・ライフ・バランスについての情報発信を行います。 

【産業振興課、市民協働・男女共同参画課】 

じぶんはたらき方講座

男女共同参画に 

関する講座 

関係機関が実施する、子育てをしながら、自分らしく働くことを学ぶ講座等に

ついて情報発信を行い、ワーク・ライフ・バランスの向上を図ります。 

【産業振興課、市民協働・男女共同参画課】 

働き方改革、 

ハラスメント防止 

に関する周知や 

相談機関の紹介 

市内企業に対し、パンフレットの配布等を通じて、働き方改革の適正実施や

様々なハラスメントの防止に関する周知、啓発を行うとともに、相談機関につい

て情報提供を行います。【産業振興課、市民協働・男女共同参画課】 

勤労者のこころの相談

【基 4-（1）再掲】 

労働者本人やその家族、会社関係者からのこころの健康に関する相談に対応

するため、専門の相談員による相談窓口の情報提供を行います。【産業振興課】 
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労働相談事業 

【基 4-（1）再掲】 

労使関係の安定と適正な労働条件の確保を図るため、高度な知識を持つ専門

家による労働相談につなげたり、国や他の労働に関する機関を紹介したりする

ことにより、相談者の課題解決を図ります。【産業振興課】 

メンタルヘルス研修

【基 2-（3）再掲】 

職員を対象にストレス等による心身の変化に対する気づきや対応、こころの健

康づくりに関する内容の研修を実施します。【職員課】 

多様な人材が 

働きやすい職場づくり

に関する取組の周知 

市内事業所の働きやすい職場づくりに関する取り組みを市のホームページ等

で公開し周知することで、事業所の職場環境改善に向けた主体的な取り組みを

促します。【市民協働・男女共同参画課】 

長時間労働 

該当者への面接指導 

【基 2-（3）再掲】 

長時間労働に該当する職員に対し、産業医面談を実施し、疲労の蓄積や心身

の健康状態の把握、就業上の措置に関する意見等、健康障害防止のための保健

指導を行う。【職員課】 

 

（2）市内の企業経営者等に対する支援 

◆商工会議所等の関係機関と連携しながら、市内の個人事業主・中小企業の経営者等を対象とした、経

営に関する相談事に対応する体制の整備を図ります。 

◆事業経営に必要とする各種補助金による支援や融資制度の周知を図ります。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

商工相談 

商工会議所経営支援員ならびに専門相談員による法律、融資、税務、経営など

の相談指導、関係機関との連携、情報提供を行い、経営全般に関する問題に対

応するとともに、経営者や家族、後継者に対する幅広い問題に関する相談を行

います。【産業振興課】 

中小企業振興 

資金融資 

金融機関と連携し、融資の機会を通じて企業の経営状況や従業員等の現状を

把握し、必要に応じて適切な相談窓口へつなぎます。【産業振興課】 

まちづくりふれあい 

出前講座 

（こころの健康） 

【基 3-（2）再掲】 

市民や団体等の要請に対し、職員が地域に出向いて講座を実施し、自殺対策

や精神保健に関する正しい知識の普及と啓発を図ります。【健康づくり課】 

 

■目標 

指標 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 
目標設定の考え方 

勤務・経営者の自殺死亡率 

（人口 10万人対） 
１１.３＊ ７.３ 

計画全体の数値目標の減

少幅に準拠して算出 

＊「地域自殺実態プロファイル【JSCP２０２４（２０１９年～２０２３年合計）】」をもとに算出 
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重点施策２ 生活困窮者・無職者・失業者対策                          

生活困窮の背景においては、多重債務、労働、ひきこもり、虐待、性暴力被害、依存症、性的マイノリテ

ィ、知的障がい、発達障がい、精神疾患、介護等の多様かつ広範な問題を複合的に抱えていることが少

なくありません。それらの要因により、必要な支援や補助等を受けることができず、自殺リスクを抱える

人もいます。様々な要因に対し、適切な支援へとつなげ、社会的に孤立しないような環境を整えること

が重要です。浦添市においては、生活困窮者自立相談支援窓口における相談対応に加え、金銭的支援

に係る制度の適切な運用、多分野・他機関の連携による包括的な支援体制の構築を図ります。また、無

職者・失業者についても、自立サポートセンター・てだこ未来をはじめとする支援機関と連携した相談支

援を図ります。 

 

■施策の方向 

（1）多分野・他機関による支援ネットワークの構築と相談支援の実施 

◆自立サポートセンター・てだこ未来等の関係機関と連携した相談支援を行います。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

市民相談事業 

【基 4-（1）再掲】 

健康問題・経済問題・家庭問題等の様々な相談を受け止め、地域の相談機関や

弁護士・司法書士、消費生活相談員等へつなぎます。【市民生活課】 

無料法律相談 

【基 4-（1）再掲】 

経済問題を抱える人の自殺防止を図るため、失業・倒産・多重債務等の問題の

専門家である弁護士等による法律相談を実施します。【市民生活課】 

就労支援 
ハローワーク窓口やシルバー人材センター窓口を通して、就職を希望する生活

困窮者等に対して支援を行います。【産業振興課】 

浦添市居住支援 

協議会の設置検討 

低額所得者、高齢者、障がい者、こどもを育成する家庭、その他住宅の確保に

特に配慮を要する住宅確保要配慮者の居住等支援の充実を図るため、市内の住

宅関連事業者等との連携を進めていくとともに、居住等支援の検討の場となる

浦添市居住支援協議会の設置を検討します。【建築営繕課】 

生活や仕事での 

悩みごと相談事業 

【基４-（１）再掲】 

失業、ひきこもり、家賃の滞納、多重債務、子育て、家族の病気・介護、障がい

などの課題解決方法について相談者とともに考えます。また、自殺に関連した研

修会等への参加および関係機関との連携を図ります。 

【保護課、包括支援体制準備室、てだこ未来】 

 

（2）生活困窮者対策と自殺対策の連動 

◆地域共生社会、生活困窮者自立支援制度、自殺対策の３施策の連動性を高めるため、自殺対策に係

る様々な関係機関と緊密に連携しながら、地域住民の生きることへの包括的支援を図ります。 

◆生活困窮者自立支援事業の適切な運用による個別支援を行います。 
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取 組 取組内容【担当課・団体】 

生活困窮者 

自立支援事業 

暮らしや仕事等の生活面で困っている人に対し、生活困窮者自立支援法に基

づく自立相談支援事業により、相談早期段階から様々な支援を提供していきま

す。また生活困窮者の抱えている課題を分析し、ニーズに応じた各種支援が包括

的に行われるよう、関係機関との連絡・調整を図ります。 

【包括支援体制準備室、てだこ未来】 

生活困窮者 

自立相談支援事業 

（アウトリーチ支援） 

生活困窮状態のある方の困りごと・悩みに関する相談に専門の支援員が対応

し、適切な支援策の検討を図ります。アウトリーチを主体としたより丁寧な支援

を図ります。【包括支援体制準備室、てだこ未来】 

 

（3）生活困窮を抱えたハイリスク者への包括的な支援 

◆生活困窮状態にある人の抱える課題は多岐に渡ることから、住居の確保や就労支援、学習支援等の

それぞれの事案に応じた経済的援助・個別支援を行います。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

生活保護施行 

に関する事務 

生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じた必要な保護を行うことで、生活

の安定と自立を支援します。また、生活保護の背景にある状況・課題の把握に努

め、必要に応じて適切な支援につなげます。【保護課】 

路上生活者 

に対する事務 

公共施設などの定期巡回を通して路上生活者に関する定期的な状況把握を

行うとともに、適切な支援先へつなぎます。【包括支援体制準備室、てだこ未来】 

生活福祉資金 

貸付事業 

低所得世帯や障がいのある人、高齢者世帯等に対し、生活に必要な資金の貸

与を行うことで、経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図ります。 

【浦添市社会福祉協議会】  

住居確保給付金事業 

離職または自営業を廃業した方で、就労能力及び意欲のある人のうち住宅を

喪失またはそのおそれのある方を対象に家賃相当分の給付金を支給するととも

に、就労機会の確保に向けた支援を提供します。 

【包括支援体制準備室、てだこ未来】 

一時生活支援事業 

住居を持たない生活困窮者に対し、一定の期間内に限り、宿泊場所と食事を

提供します。また、安定した生活が営めるように就労機会の確保に向けた支援を

行い、自立促進を図ります。【包括支援体制準備室、てだこ未来】 

就労準備支援事業 

雇用による就労が著しく困難な生活困窮者を対象に、最長 1年間、計画的か

つ集中的なプランに基づいて一般就労に必要な基礎能力の形成を支援し、就労

促進を図ります。【保護課、包括支援体制準備室、てだこ未来】 

生活保護受給者等 

就労自立促進事業 

生活困窮者や児童扶養手当受給者を対象とした就労支援について、浦添市福

祉事務所と那覇公共職業安定所との間で締結した協定に基づき、就職支援ナビ

ゲーターや関係機関と連携しながら求職活動支援を行います。 

【保護課、包括支援体制準備室、てだこ未来】 
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被保護者 

就労支援事業 

現に生活保護を受けている者の自立支援・就労支援を図るため、福祉事務所

に就労支援員を配置するとともに、ハローワークとの連携による就労支援を行

います。【保護課】 

子どもの学習 

支援事業 

貧困の連鎖を防止するため、生活保護世帯のこどもを含む生活困窮世帯のこ

どもに対する学習支援や居場所づくり、養育に関する保護者への助言等を行い

ます。【こども家庭課】 

 

（4）無職者・失業者に対する相談窓口の充実 

◆各種雇用対策を推進するとともに、自立サポートセンター・てだこ未来や浦添市ふるさとハローワー

ク等の関係機関窓口におけるきめ細やかな相談支援を実施します。 

◆失業によって生じる悩みや生活上の問題に対応する相談支援を充実させ、包括的な支援につなげま

す。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

生活困窮者等への 

就労支援 

家庭や健康面・経済面・人間関係等の様々な問題を抱えている生活困窮者に

対し、てだこ未来と連携して、就労支援を行います。 

【保護課、就労支援コーナーてだこ、産業振興課】 

専門家による 

こころの健康相談 

就職に対する様々な悩みや心理的不安を抱える方を対象に、相談機関につい

て情報提供を行います。【産業振興課】 

 

■目標 

指標 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 
目標設定の考え方 

無職者・失業者の自殺死亡率 

（人口 10万人対） 
36.５＊ ２３.７ 

計画全体の数値目標の減

少幅に準拠して算出 

生活保護受給者等

就労自立促進事業

による就職者数 

生活保護受給者 
31人/年 

（令和５年） 
45人/年 

生活保護受給者等就労自

立促進事業の運用に定め

られた目標人数を各事業

の実績に応じて設定する 

生活困窮者 

（てだこ未来） 

63人/年 

（令和５年） 
45人/年 

生活保護受給者等就労自

立促進事業の運用に定め

られた目標人数を各事業

の実績に応じて設定する 

＊「地域自殺実態プロファイル【JSCP２０２４（２０１９年～２０２３年合計）】」をもとに算出 
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重点施策３ 高齢者対策                                       

周辺の人々とのつながりの希薄化や健康問題等により、閉じこもりや孤立・孤独状態に陥ることで自

殺のリスクを抱える高齢者への支援が必要です。特に、高齢者は、配偶者を含め、家族や親族との死別、

離別などをきっかけに孤立・孤独状態になることが多くなる傾向にあります。また、介護に関する悩み

により、高齢者を含む家庭全体が心身ともに疲弊してしまう、いわゆる「８０５０問題」などもリスクの一

つとしてあげられるため、介護者などの支援者も含めた自殺対策が必要です。地域包括ケアシステムの

構築に伴う高齢者の暮らし・介護に関する課題に一体的に対応する体制の構築や、一般介護予防事業・

健康づくり事業の推進を通した高齢者の健康づくり、孤立・孤独の予防につながる社会参加機会の充実

等に取り組みます。 

 

■施策の方向 

（1）地域包括ケアシステムの構築・推進による支援体制整備 

◆住まい・医療・介護・予防・生活支援等のサービスが一体的に提供される地域包括ケアシステムの構

築・推進を通して、生活上の課題を抱える高齢者への生きることの包括的支援を推進します。 

◆生活上の支援を必要とする高齢者、医療・介護に関する課題を抱える高齢者、認知症高齢者等の暮ら

しを支える取組を推進します。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

認知症地域支援・ 

ケア向上事業 

認知症地域支援推進員を配置し、認知症の本人とその家族等への相談支援や

地域における支援体制を構築するとともに、医療・介護等の有機的な連携を推

進します。【いきいき高齢支援課】 

高齢者地域包括支援

連絡協議会 

民生委員等の関係機関で構成する高齢者の権利擁護を中心に、高齢者の虐待

防止や早期発見に努め、高齢者や養護者への支援を行うとともに、関係機関の

連携体制の強化を図ります。【いきいき高齢支援課】 

 

（2）地域における要支援・要介護者及びその家族への支援の充実 

◆地域における要支援・要介護者、認知症高齢者等の支援を必要とする高齢者及びその家族を対象と

した相談・指導等の支援策を充実させます。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

認知症初期集中支援

推進事業 

認知症の疑いのある方（認知症と診断された方）やその家族に対して家庭訪問

等を行い、困りごと等について早期対応、早期支援を行います。 

【いきいき高齢支援課】 

生活支援体制 

整備事業 

支援を必要とする高齢者に対して多様な生活支援サービスが提供される体制

を整備するため、各地域包括支援センターに生活支援コーディネーターを配置し

ます。また、地域における資源や課題の情報共有・協議を行う場としての協議体

を設置し、情報共有・連携強化を図ります。【いきいき高齢支援課】 
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家族介護者のつどい 

家族の介護をしている方等を対象とした介護相談への対応や介護者同士の交

流機会の提供を通して、介護をしている方の負担軽減を図ります。 

【いきいき高齢支援課】 

認知症カフェ 

認知症の人やその家族、認知症に関心のある方、介護従事者など、地域で認

知症に関心を持つ住民が気軽に集まれる場を開設し、気分転換や情報交換ので

きる機会を提供します。【いきいき高齢支援課】 

認知症高齢者等 

見守り SOS 

ネットワーク事業 

認知症高齢者等が行方不明となった場合、地域の協力を得て早期に発見でき

るよう関係機関等との支援体制を構築し、認知症高齢者等の見守り及び生命・

身体の安全並びに家族等への支援を図ります。【いきいき高齢支援課】 

 

（3）高齢者への健康づくりの推進 

◆健康増進や介護予防、認知症予防等に資する取組を地域と協働して推進し、高齢者の心身の健康リ

スクの低減を図ります。 

◆高齢者は慢性的疾患を抱えることが多く、継続的な身体的苦痛を生じやすくなることから、自殺の要

因として「健康問題」の占める割合が最も高くなっています。定期的な健診（検診）の受診勧奨を実施す

るとともに健康教育・健康相談の充実等により、高齢者の健康不安の解消に努めます。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

各種健（検）診 

基本健診 

【基 4-（3）再掲】 

疾病等の早期発見、早期治療の推進のため、特定健診・がん検診・歯周病検診

等の各種健（検）診を実施します。【健康づくり課】 

保健指導 

【基 4-（3）再掲】 

生活習慣病の発症予防、早期発見、重症化予防のため、健康の保持・増進につ

いて助言などを行うことで、心身ともに健康でいられるよう支援します。生活習

慣病がありながら経済的困窮や精神疾患等から適切な医療受診が難しい方に対

し、健康状態を改善できるよう関係機関と協力して支援します。【健康づくり課】 

後期高齢者への 

個別保健指導 

長寿健診の結果等をもとに、低栄養や生活習慣病、フレイル等の重症化リスク

のある対象者に対し、保健指導を行います。また、対象者の状態に応じて医療の

受診勧奨や介護予防事業等の利用勧奨など、必要なサービスへつなげる取組み

を実施します。【健康づくり課】 

健康教育・健康相談 

【基 4-（3）再掲】 

地域の公民館等の通いの場にて生活習慣病の重症化予防やフレイル予防に関

する健康教育や健康相談を実施し、高齢者の健康の維持・増進を図るとともに、

健康や介護予防に関する知識の普及・啓発を図ります。 

【健康づくり課、いきいき高齢支援課】 
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（4）高齢者の社会参加の促進と孤独・孤立予防 

◆サロン事業や老人クラブの活動支援、就労機会の提供等を通して、高齢者の閉じこもり予防、生きが

いづくりを推進します。 

◆地域のひとり暮らし高齢者等の孤立・孤独を予防するとともに、地域での見守りにつながる取組を展

開します。 

◆高齢者に対して多方面からのアプローチを図り、社会参加を促します。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

一般介護予防事業 
自治会集会所や市内スポーツジム等において、介護予防教室を開催したり、住

民主体で介護予防活動が実施できるよう支援します。【いきいき高齢支援課】 

生きがいと 

健康づくり関連事業 

【基 4-（2）再掲】 

高齢者の社会参加や健康・生きがいづくりを促進するとともに、家族・地域と

のつながりを実感できるスポーツ・文化のイベントを実施します。 

【いきいき高齢支援課】 

生きがい施策（老人 

クラブへの活動助成） 

【基 4-（2）再掲】 

老人クラブ（地域在住の 60歳以上の住民が健康づくりや仲間づくりを目的

に集まった団体）が各地で行う活動に対し、助成・支援を行うことで、高齢者の生

きがいづくりを推進します。【いきいき高齢支援課】 

高齢者の生きがい 

づくり就労支援 

働く意欲のある高齢者の生きがいの充実と社会参加を促進するため、シルバ

ー人材センター等と連携を図り、高齢者に相応しい地域に密着した就労機会の

創出を図ります。【産業振興課】 

民生委員運営事業 

民生委員・児童委員が地域の見守り活動を行う際、地域で困難を抱えている

人に気づき、適切な相談機関につなげられるよう民生委員・児童委員の活動支

援を行います。【福祉総務課】 

地域見守り 

ネットワーク事業 

【基 4-（1）再掲】 

見守り協力団体（各団体又は企業等）による気になる地域住民への見守り・安

否確認・声かけ等の対応を行うことで、問題を抱えた地域住民の早期発見と必

要な支援の推進を図ります。【福祉総務課】 

配食サービス事業 

独居高齢者世帯及び高齢者のみ世帯を訪問して配食を提供するとともに、そ

の安否を確認することにより、高齢者の健康で自立した生活の支援及び孤独感

の解消を図ります。【いきいき高齢支援課】 
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（5）生活に不安を抱える高齢者に対する支援の充実 

◆高齢者への生活支援サービス提供や訪問・相談等を通して、支援を必要とする高齢者の地域生活を

支えるとともに、見守り体制の構築を図ります。 

 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

高齢者への 

総合相談事業 

【基 4-（1）再掲】 

高齢者が住み慣れた地域で安心した生活が続けられるように、健康・介護・福

祉等の相談を受け、さまざまな面から、総合的な支援を行います。高齢者に対し

必要な支援を把握するため、初期段階から継続して相談支援を行い、地域のネッ

トワークの構築に努めます。【いきいき高齢支援課、地域包括支援センター】 

高齢者外出支援 

サービス事業 

一般の交通機関を利用することが困難な高齢者をリフト付き車両により通院

時の送迎を行うことで外出支援を図ります。【いきいき高齢支援課】 

緊急通報システム事業 
ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム利用者等に対する安否確認や、高齢

者の相談に応じ、高齢者の福祉の増進を図ります。【いきいき高齢支援課】 

高齢者の 

権利擁護業務 

【基 4-（1）再掲】 

成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待の対

応、困難事例への対応、消費者被害の防止等の業務を行い、地域において尊厳

のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう支援を行います。

【いきいき高齢支援課、地域包括支援センター】 

 

■目標 

指標 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 
目標設定の考え方 

高齢者の自殺死亡率 

（人口 10万人対） 
１５.８＊ １０.３ 

計画全体の数値目標の減

少幅に準拠して算出 

＊「地域自殺実態プロファイル【JSCP２０２４（２０１９年～２０２３年合計）】」をもとに算出 
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重点施策４ 子ども・若者対策（児童生徒・学生、１０～３０代）               

国や県において、児童生徒を含む１０～３０代の若者の自殺者が一定数いることが報告されていま

す。その原因は学校に関連する問題や家庭問題、健康問題など様々です。児童生徒や若者が受ける強

い心理的負担へ対処できる環境の整備が求められるのはもちろん、身近な人に相談できる環境をつく

ることで、将来への自殺リスクを低減させることにつながります。児童・生徒・学生、１０～３０代の若者

に対する支援として、浦添市においては「SOSの出し方に関する教育」の実施に加えて、いじめの防止・

早期対応や学校における相談体制の充実、こどもの居場所づくり、貧困対策、ヤングケアラー支援、若

者の就労支援、青少年の健全な育成を図るための青少年対策事業等を推進していきます。 

 

■施策の方向 

（1）若者の抱える課題に対する児童・生徒・学生などへの支援の充実 

◆児童・生徒・学生の抱える学校生活における悩み等に対応する、学校内外の相談支援体制の整備に努

めます。 

◆学校生活の悩みを抱える児童・生徒・学生等の学習・集団生活に対する個別支援を行います。 

◆いじめや不登校の未然防止、早期発見、早期対応を図るため、関係機関による情報共有や連携した取

組を推進します。 

◆いわゆるヤングケアラーなど、家庭生活における悩みを抱える児童・生徒・学生等に対する、学校内外

の相談支援体制の整備に努めます。 

◆こどもの心身の発達と人格形成に重大な影響を与える児童虐待事案に対して、発生予防から虐待を

受けたこどもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るため、関係機関との連携や相談支援体

制の強化を図ります。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

スクールカウンセラー・

スクールソーシャル 

ワーカー活用事業 

心理の専門家であるスクールカウンセラーを活用し、児童生徒や保護者、教職

員に対する教育相談活動を行うとともに、社会福祉等の専門家であるスクール

ソーシャルワーカーを活用し、児童生徒が置かれた環境へ働きかけたり、関係機

関等とのネットワークを活用したりするなど多様な支援方法を用いて課題解決

への対応を図ります。【こども青少年課】 

学級満足度調査・ 

クラスづくりのための

総合質問用紙調査 

市内全ての小・中学校において総合質問用紙を用いた調査を実施し、児童生

徒の心理面や学級集団を客観的に把握することで、学級運営や授業の改善に役

立てます。【学校教育課】 

教育相談室 

くくむい運営 

【基 5-（1）再掲】 

こどもの教育上の悩みや心配事について、臨床心理士や教育相談員が対面ま

たは電話による相談支援を行います。【こども青少年課】 

こども支援教室 

いまぁじ運営 

学校へ登校することが困難な児童生徒に対し、集団に適応することができる

ようになるための支援や学習指導、教育相談、社会的な自立に向けての指導等

のきめ細かな対応を行います。【こども青少年課】 
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自立支援室 

ひなた運営 

あそび・非行・ひきこもり傾向にある児童生徒の受け入れを行い、居場所づく

りや学校生活・社会生活適応の向上を促すため体験活動等の支援を行います。 

【こども青少年課】 

不登校等児童生徒 

対策校内支援体制 

づくり研修会 

市内小中学校の教育相談担当教諭等が集まり、不登校対策の充実に向けて不

登校対策の現状と課題や各学校の実践事例の共有、課題協議等を行います。 

【こども青少年課】 

青少年問題・いじめ 

問題対策連絡協議会 

小中学校校長や学識経験者、青少年関連機関や施設の職員など９人の委員に

よって構成される協議会において、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する

調査審議を行います。【こども青少年課】 

ヤングケアラー 

への支援の充実 

【基４-（6）再掲】 

通学や仕事のかたわら、障がいや病気のある親や祖父母、きょうだいなどの

世話や介護を日常的に行っている 18歳未満のこどもを指す「ヤングケアラー」

の支援に向けた相談支援体制の構築に努めるとともに市内の児童生徒における

状況把握を図ります。【各学校、学校教育課、こども家庭課、障がい福祉課】 

思春期教育 
助産師等を講師として市内中学校に派遣し、望まない妊娠や性被害等に関す

る指導や相談先情報の周知の充実を図ります。【こども家庭課】 

要保護児童対策地域

協議会の運営 

要保護児童等の早期発見及び適切な保護を図るため、関係機関等との情報交

換・連携・協力や相談支援体制の強化を図ります。【こども家庭課】 

教育の場における 

性の多様性を尊重 

する啓発の推進 

セクシャリティに対する不安を感じ始める中学生を対象に、「性の多様性啓発

講座」を実施し、性の多様性に関する理解を深め、自分らしさを認め合える環境

整備を図ります。【市民協働・男女共同参画課】 

 

（2）経済的困難を抱えるこどもなどへの支援の充実 

◆経済的理由により就学・進学が困難な児童生徒の保護者に対し、負担軽減等による援助を行います。 

◆子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱えている人が多いひとり親家庭の保護者に対

し、生活の安定と自立を図るための支援と制度の周知を図ります。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

就学援助と特別支援

教育就学奨励費 

に関する事務 

経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、給食費・学用品費等

の援助を行います。また、特別支援学級在籍児童生徒等の保護者に対し、就学奨

励費を支給します。【学校教育課】 

子どもの生活、 

学習等支援事業 

【基４-（２）再掲】 

ひとり親家庭等の貧困の連鎖を防止する観点から、ひとり親家庭等のこども

が抱える特有の課題に対応し、基本的な生活習慣の習得支援、学習支援等を行

うことにより、ひとり親家庭等の生活の向上を図るとともに、ひとり親家庭等の

地域での生活を総合的に支援します。【こども家庭課】 
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助産施設入所事業 

保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により出産困難な妊産婦に

対し、助産施設での出産に係る費用の一部を負担し、経済的負担を軽減します。 

【こども家庭課】 

児童扶養手当 

支給事務 

父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童（18歳に達す

る日以後の最初の 3月 31日までの間にある者又は 20歳未満で政令で定め

る程度の障害の状態にある者）を監護する母、生計を同じくする父又は養育者に

手当を支給し、生活の安定と自立を支援します。【こども家庭課】 

母子及び父子家庭等

医療費助成 

ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等

の生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図ります。【こども家庭課】 

 

（3）関係機関と連携した子ども・若者への支援の充実 

◆子ども・若者が抱える悩みへの支援を充実させるため、県や関係団体と連携・協働して実施する支援

策の充実を図ります。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

若年者の就労支援 
地域若者サポートステーションと連携した若年者の就労相談支援を行います。

【産業振興課】 

学校薬剤師 
市内の小・中学校において、薬の適正使用や薬物乱用・オーバードーズ（OD）

の危険性等についての啓発活動を行います。【学校教育課、沖縄県薬剤師会】 

 

（4）社会全体で子ども・若者の自殺のリスクを減らす取組の推進 

◆地域のコミュニティーや浦添市全体で、子ども・若者の健全育成を推進する取組を実施するととも

に、心身ともに健やかな暮らしを見守る仕組みの構築を図ります。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

人権教育・道徳教育 

の推進 

人権教育や道徳教育の要となる道徳科の授業を中心に、他者の気持ちや考え

を自分事として捉え行動しようとする思いやりのこころの育成を図ります。 

【学校教育課】 

青少年巡回指導員 

事業 

青少年巡回指導員は、学校や関係機関、関係団体と連携を密にし、巡回活動や

環境浄化を推進することにより、不登校や非行の未然防止と早期発見、早期対

応に努めます。【こども青少年課】 
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（５）ICTを活用した相談体制の整備と周知 

◆悩みを抱える児童生徒をより効果的に支援に繋げることができるよう、様々な媒体を活用した支援

策を検討・実施し、アウトリーチの強化、周知を図ります。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

タブレット端末を 

活用した相談支援 

児童生徒に 1人 1台配備されたタブレット端末を活用した、生活アンケート等

を実施します。また、児童生徒が自分や周りの人が困難・ストレスに直面した時の

対処方法を身につけることができるよう、健康づくり副読本「こころのタネ」デジ

タルブックの情報を周知します。【学校教育課、健康づくり課】 

SNSを活用した相談 
国が実施している、LINEや Twitterなどの SNSを活用した相談先の周知

を図ります。【健康づくり課】 

 

■目標 

指標 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 
目標設定の考え方 

若年者の自殺死亡率 

（人口 10万人対） 
１３.３＊ ８.６ 

計画全体の数値目標の減

少幅に準拠して算出 

＊「地域自殺実態プロファイル【JSCP２０２４（２０１９年～２０２３年合計）】」をもとに算出 
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重点施策５ 女性への対策                               

女性は、家庭内において育児や介護等の役割を担うことが多く、コロナ禍以降の社会変化の影響に

より、孤立・孤独の状況に陥りやすくなりました。ステイホームにより家族不和や家庭内暴力（DV）等の

家庭問題も顕在化しています。また男性に比べて非雇用労働者の割合が大きいことや離婚等により経

済的問題を抱えやすくなります。 

浦添市では、こども家庭センターを設置し、妊娠期から子育て期までのさまざまな悩み等に対して一

体的な相談・支援ができる体制づくりを行う等、妊産婦支援をはじめとして、コロナ禍で顕在化した課

題を踏まえ、女性の自殺対策に取り組んでいきます。 

 

■施策の方向 

（１）妊産婦への支援の充実 

◆課題を抱える妊産婦に対して、産後うつの防止や育児のストレス等の解消に向けた支援を行います。 

◆心身の不調または育児不安等を抱える妊産婦に対して、早期に関係機関が連携・支援を図り、産後も

安心して子育てができる支援体制を推進します。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

母子保健相談 

【基 4-（1）再掲】 

妊娠・出産に不安を抱える妊産婦や、発育や発達・育児等に関する保護者の相

談に対応し、適切な助言を行います。【こども家庭課】 

妊婦のための 

支援給付交付金 

妊婦等包括相談支援事業等の支援を効果的に組み合わせて、妊婦のための支

援給付を実施し、妊婦の身体的、精神的ケア及び経済的支援を行います。 

【こども家庭課】 

利用者支援事業 

（妊婦等包括相談 

支援事業型） 

妊婦・その配偶者等に対して面談を実施し、必要な情報提供や相談に応じると

ともに、ニーズに応じて必要な支援につなげる伴走型相談支援を行います。 

【こども家庭課】 

親子（母子）健康手帳

の交付 

産後うつの予防や早期発見・早期介入を図る観点から、妊娠届出時に保健師

等の面接（相談支援サービス紹介等）を実施し、心身の健康状態や生活環境等の

把握を行い、その後の妊娠、出産、子育て期の切れ目ない支援充実に努めます。 

【こども家庭課】 

マタニティスクール・ 

マタニティ講話 

妊娠・出産・育児に対して必要な情報提供や、不安の解消を行うとともに、夫

婦で協力して育児に取り組めるよう、マタニティスクールや心理士による講話を

行います。【こども家庭課】 

産後ケア事業 
心身の不調や育児不安等を抱える母親とその子に対し、助産師によるケアを

実施します。【こども家庭課】 

乳児家庭 

全戸訪問事業 

保健師・助産師等による訪問指導を通して、乳児のすこやかな発育・発達の確

認、心身の状態確認等を通して、育児に関する悩み・不安の解消を図ります。 

【こども家庭課】 
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（２）子育てをしている保護者への支援の充実 

◆子育てをしている保護者に対して、育児負担、育児ストレス解消に向けた支援を行います。 

◆近年の社会的要因（少子化や核家族化、地域のつながりの希薄化など）や、ひとり親家庭などにより、

孤立した子育てを余儀なくされている家庭に対して、きめ細かな支援を図ります。 

◆こどもの成長やリスクの程度などに合わせ、専門職がワンストップで対応する相談体制の仕組みづく

り・実施を図ります。 

◆子育て中の親子の交流や情報交換等の場を提供します。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

ファミリーサポート 

事業 

生後 3ヶ月から小学 6年生までの家庭を対象とした一時預かりなどの育児

支援を通じて、地域における助け合いを促進します。【こども未来課】 

多胎ピアサポート事業 

【基 4-（2）再掲】 

多胎乳幼児のいる保護者同士の交流・情報交換や子育てに係る相談や仲間づ

くりをできる場の提供を通じて、育児負担の軽減を図ります。【こども家庭課】 

子育て支援事業 

就学前の児童と保護者同士が気軽に集まって情報交換や悩み相談、児童同士

の交流等ができる場の提供を通して、育児負担の軽減を図ります。 

【こども未来課】 

「子育て支援施設」 

の整備 

こども園の子育て支援事業の推進、妊娠期から出産、育児期において切れ目

のない子育て支援の連携強化に取り組んでいきます。【こども未来課】 

地域子育て支援 

拠点事業 てぃんさぐ 

乳幼児のいる親子のかかわりや交流・情報交換や子育てに関する相談や子育

て講座を実施します。また、地域の子育て支援施設の情報発信を行い、関係機関

と連携を図ります。【こども未来課】 

母子生活支援施設 

運営事業 

配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にある女子と、その監護すべき児

童を母子生活支援施設へ入所させ、保護するとともに、自立の促進のためにそ

の生活支援を行います。【こども家庭課】 

家庭児童相談室 

こどもに関する様々な相談（児童の性格、生活習慣、学校生活、非行、家庭の

養育環境等）について、家庭相談員が関係機関と連携して相談に応じます。 

【こども家庭課】 

子育て世帯訪問支援

事業 

家事、育児に不安・負担を抱える子育て家庭、妊産婦及びヤングケアラー等が

いる家庭の養育環境を整え、虐待リスクの高まり等を未然に防ぎます。 

【こども家庭課】 

  

（3）家庭内暴力等に対する支援の充実 

◆家庭内暴力（DV）や雇用問題など、コロナ禍によって顕在化した女性特有の課題を踏まえ、多方面か

らのきめ細かな相談支援を図ります。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

女性相談事業 
配偶者暴力など女性のあらゆる生活相談支援を行うため、女性相談窓口を設

置し、女性相談員による相談支援を行います。【こども家庭課】 
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（４）経済的困難を抱える世帯への支援の充実 

◆子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱えている人が多いひとり親家庭の保護者に対

し、生活の安定と自立を図るための支援と制度の周知を図ります。 

◆子育てをしている保護者等に対して、働くことへの支援や貧困対策を行います。 
 

取 組 取組内容【担当課・団体】 

就学援助と特別支援

教育就学奨励費 

に関する事務 

【重４-（２）再掲】 

経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、給食費・学用品費等

の援助を行います。また、特別支援学級在籍者児童生徒等の保護者に対し、就学

奨励費を支給します。【学校教育課】 

子どもの生活、 

学習等支援事業 

【基４-（２）再掲】 

ひとり親家庭等の貧困の連鎖を防止する観点から、ひとり親家庭等のこども

が抱える特有の課題に対応し、基本的な生活習慣の習得支援、学習支援等を行

うことにより、ひとり親家庭等の生活の向上を図るとともに、ひとり親家庭等の

地域での生活を総合的に支援します。【こども家庭課】 

助産施設入所事業 

【重４-（２）再掲】 

保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により出産困難な妊産婦に

対し、助産施設での出産に係る費用の一部を負担し、経済的負担を軽減します。 

【こども家庭課】 

児童扶養手当 

支給事務 

【重４-（２）再掲】 

父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童（18歳に達す

る日以後の最初の 3月 31日までの間にある者又は 20歳未満で政令で定め

る程度の障害の状態にある者）を監護する母、生計を同じくする父又は養育者に

手当を支給し、生活の安定と自立を支援します。【こども家庭課】 

母子及び父子家庭等

医療費助成 

【重４-（２）再掲】 

ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等

の生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図ります。【こども家庭課】 

じぶんはたらき方講座 

男女共同参画 

に関する講座 

【重１-（１）再掲】 

関係機関が実施する、子育てをしながら、自分らしく働くことを学ぶ講座等に

ついて情報発信を行い、ワーク・ライフ・バランスの向上を図ります。 

【産業振興課・市民協働・男女共同参画課】 

 

■目標 

指標 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 
目標設定の考え方 

女性の自殺死亡率 

（人口 10万人対） 
６.４＊1 ４.２ 

計画全体の数値目標の減

少幅に準拠して算出 

＊「地域自殺実態プロファイル【JSCP２０２４（２０１９年～２０２３年合計）】」をもとに算出 
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第１節 計画の周知                                    

本計画の推進においては、市民一人ひとりが自殺対策の重要性について理解し、各々が求められる

役割を全うすることが重要です。そのため、本計画をホームページ等の多様な媒体を活用して広く周知

していきます。 

 

 

第２節 自殺対策の推進体制                               

浦添市の自殺対策においては、庁内組織である「浦添市自殺対策推進本部」・「浦添市自殺対策推進

検討委員会」・「浦添市自殺対策推進作業部会」にて協議・情報共有・連携を図りながら推進していきま

す。 

また、関係機関や民間団体で構成される専門の協議体である「浦添市自殺対策推進専門部会」および

「浦添市健康づくり推進協議会」において、PDCA サイクルに基づいて、進捗状況の確認・評価を行うと

ともに、それぞれの分野で課題の抽出を図りながら事業の推進に努めます。 

なお、本計画の取組状況や目標値においては、事務局である健康づくり課にて把握し、計画の適切な

進捗管理に努めます。目標の評価にあたっては、目標の達成状況や社会情勢の変化などを踏まえた見

直しを必要に応じて行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 国や県との連携                                  

計画に位置づける取り組みは、法律や新制度に基づいた事業や、仕組みが変わる事業などがありま

す。国や県などとの連携を深め、必要に応じて協力を要請しながら計画を推進していきます。 

また、「自殺対策基本法」や「自殺総合対策大綱」、「沖縄県自殺総合対策行動計画」が改正された場合

に、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

    第６章 自殺対策の推進体制 

  

  

Plan Do 

Check Act 

計画の策定 各事業の推進 

評価を踏まえた 

事業の見直しと改善 
進捗状況の確認 

および評価 
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１. 浦添市自殺対策推進専門部会設置要綱                    

 令和６年４月１日 

福祉健康部長決裁 

（設置）  

第１条 浦添市健康づくり推進協議会規則第８条に基づき、本市における自殺対策を総合的に推

進するため、浦添市自殺対策計画推進専門部会（以下「専門部会」という。）を置く。 

  

（任務）  

第２条 専門部会は、自殺対策の推進のために必要な事項について協議し、及び関係機関相互の

連絡調整を行う。 

  

（組織）  

第３条 専門部会の委員は、浦添市健康づくり推進協議会委員および以下の委員で構成する。 

（１）識見を有する者 

（２）民間団体の代表者又は職員 

（３）関係行政機関の職員 

（４）前３号に掲げるもののほか、健康づくり推進協議会長が認める者 

  

（会長及び副会長） 

第４条 専門部会に部会長及び副部会長各１人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 部会長は会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副部会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

  

（会議）  

第５条 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。 

２ 専門部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意

見を聴くことができる。 

  

（報告）  

第６条 会議の経過及び結果について事務局が健康づくり推進協議会に報告する。 

  

（庶務）  

第７条 専門部会の庶務は、福祉健康部健康づくり課において処理する。 

  

附則 

この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 
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※団体の役員変更等に伴う委員の変更 

２. 浦添市自殺対策推進専門部会名簿                     

  

任期：令和６年５月８日から令和７年８月２日 

（敬称略） 
 

  氏 名 選 出 組 織 等 分 野 

会 長 山本
やまもと

 和儀
かずよし

 （一社）浦添市医師会 理事 医療・保健・福祉 

副会長 赤嶺
あかみね

 洋司
よ う じ

 沖縄県公認心理師協会 医療保健領域担当理事 学識・民間団体 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國
くに

吉
よし

 聡
さとし

 沖縄県保健医療介護部 地域保健課 課長 県自殺対策 

新垣
あらかき

 香織
か お り

 （医）へいあん平安病院 地域連携室 室長 医療・保健・福祉 

喜納
き な

 薫
かおる

 
（医）仁愛会浦添総合病院 

医療相談・地域連携支援室 室長 
医療・保健・福祉 

宮本
みやもと

 直樹
な お き

 （一社）那覇地区薬剤師会 理事 医療・保健・福祉 

高良
た か ら

 尚子
な お こ

 沖縄いのちの電話 事務局員 
医療・保健・福祉 

学識・民間団体 

島袋
しまぶくろ

 達
たつ

志
し

 沖縄弁護士会 弁護士 学識・民間団体 

南
みなみ

 隆
りゅう

功
こう

 那覇労働基準監督署 署長 労働 

伊波
い は

 裕子
ゆ う こ

 沖縄県女性相談支援センター 所長 女性 

上原
うえはら

 毅
つよし

 

伊波
い は

 竜子
りゅうこ

※ 
浦添市学校保健会 会長 教育 

狩俣
かりまた

 秀
ひで

輝
き

 浦添警察署生活安全課 課長 警察 

又吉
またよし

 清人
き よ と

 浦添市消防本部 警防課長 救急 

砂川
すながわ

 朗之
あ き の

 
浦添市社会福祉協議会  

自立サポートセンターてだこ未来 係長 
生活困窮 

國場
こ く ば

 久美子
く み こ

 浦添市地域包括支援センターみなとん 管理者 高齢者 
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３. 浦添市健康づくり推進協議会規則                         

 平成３１年３月２６日 

規則第 12号 

改正 令和４年２月１８日規則第３号 

（趣旨）  

第１条 この規則は、浦添市附属機関設置に関する条例（昭和 47 年条例第４号）第３条の規定に

基づき、浦添市健康づくり推進協議会（以下「協議会」という。）の組織、運営その他必要

な事項を定めるものとする。 

  

（所掌事務） 

第２条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事務について審議する。 

(1) 健康・食育うらそえ 21の進捗状況の評価に関すること。 

(2) 健康づくり事業を具体的に推進するために必要な方策に関すること。 

(3) 市民の健康づくり及び疾病予防（以下「健康づくり等」という。）に関する知識の普

及・啓発に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、健康づくり等の推進に必要な事項に関すること。 

２ 協議会は、前項各号に掲げる事務を行うほか、健康づくり等の推進に関し、関係機関及び

関係団体相互間の連絡調整を行うものとする。 

  

（組織）  

第３条 協議会は、委員 15人以内をもって組織する。 

２ 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 南部保健所の職員 

(3) 福祉関係機関及び関係団体の構成者等 

３ 協議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができ

る。 

４ 臨時委員は、市長が委嘱する。 

  

（任期）  

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 臨時委員は、その者の任命に係る特別の事項に関する審議が終了したときは、解任され

る。 

  

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

  

（会議）  

第６条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 協議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開く

ことができない。 
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３ 協議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数

で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 協議会は、協議会における審議の参考に供するため、会議の事案に関する者の出席を求

め、その説明又は意見を聴くことができる。 

  

（書面による審議） 

第７条 会長は、緊急の必要があり会議を招集するいとまがない場合その他やむを得ない理由の

ある場合は、議案書及び参考書類等を委員に送付し、期日を指定した書面でその意見を

聴き、前条の会議に代えることができる。 

２ 書面による審議は、指定した期日内に委員の過半数の回答がなければ成立しないものと

する。 

３ 書面による審議は、書面により回答をした委員の過半数で決定し、可否同数のときは、会

長の決するところによる。 

 （令４規則３・追加） 

  

（専門部会） 

第８条 協議会に、特定の事項を審議させるため、必要に応じ専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。 

３ 専門部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

５ 専門部会の会議については、前２条の規定を準用する。 

６ 部会長は、専門部会における審議の経過及び結果を協議会に報告しなければならない。 

 （令４規則３・旧第７条繰下・一部改正） 

  

（庶務）  

第９条 協議会の庶務は、福祉健康部健康づくり課において処理する。 

 （令４規則３・旧第８条繰下） 

  

（雑則）  

第１０条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮っ

て定める。 

 （令４規則３・旧第９条繰下） 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日に施行する。 

 

附 則（令和４年２月１８日規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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※団体の役員変更等に伴う委員の変更 

 

 

 

 

４. 浦添市健康づくり推進協議会名簿                       

  

任期：令和５年８月３日から令和７年８月２日 

（敬称略） 
 

  氏 名 選 出 組 織 等 分 野 

会 長 森近
もりちか

 省吾
しょうご

 沖縄県南部保健所 所長 南部保健所 

副会長 當山
とうやま

 裕子
ゆ う こ

 
国立大学法人琉球大学 医学部保健学科 

地域看護学 准教授 
学識・民間団体 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洲
す

鎌
がま

 盛一
もりいち

 一般社団法人 浦添市医師会 会長 市医師会 

高良
た か ら

 正一郎
せいいちろう

 公益社団法人 南部地区歯科医師会 理事 歯科医師会 

上原
うえはら

 毅
つよし

 

伊波
い は

 竜子
りゅうこ

※ 
浦添市学校保健会 会長 教育 

比嘉
ひ が

 真也
し ん や

 社会医療法人へいあん 平安病院 地域医療部長 市内医療機関 

神山
かみやま

 高成
こうせい

 

宜野座
ぎ の ざ

 富夫
と み お

※ 
浦添市自治会長会 会長 自治会 

上地
う え ち

 徳一
とくいち

 浦添市老人クラブ連合会 体育部長 老人クラブ 

久
く

貝
がい

 初枝
は つ え

 浦添市母子保健推進員連絡会 会長 母子保健推進員 

崎山
さきやま

 久枝
ひ さ え

 浦添市食生活改善推進員協議会 会長 食生活改善推進員 

小濱
こ は ま

 みどり 

川満
かわみつ

 栄作
えいさく

※ 
浦添市社会福祉協議会 地域福祉課長 社会福祉協議会 

渡名喜
と な き

 守
もり

聖
さと

 浦添市商工会議所 専務理事 商工会 
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 平成３０年１０月１７日 

共同訓令第２号 

改正 令和２年３月１６日共同訓令第２号 

令和３年３月３０日共同訓令第１号 

令和６年６月１４日共同訓令第１号 

令和６年１２月５日共同訓令第２号 

（設置）  

第１条 本市における自殺対策に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、浦添市自殺

対策推進本部（以下「本部」という。）を設置する。 

  

（所掌事務） 

第２条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１） 自殺対策に係る情報の収集及び共有に関すること。 

(2) 自殺対策に係る市の総合的な施策の推進に関すること。 

(3) 自殺対策に係る庁内関係部署の連絡調整に関すること。 

(4) その他自殺対策の推進のために必要な事項に関すること。 

  

（組織）  

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。 

２ 本部長は、市長をもって充てる。 

３ 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。 

４ 本部員は、浦添市市政運営会議規程（平成 10 年訓令甲第３号）第 13 条第１項に規定す

る部長会議の構成員をもって充てる。ただし、副市長は除くものとする。 

  

（本部長等） 

第４条 本部長は、本部を代表し、その事務を総理する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を

代理する。 

 （令６共同訓令２・一部改正） 

 

（会議）  

第５条 本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し、本部長は会議の議長となる。 

２ 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明若しくは意見を

聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （令６共同訓令２・一部改正） 

 

（部会）  

第６条 本部長は、本部の円滑な運営のため、必要に応じて、本部に部会を置くことができる。 

 （令６共同訓令２・全改） 

 

（庶務）  

第７条 本部の庶務は、福祉健康部健康づくり課において処理する。 

 （令６共同訓令２・旧第８条繰上・一部改正） 

 

 

５. 浦添市自殺対策推進本部設置規程                      
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（委任）  

第８条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。 

 （令６共同訓令２・旧第９条繰上・一部改正） 

 

附 則 

この訓令は、平成３０年１０月１７日から施行する。 

 

附 則（令和２年３月１６日共同訓令第２号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年３月３０日共同訓令第１号） 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和６年６月１４日共同訓令第１号） 

この訓令は、令和６年６月１４日から施行する。 

 

附 則（令和６年１２月５日共同訓令第２号） 

この訓令は、令和６年１２月５日から施行する。 

 

 

自殺対策推進本部委員名簿 

本 部 長 市 長 

委 員 

政策調整監、総務部長、財務部長、企画部長、西部開発局長、 

市民部長、経済文化局長、福祉健康部長、こども未来部長、 

都市建設部長、都市建設部参事、消防本部消防長、 

上下水道部長、教育部長、指導部長、議会事務局長 

副本部長 

副 市 長 

教 育 長 
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 令和６年１２月５日 

福祉健康部長決裁 

（設置）  

第１条 浦添市自殺対策推進本部設置規程第６条に基づき、本市における自殺対策を庁内関係

部署の緊密な連携と協力のもと、組織横断的に推進し、様々な分野における支援策の連

動・連携を円滑に行うため、浦添市自殺対策推進検討委員会（以下「検討委員会」という）

を置く。 

  

（所掌事務） 

第２条 検討委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

（1） 自殺対策の推進に係る計画の策定及び進捗管理に関すること。 

(2) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。 

(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。 

(4) 自殺対策に関する関係行政機関及び関係団体との連携の強化に関すること。 

(5) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。 

  

（検討委員会） 

第３条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、福祉健康部長を、副委員長は健康づくり課長をもって充てる。 

３ 委員は、別表第１に掲げる者をもって組織する。 

４ 委員長、副委員長及び委員の任命については、別に辞令を用いることなくそれぞれの職

に命ぜられたものとする。 

  

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、又は欠けたときはその職務

を代理する。 

  

（会議）  

第５条 検討委員会は、必要に応じ委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明若しくは意見を聴き、又

は資料の提出を求めることができる。 

  

（作業部会） 

第６条 検討委員会に、第２条各号に掲げる事務の具体的な内容を検討するため浦添市自殺対策

推進作業部会（以下「作業部会」という）を置く。 

２ 作業部会には、部会長及び副部会長を置き、部会長は健康づくり課長を、副部会長は健

康づくり課予防係長をもって充てる。 

３ 部会員は、別表第２に掲げる者をもって組織する。 

４ 部会長は、会務を総理し、作業部会を代表する。 

５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故のある時、又は欠けたときはその職務を代

理する。 

６ 部会長は、必要と認めるときは、部会員以外の者を出席させ、説明若しくは意見を聴き、

又は資料の提出を求めることができる。 

  

６. 浦添市自殺対策推進検討委員会設置要綱                 
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（庶務）  

第７条 検討委員会の庶務は、福祉健康部健康づくり課において処理する。 

  

（委任）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定め

る。 

  

附 則 

この要綱は、令和６年１２月５日から施行する。 

  

別表第１（第３条関係） 自殺対策推進検討委員会委員名簿 

役 職 部 名 職 名 

委 員 長 福祉健康部 部長 

副委員長 福祉健康部 健康づくり課長 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉健康部 福祉総務課長 

福祉健康部 包括支援体制準備室長 

福祉健康部 障がい福祉課長 

福祉健康部 保護課長 

福祉健康部 いきいき高齢支援課主幹 

福祉健康部 国民健康保険課長 

こども未来部 こども未来課長 

こども未来部 こども家庭課主幹 

総務部 職員課長 

財務部 納税課長 

企画部 国際交流課長 

市民部 市民生活課長 

市民部 市民協働・男女共同参画課長 

経済文化局 産業振興課長 

都市建設部 建築営繕課長 

指導部 学校教育課指導監 

指導部 こども青少年課長 

消防本部 警防課長 
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別表第２（第６条関係） 自殺対策推進作業部会委員名簿 

役 職 部 名 課 名 職 名 

委 員 長 福祉健康部 健康づくり課 課長 

副委員長 福祉健康部 健康づくり課 予防係長 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉健康部 福祉総務課 管理係長 

福祉健康部 包括支援体制準備室 包括支援体制準備室主査 

福祉健康部 障がい福祉課 支援給付係長 

福祉健康部 保護課 保護第３係長 

福祉健康部 いきいき高齢支援課 在宅支援係長 

福祉健康部 国民健康保険課 徴収係長 

こども未来部 こども未来課 教育保育主査 

こども未来部 こども家庭課 母子保健係長 

こども未来部 こども家庭課 家庭相談係長 

総務部 職員課 人事係長 

財務部 納税課 管理係長 

企画部 国際交流課 広報広聴係長 

市民部 市民生活課 市民生活係長 

市民部 市民協働・男女共同参画課 人権・男女共同参画係長 

経済文化局 産業振興課 雇用創生係長 

都市建設部 建築営繕課 計画工事係主査 

指導部 学校教育課 指導係長 

指導部 こども青少年課 こども育成係長 

消防本部 警防課 救急救助係長 
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７. 浦添市生きる支援関連施策事業一覧                     

担

当

部 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 該 当 施 策 

総
務
部 

総務課 

情報公開制度 
情報公開制度の実施に係る相談及び市政情報セン

ターの運営 
  

東日本大震災 

避難者生活支援事務 
避難者窓口・地域内の避難者支援団体等の窓口等   

防災危機 

管理課 
防災事業 地域防災計画の作成及び各種防災対策の推進   

職員課 

職員の研修事業 
新任研修、昇任時等研修、ハラスメント防止、LGBT

についての研修等 
  

職員福利厚生事業 
職員の心身健康の保持、健康相談、健診後の事後指

導 
  

ハラスメントに関する 

苦情相談体制 

ハラスメント行為の防止及び排除のための相談体

制の構築 
  

メンタルヘルス研修 職員のこころの健康づくりを推進するための研修 
基本施策２ 

重点施策１ 

（３） 

（１） 

職員ストレスチェック 

業務 

職員ストレスチェックの実施、高ストレス者への個別

カウンセリング等 
基本施策２ （３） 

長時間労働該当者への

面接指導 

産業医面談を実施し、健康障害防止のための保健

指導を行う 

基本施策２ 

重点施策１ 

（３） 

（１） 

職員メンタルヘルス 

支援事業 

市民相談対応の職員等を対象に、必要時、公認心理

師等のメンタルヘルス専門職による面談等を実施 
基本施策２ （３） 

契約検査課 
包括管理業務委託 

（電話交換手等業務） 
総合案内での庁舎案内業務及び電話交換手業務   

財
務
部 

納税課 
納付相談 納付が困難な者に対し、納付方法等の相談を実施 基本施策４ （１） 

徴収事務職員 自治体税の徴収及び収納事務   

市民税課 市民税運営事業 
市税（市民税・軽自動車税・たばこ税・入湯税）の運

営に係る報酬、証明発行経費及び負担金 
  

企
画
部 

企画課 

企画調整に関する事務 

(人口推移に基づく 

総合戦略の策定) 

人口推移に基づく総合戦略の策定   

国際交流課 

広報等による情報発信 

広報誌、ホームページ、公式SNS、テレビ・ラジオ等

の多様なメディアを活用し、情報発信・周知・啓発を

実施 

基本施策３ （３） 

公式LINEを活用した 

自動返信による 

相談案内 

自動返信にて相談窓口の案内を行う 基本施策３ （３） 

マスコミとの 

ティータイム 

首長及び各事業実施部署が行政施策や各事業の

PRを行い、メディアの報道を通して情報発信する 
  

市長と 

ゆんたくランチ・ナイト 

首長が自ら地域住民の活動の場などに出向き、行

政に関する意見・意向等を聴取する 
  

外国人の窓口補助 

及び情報提供 

国際交流員による相談対応や多言語での情報提供

による生活支援 
基本施策４ （４） 

各種国際交流事業 
外国籍住民と地域住民の交流を図る国際交流イベ

ントを実施する 
基本施策４ （４） 

市
民
部 

市民生活課 

安心安全 

まちづくり事業 

安全なまちづくりを総合的に推進し、暴力団排除に

係る広報、啓発を実施する 
  

市民相談事業 
健康問題・経済問題・家庭問題等の様々な相談に応

じる 

基本施策４ 

重点施策２ 

（１） 

（１） 

無料法律相談 
失業・倒産・多重債務等の問題に対し、弁護士等に

よる法律相談を実施 

基本施策４ 

重点施策２ 

（１） 

（１） 

消費生活相談事業 消費生活に関する相談に応じる 基本施策４ （１） 

犯罪被害者等相談 
犯罪による被害を受けた方や家族、遺族の相談に

応じる 

基本施策４ 

基本施策４ 

（１） 

（４） 
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担

当

部 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 該 当 施 策 

市
民
部 

市民協働・ 

男女共同 

参画課 

人権啓発事業 
人権擁護委員による相談業務及び連携による啓発

を実施する 
  

協働人材育成に関する

講座 

まちづくりに寄与できる人材を育成する講座を開

設し、まちづくり生涯学習と市民協働の推進を図る 
  

男女共同参画 

推進事業補助金事業 

女性の社会的地位向上など男女共同参画社会の実

現を推進。市内で自主的な活動を行う団体又は個

人に対し補助金を交付する 

  

市民活動団体等との 

連携構築・推進等 

市民活動団体、NPO、企業等への地域課題に関す

る講座等の実施を通し、市民活動の活性化及び市

と市民との協働体制の構築・推進を目指す 

  

男女共同参画に関する 

講座 

ワークライフバランスの意識啓発や男性の家事・育

児・介護等への参加を促し、性別にかかわらず能力

を発揮できる環境づくりを推進するための市民向

け講座を開設 

基本施策３ （２） 

じぶんはたらき方講座 

男女共同参画に関する

講座 

関係機関が実施する、子育てをしながら自分らしく

働くことを学ぶ講座等の情報発信を行う 
重点施策１ （１） 

「レインボー都市 

うらそえ宣言」及び 

「浦添市性の多様性を 

尊重する社会を実現 

するための条例」 

に基づく施策 

性的マイノリティに対する差別や偏見の解消、多様

性と人権が尊重される環境づくりを目指す 

基本施策３ 

基本施策４ 

（２） 

（４） 

市民協働と 

まなびのフェスタ浦添 

まちづくりに関する活動・成果を発表する場を設

け、新たな“まなび”や“つながり”を生み出すことを

めざす。まちづくり生涯学習や市民協働に関する情

報提供、体験活動の実施 

  

ワーク・ライフ・バランス

についての周知啓発 
ワーク・ライフ・バランスについての情報発信を行う 重点施策１ （１） 

働き方改革、 

ハラスメント防止 

に関する周知や 

相談機関の紹介 

働き方改革の適正実施やハラスメント防止に関する

周知啓発と相談機関について情報提供を行う 
重点施策１ （１） 

LGBTQ+電話相談 
性的マイノリティーの方々やその関係者からの電話

相談支援を実施 
基本施策４ （１） 

若年層に対する暴力の

防止に向けた意識啓発 

思春期という時期を知り、安心安全な関係作りのヒ

ントやデートDV予防を学ぶ講座を実施する 
基本施策５ （１） 

あらゆる暴力の防止に

向けた意識啓発 

女性に対するあらゆる暴力（DV、性犯罪・性暴力、

ストーカー等）、こども・若年層に対する性的暴力の

防止に向けた予防教育・意識啓発を行う 

基本施策３ （２） 

多様な人材が 

働きやすい職場づくり

に関する取組の周知 

市内事業所の働きやすい職場づくりに関する取組

を市ホームページ等で紹介し、職場環境改善に向け

た主体的な取り組みを促す 

重点施策１ （１） 

教育の場における 

性の多様性を尊重 

する啓発の推進 

セクシャリティに対する不安を感じ始める中学生を

対象に、性の多様性に関する理解を深め、自分らし

さを認め合える環境整備を図る 

重点施策４ （１） 

市民課 

DV ・ストーカー行為等

の被害者等に対する 

住民基本台帳事務 

に係る支援 

DV ・ストーカー行為・児童虐待等の被害者等から

の申出を受け、相手方等から住民票の写し等の交付

請求があった場合の支援措置を行う 

  

国民年金受付相談 
国民年金の届書、申請書、基礎年金裁定請求書の受

付、相談対応等を行う 
  

市民課窓口業務 
住民異動届、戸籍届、各種証明交付申請等の受付、

相談対応等を行う 
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担

当

部 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 該 当 施 策 

市

民

部 

環境保全課 
公害・環境関係の 

苦情相談 

住民から公害・環境に関する苦情や相談を受け付け

るとともに、問題の早期解決を図る 
  

市
民
部
経
済
文
化
局 

産業振興課 

若年者の就労支援 
地域若者サポートステーションと連携した若年者の

就労相談支援を行う 
重点施策４ （３） 

労働行政情報の配信 

労働環境の整備の必要性や働き方改革の推進、高

齢者雇用対策、障がい者雇用対策、労働福祉等、行

政の各種施策について、ホームページや広報紙等を

活用し情報配信を行う 

  

地域産業の育成・発展 

(経営者支援セミナー

等) 

経営者支援セミナー等の人材育成事業の実施等を

行う 
  

商工相談 

中小企業の様々な経営課題に対応して、各種の専

門家を派遣し、解決まで継続して経営上のアドバイ

スを行い事業者の経営力の向上を図る 

重点施策１ （２） 

中小企業資金融資 
融資の機会を通じて、企業の経営状況や従業員等

の現状を把握し、必要時、適切な相談窓口へつなぐ 
重点施策１ （２） 

高齢者の生きがい 

づくり就労支援 

シルバー人材センター等と連携を図り、高齢者の就

労機会の創出を図る 
重点施策３ （４） 

労働等に関する 

相談機関の紹介 

労働・就職に関する相談に対応するため、専門の相

談員による労働相談窓口の情報提供を行う 

基本施策４ 

重点施策１ 

（１） 

（１） 

ワーク・ライフ・バランス

についての周知啓発 
ワーク・ライフ・バランスについての情報発信を行う 重点施策１ （１） 

じぶんはたらき方講座 

男女共同参画に関する

講座 

関係機関が実施する、子育てをしながら自分らしく

働くことを学ぶ講座等の情報発信を行う 
重点施策１ （１） 

働き方改革、ハラスメン

ト防止に関する周知や 

相談機関の紹介 

働き方改革の適正実施やハラスメント防止に関する

周知啓発と相談機関について情報提供を行う 
重点施策１ （１） 

生活困窮者等への 

就労支援 

家庭や健康面・経済面・人間関係等の様々な問題を

抱えている生活困窮者に対し、てだこ未来と連携し

て、就労支援を行う 

重点施策２ （４） 

勤労者のこころの相談 
こころの健康に関する相談に対応するため、専門相

談員による相談窓口の情報提供を行う 

基本施策４ 

重点施策１ 

（１） 

（１） 

労働相談事業 
専門家による労働相談につなげたり、関係機関の紹

介を行う 

基本施策４ 

重点施策１ 

（１） 

（１） 

就労支援 

ハローワーク窓口やシルバー人材センター窓口を通

して、就職を希望する生活困窮者等に対して支援を

行う 

重点施策２ （１） 

専門家による 

こころの健康相談 

就職に対する様々な悩みや心理的不安を抱える方

を対象に、相談機関について情報提供を行う 
重点施策２ （４） 

文化 

スポーツ 

振興課 

文化スポーツ振興活動

への支援事業 

文化事業イベント、スポーツ事業イベント等、年齢を

問わず誰でも参加できる参加型イベントの開催 
  

体育施設運営事業 

健康へのニーズに沿ったイベント等を開催し、スポ

ーツを通じた健康増進を図り、レクリエーションなど

誰でも気軽に利用できるコミュニティー施設を目指

す 

  

福
祉
健
康
部 

健康づくり課 

浦添市自殺対策 

推進本部 

本市の自殺対策を庁内各分野の部署と連携し、総

合的かつ効果的に自殺対策を推進する 
基本施策１ （１） 

浦添市自殺対策推進 

検討委員会・作業部会 

庁内関係部署の緊密な連携と協力のもと、組織横

断的に自殺対策を推進する。また、様々な分野にお

ける支援策について情報交換を行う 

基本施策１ （１） 
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担

当

部 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 該 当 施 策 

福

祉

健

康

部 

健康づくり課 

浦添市健康づくり 

推進協議会 

商工会議所等の関係機関や団体との幅広いネット

ワークを構築し、地域のネットワーク強化を行う 
基本施策１ （１） 

浦添市自殺対策 

推進専門部会 

保健、福祉、医療、労働、警察、消防等の関係者によ

って構成される専門部会を設置し、自殺対策の推進

のために必要な事項について協議する 

基本施策１ （１） 

市職員向けゲート 

キーパー養成講座 
職員向けゲートキーパー養成講座の実施 基本施策２ （１） 

新規採用職員 

ゲートキーパー養成講座 

新任期より自殺対策の視点を持って業務にあたる

人材を育成する 
基本施策２ （１） 

市民向けゲート 

キーパー養成講座 
市民向けゲートキーパー養成講座の実施 基本施策２ （１） 

ゲートキーパー養成講座

フォローアップ研修会 

地域の支え手となるゲートキーパーとしての役割を

継続して担えるよう、フォローアップを実施 
基本施策２ （１） 

自殺予防週間・ 

自殺対策強化月間 

における啓発活動の 

推進 

市役所へのポスター掲示や特設コーナー設置、来庁

者へのオリジナルポケットティッシュ配布による啓

発を行う 

基本施策３ （１） 

こころの健康・ 

自殺対策に関する 

チラシの配布 

こころの健康や自殺予防対策の基本認識について

チラシを作成し、各所に配架する 
基本施策３ （１） 

相談窓口周知啓発 

オリジナルメッセージ 

カードの作成・配布 

こころの健康相談窓口や厚生労働省各種相談窓口

の周知、こころの健康セルフチェックに関する内容

を盛り込んだメッセージカードを作成し、各所に配

架する 

基本施策３ （１） 

相談窓口一覧カードの

作成・配布 

様々な悩みに対応する市内の相談窓口に関する情

報をまとめたカードを作成し、各所に配架する 
基本施策３ （１） 

こころの健康講演会 
精神疾患や抗精神病薬、物質依存などの内容を扱

う講演会を開催 

基本施策３ 

基本施策４ 

（２） 

（３） 

まちづくり 

ふれあい出前講座 

（こころの健康） 

職員が地域に出向いて講座を実施し、自殺対策や

精神保健に関する正しい知識の普及啓発を行う 

基本施策３ 

重点施策１ 

（２） 

（２） 

広報等による情報発信 

広報誌、ホームページ、公式 SNS、テレビ・ラジオ等

の多様なメディアを活用し、情報発信・周知・啓発を

実施 

基本施策３ （３） 

公式LINEを活用した 

自動返信による 

相談案内 

自動返信にて相談窓口の案内を行う 基本施策３ （３） 

こころの健康相談 

当事者の心身の不調及び家族が抱える各種問題に

対し、保健師・支援相談員が訪問・来所・電話対応に

よる相談支援を行う 

基本施策４ （１） 

専門医や専門病院への

紹介・連携 

市などの相談機関から専門医療機関や専門医につ

ないだり、かかりつけ医から必要時、専門医療機関

などにつないだりすることで、早期治療につながる

よう努める 

基本施策１ （２） 

精神障がい者家族会 

（あおぞら家族会） 

事務局の案内 

精神障がいのある方の家族同士が集い、交流でき

る場の案内・情報提供を行う 
基本施策４ （２） 

なかまクラブ事業 

精神疾患における病状不安定・治療中断がないが、

自宅以外での生活の場が長期に失われている状態

の市民に対し、コミュニケーションの機会・場を提供

し、こころの健康づくり及び精神保健の向上を図る 

基本施策４ （２） 
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担

当

部 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 該 当 施 策 

福

祉

健

康

部 

健康づくり課 

断酒会の案内 
アルコールに苦しむ人々が集まり、集団治療の場と

して互いに助け合う断酒会の案内・情報提供を行う 
基本施策４ （２） 

各種健（検）診基本健診 
疾病等の早期発見、早期治療の推進のため、特定健

診・がん検診・歯周病検診等の各種健（検）診を実施 

基本施策４ 

重点施策３ 

（３） 

（３） 

保健指導 
生活習慣病の発症予防、早期発見、重症化予防のた

め、健康の保持・増進について助言などを行う 

基本施策４ 

重点施策３ 

（３） 

（３） 

健康教育・健康相談 

地域の公民館等通いの場にて生活習慣病の重症化

予防やフレイル予防に関する健康教育や健康相談

を実施 

基本施策４ 

重点施策３ 

（３） 

（３） 

重複頻回多受診者 

訪問指導 

重複受診及び頻回受診、多剤服薬等の国民健康保

険被保険者に対して保健指導を行う 
基本施策４ （３） 

被災者の心身のケア 

自然災害等によって大きな被害を受けた市民に対

し、保健師による心身の健康相談とこころのケアを

行う 

基本施策４ （４） 

自死遺族交流会 

「分かち合いの会」 

市広報紙やホームページへ「分かち合いの会」に関

する情報を掲載し、情報提供を行う 
基本施策４ （６） 

若年層対策事業 

様々な悩み・困難・ストレスに直面したとき、児童生

徒が自分や友達の気持ちに気づき、援助希求行動

ができるよう、自殺予防の普及啓発を行う 

基本施策５ （１） 

教職員向け 

啓発ちらしの配布 

市内教職員を対象に自殺予防のための資材を配布

し、普及啓発を行う 
基本施策５ （２） 

保護者向け 

啓発ちらしの配布 

思春期特有のSOSサインのとらえ方や、保護者自身

の相談先等について周知を行う 
基本施策５ （２） 

後期高齢者への 

個別保健指導 

長寿健診の結果等をもとに、低栄養や生活習慣病、

フレイル等の重症化リスクのある対象者に対し、保

健指導を行う 

重点施策３ （３） 

タブレット端末を 

活用した相談支援 

タブレット端末を活用した生活アンケート等を実施。

また、自分や周りの人が困難・ストレスに直面した時

の対処方法を身につけることができるよう、健康づ

くり副読本「こころのタネ」デジタルブックの情報を

周知する 

重点施策4 （５） 

SNSを活用した相談 
国が実施している、LINEやTwitterなどのSNSを

活用した相談先の周知を行う 
重点施策４ （５） 

福祉総務課 

地域福祉推進 
社会福祉協議会に補助金を交付し、地域住民への

福祉活動の推進を行う 
  

避難行動要支援者 

支援事業 

自力で避難することが困難な市民(高齢者・障がい

者など)を、避難行動要支援者として名簿に登録し、

日頃からの見守りや災害発生時の支援に活用する 

  

民生委員・児童委員 

による地域における 

相談・支援 

民生委員・児童委員による相談支援等を行い、必要

に応じて適切な行政窓口へつなげる 
基本施策４ （１） 

浦添市地域福祉計画 

策定事業 

支援を必要とする市民の生活上の解決すべき課題

に対応する福祉サービス等の確保及び提供する体

制を定める、浦添市地域福祉計画を策定する 

  

てだこ障がい者(児) 

プラン策定事業 

障害者計画・障害福祉計画及び障害児福祉計画の

進行管理を行う 
  

地域見守り 

ネットワーク事業 

見守り協力団体（各団体又は企業等）による気にな

る地域住民への見守り・安否確認・声かけ等の対応

を行う 

基本施策４ 

重点施策３ 

（１） 

（４） 

民生委員運営事業 

民生委員・児童委員が地域で困難を抱えている人に

気づき、適切な相談機関につなげられるよう活動支

援を行う 

重点施策３ （４） 

包括支援 

体制準備室 

路上生活者 

に対する事務 

公共施設などの定期巡回を通して路上生活者に関

する定期的な状況把握を行い、適切な支援先へつ

なぐ 

重点施策２ （３） 
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担

当

部 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 該 当 施 策 

福

祉

健

康

部 

包括支援 

体制準備室 

住居確保給付金事業 

離職または自営業を廃業した方で、就労能力及び意

欲のある人のうち住宅を喪失またはそのおそれの

ある方を対象に家賃相当分の給付金を支給や就労

機会の確保に向けた支援を行う 

重点施策２ （３） 

生活困窮者 

自立支援事業 

暮らしや仕事等の生活面で困っている人に対し、相

談早期段階から様々な支援を提供する 
重点施策２ （２） 

生活困窮者 

自立相談支援事業 

（アウトリーチ支援） 

生活困窮状態のある方の困りごと・悩みに関する相

談に専門の支援員が対応し、適切な支援策の検討

を図る 

重点施策２ （２） 

生活や仕事での 

悩みごと相談事業 

失業、ひきこもり、家賃の滞納、多重債務、子育て、

家族の病気・介護、障がいなどの課題解決方法につ

いて相談者とともに考える 

基本施策４ 

重点施策２ 

（１） 

（１） 

就労準備支援事業 

雇用による就労が著しく困難な生活困窮者に、一般

就労に必要な基礎能力の形成を、最長 1年の間計

画的かつ集中的なプランに基づいて支援する 

重点施策２ （３） 

生活保護受給者等 

就労自立促進事業 

就職支援ナビゲーターや関係機関と連携しながら

求職活動支援を行う 
重点施策２ （３） 

一時生活支援事業 
住居を持たない生活困窮者に対し、一定の期間内

に限り、宿泊場所と食事を提供する 
重点施策２ （３） 

保護課 

生活や仕事での 

悩みごと相談事業 

失業、ひきこもり、家賃の滞納、多重債務、子育て、

家族の病気・介護、障がいなどの課題解決方法につ

いて相談者とともに考える 

基本施策４ 

重点施策２ 

（１） 

（１） 

生活保護施行に関する

事務 

生活困窮者に対し、困窮の程度に応じた必要な保護

を行い、生活の安定と自立を支援する 
重点施策２ （３） 

生活保護各種扶助事務 
生活・住宅・教育・介護・医療・出産・生業・葬祭に関

する扶助 
  

中国残留邦人等 

生活支援事業 

特定中国残留邦人等とその配偶者で、世帯の収入

が一定の基準に満たない方を対象に、通訳派遣や

日常生活上の困難に関する相談・助言を行う 

  

就労準備支援事業 

雇用による就労が著しく困難な生活困窮者に、一般

就労に必要な基礎能力の形成を、最長1年の間計画

的かつ集中的なプランに基づいて支援する 

重点施策２ （３） 

生活保護受給者等 

就労自立促進事業 

就職支援ナビゲーターや関係機関と連携しながら

求職活動支援を行う 
重点施策２ （３） 

被保護者就労支援事業 
福祉事務所に就労支援員を配置し、ハローワークと

の連携による就労支援を行う 
重点施策２ （３） 

生活困窮者等への 

就労支援 

家庭や健康面・経済面・人間関係等の様々な問題を

抱えている生活困窮者に対し、てだこ未来と連携し

て、就労支援を行う 

重点施策２ （４） 

障がい 

福祉課 

日中一時支援事業 

障がい者(児)を介護する者が、疾病等の理由により

居宅における介護ができない場合に、一時的に施

設に預け、必要な保護を行う 

基本施策４ （２） 

ひとり暮らし障がい者等 

安心通報システム設置

事業 

在宅のひとり暮らしの重度身体障害者等の生活の

安全を確保し、障害者の不安を解消する 
  

特別障害者手当・ 

障害児福祉手当 

在宅の重度心身障がい者で、日常生活において常

時介護を必要とする方に手当を支給する 
  

障がい児支援に関する

事務 

児童発達支援・放課後等デイサービス 

障がい児相談支援を行う 
  

訓練等給付に関する 

事務 

自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型B型・共

同生活援助等の訓練給付を行う 
  

障害者相談支援事業 

来所面談・電話相談・自宅などへの訪問等を行い、

様々な問題に対応するために障がい者や家族の相

談に応じ、支援を行う 

基本施策４ （１） 
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福

祉

健

康

部 

障がい 

福祉課 

障がい者の 

権利擁護業務 

成年後見制度の利用促進、障害者虐待の対応、障害

者差別解消法に関する対応、困難事例への対応、消

費者被害の防止等の業務を行う 

基本施策４ （１） 

ヤングケアラーへの 

支援の充実 

ヤングケアラーの支援に向けた相談支援体制の構

築に努め、市内の児童生徒における情報把握を図

る 

基本施策４ 

重点施策４ 

（６） 

（１） 

サン・アビリティーズ 

うらそえ指定管理 

運営事業 

心身障がい者へ研修、相談、教養、スポーツ・レクリ

エーション、機能回復訓練や障がい者相互の交流や

地域、ボランティアとのふれあいの場を提供する 

基本施策４ （２） 

障がい者自立支援 

協議会の開催 

医療・保健・福祉・教育及び就労等に関係する機関

とのネットワーク構築を行う 
  

基幹相談 

支援センターの業務 

相談支援の拠点として総合的な相談支援を行うと

ともに、地域の相談支援体制の強化を図る 
基本施策４ （１） 

手話奉仕員養成事業 
日常生活に必要な手話語彙及び手話表現技術を習

得した手話奉仕員を養成する 
  

手話通訳者等派遣事業 

手話通訳者・手話奉仕員・要約筆記者を派遣し、コミ

ュニケーションの確保、社会参加及び緊急時の支援

を行う 

  

ガイドブック作成事業 
各種福祉制度の概要や手続き方法などを紹介する

ガイドブックを作成・配布する 
  

発達障がいに関する 

会議の開催 
発達障がい（児）者支援関係課連絡会議を開催する   

いきいき 

高齢支援課 

地域リハビリテーション 

活動支援事業 

リハビリテーションに関する専門職が、高齢者の能

力を評価し、改善の可能性を助言するなど、介護予

防の取組を総合的に支援する 

  

高齢者への 

総合相談事業 

健康・介護・福祉等の相談を受け、さまざまな面か

ら、総合的な支援を行う 

基本施策４ 

重点施策３ 

（１） 

（５） 

高齢者の権利擁護業務 

成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への措

置の支援、高齢者虐待の対応、困難事例への対応、

消費者被害の防止等の業務を行う 

基本施策４ 

重点施策３ 

（１） 

（５） 

介護職員人材確保 

推進事業 

地域内の介護事業所等の人材確保の支援や勤務す

る職員の技術向上を図る 
  

健康教育・健康相談 

地域の公民館等通いの場にて生活習慣病の重症化

予防やフレイル予防に関する健康教育や健康相談

を実施 

基本施策４ 

重点施策３ 

（３） 

（３） 

家族介護者のつどい 
介護相談への対応や介護者同士の交流機会の提供

を行う 
重点施策３ （２） 

高齢者地域包括 

支援連絡協議会 

民生委員等の関係機関で構成する高齢者の権利擁

護を中心に、高齢者の虐待防止や早期発見に努め、

高齢者や養護者への支援を行う 

重点施策３ （１） 

認知症サポーター 

養成講座 

認知症についての正しい知識を持ち、認知症の人や

その家族を応援する認知症サポーターを養成する 
  

認知症サポーター・ 

ステップアップ 

養成講座 

認知症の人やその家族のサポーターとして活動で

きるよう、認知症サポーターに対してステップアッ

プ講座を実施する 

  

認知症地域支援・ 

ケア向上事業 

認知症地域支援推進員を配置し、認知症の本人と

その家族等への相談支援や地域における支援体制

を構築する 

重点施策３ （１） 

認知症カフェ 

地域で認知症に関心を持つ住民が気軽に集まれる

場を開設し、気分転換や情報交換のできる機会を提

供する 

重点施策３ （２） 

生きがい施策 

（老人クラブへの 

活動助成） 

老人クラブが各地で行う活動への助成・支援を行

い、高齢者の生きがいづくりを推進する 

基本施策４ 

重点施策３ 

（２） 

（４） 
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担

当

部 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 該 当 施 策 

福

祉

健

康

部 

いきいき 

高齢支援課 

生活支援体制整備事業 

各地域包括支援センターに生活支援コーディネータ

ーを配置する。地域資源や課題の情報共有・協議を

行う協議体を設置し、情報共有・連携強化を図る 

重点施策３ （２） 

認知症初期集中支援 

推進事業 

認知症の疑いのある方（認知症と診断された方）や

その家族に対して家庭訪問等を行い、困りごと等に

ついて早期対応、早期支援を行う 

重点施策３ （２） 

認知症高齢者等 

見守り SOS 

ネットワーク事業 

認知症高齢者等が行方不明となった場合、早期に

発見できるよう関係機関等との支援体制を構築し、

認知症高齢者等の見守り及び生命・身体の安全並

びに家族等への支援を行う 

重点施策３ （２） 

配食サービス事業 
独居高齢者世帯及び高齢者のみ世帯を訪問して配

食を提供するとともに、その安否を確認する 
重点施策３ （４） 

高齢者外出支援 

サービス事業 

リフト付き車両により通院時の送迎を行うことで外

出支援を図る 
重点施策３ （５） 

一般介護予防事業 

自治会集会所や市内スポーツジム等において、介護

予防教室を開催し住民主体で介護予防活動ができ

るよう支援する 

重点施策３ （４） 

老人福祉施設運営事業 
高齢者が生きがいを見出すきっかけの場づくりを

行う 
基本施策４ （２） 

生きがいと 

健康づくり関連事業 

高齢者の社会参加や健康・生きがいづくりを促進

し、家族・地域とのつながりを実感できるスポーツ・

文化のイベントを実施する 

基本施策４ 

重点施策３ 

（２） 

（４） 

緊急通報システム 

ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム利用者等に

対する安否確認や、高齢者の相談に応じ、高齢者の

福祉の増進を図る 

重点施策３ （５） 

国民健康 

保険課 

葬祭費 被保険者の死亡に対し、一時金を支給する   

保険税の賦課、 

収納、減免 
滞納者に対する納付勧奨・減免状況の把握を行う   

納付相談 納付が困難な者に対し、納付方法等の相談を実施 基本施策４ （１） 

こ

ど

も

未

来

部 

こども 

未来課 

子育て支援 

ネットワーク推進事業 

多様な情報発信とさまざまな主体による子育て支

援の仕組みを整え、多面的な子育て支援を推進す

る 

  

子育て親子向け施策 
子育て親子に交流の場を提供し、交流の促進・子育

てに関する相談・情報提供・講習会等を実施する 
  

子育て支援事業 
乳幼児のいる保護者同士の交流・情報交換や子育

てに係る相談の場の設置 

基本施策４ 

重点施策５ 

（２） 

（２） 

教育・保育の実施 

(教育・保育施設など) 

教育・保育施設などによる教育・保育、育児相談の

実施。保護者の家庭保育が困難な乳幼児の保育に

関する相談 

  

「子育て支援施設」 

の整備 

こども園の子育て支援事業の推進、妊娠期から出

産、育児期において切れ目のない子育て支援の連

携強化に取り組む 

重点施策５ （２） 

地域子育て支援 

拠点事業 てぃんさぐ 

乳幼児のいる親子の関わりや交流・情報交換や子育

てに関する相談や子育て講座の実施、地域の子育

て支援施設の情報発信を行う 

重点施策５ （２） 

保育料等納入促進事業 

保育所等による保育料納入相談の実施や保育料の

滞納縮減に努めるとともに、納入しやすい環境を整

える 

  

ファミリーサポート事業 

生後 3ヶ月から小学 6年生までの家庭を対象とし

た一時預かりなどの育児支援を通じて、地域におけ

る助け合いを促進する 

重点施策５ （２） 

保育コンシェルジュ 

配置事業 

保育を必要としている世帯の相談に応じ、ニーズに

合ったサービスの情報提供を行う 
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部 
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こ

ど

も

未

来

部 

こども未来課 

一時預かり事業 
保護者の育児疲れのリフレッシュ、冠婚葬祭や急用

など、一時的に保育が必要な場合に児童を預かる 
  

ファミリー・サポート・ 

センターの運営 

育児の援助を行いたい人と育児の援助を受けたい

人の会員組織化を行う 
  

こども 

家庭課 

児童虐待防止対策 

の充実 

児童虐待防止対策の充実（養育支援訪問事業、子育

て世帯訪問支援事業） 
  

子育て短期支援事業 

（ショートステイ） 

保護者の病気、出産、家族の介護、冠婚葬祭、出張

などの理由により家庭で一時的に児童の養育がで

きない場合に、一定期間、宿泊を伴った養育・保護

を行う 

  

児童扶養手当支給事務 

父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくして

いない児童を監護する母、生計を同じくする父又は

養育者に手当を支給する 

重点施策４ 

重点施策５ 

（２） 

（４） 

母子及び父子家庭等医

療費助成費 

母子家庭及び父子家庭等に対し、医療費の一部を

助成する 

重点施策４ 

重点施策５ 

（２） 

（４） 

母子家庭等 

自立支援給付金事業 

教育訓練給付金対象講座の受講者への受講料や資

格取得に係る養成訓練の受講期間の給付金支給に

より生活支援を行う 

  

母子生活支援施設 

運営事業 

配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にある

女子と、その監護すべき児童を母子生活支援施設

へ入所させ、保護・生活支援を行う 

重点施策５ （２） 

母子・父子 

自立支援員の配置 

ひとり親家庭等の相談に応じ、その自立に必要な情

報提供及び助言、職業能力の向上及び求職活動に

関する支援を行う 

  

子どもの生活、 

学習等支援事業 

ひとり親家庭等のこどもが抱える特有の課題に対

応し、基本的な生活習慣の習得支援、学習支援等を

行うとともに、ひとり親家庭等の地域での生活を総

合的に支援する 

基本施策４ 

重点施策４ 

重点施策５ 

（２） 

（２） 

（４） 

子どもの学習支援事業 

生活保護世帯のこどもを含む生活困窮世帯のこど

もに対する学習支援や居場所づくり、養育に関する

保護者への助言等を行う 

重点施策２ （３） 

助産施設入所事業 

保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由に

より出産困難な妊産婦に対し、助産施設での出産に

係る費用の一部を負担する 

重点施策４ 

重点施策５ 

（２） 

（４） 

女性相談事業 
女性相談窓口を設置し、女性相談員による相談支

援を行う 
重点施策５ （３） 

家庭児童相談室 

こどもに関する様々な相談（児童の性格、生活習

慣、学校生活、非行、家庭の養育環境等）について、

家庭相談員が関係機関と連携して相談に応じる 

重点施策５ （２） 

親子（母子）健康手帳 

交付 

妊娠届出時に保健師等の面接（相談支援サービス紹

介等）を実施し、心身の健康状態や生活環境等の把

握を行うとともに、妊産婦健康診査受診票や母子健

康手帳交付を行う 

重点施策5 （1） 

乳児家庭全戸訪問事業 

保健師、助産師等による乳児のすこやかな発育・発

達の確認、心身の状態確認等を通して、育児に関す

る悩み・不安の解消を図る 

重点施策5 （1） 

母子保健相談 

妊娠・出産に不安を抱える妊産婦や、発育や発達・

育児等に関する保護者の相談に対応し、適切な助言

を行う 

基本施策４ 

重点施策５ 

（１） 

（１） 

マタニティスクール・ 

マタニティ講話 

夫婦で協力して育児に取り組めるよう、マタニティ

スクールや心理士による講話を行う 
重点施策５ （１） 

わんぱく相談 
心理面など、こども発達相談に対応し、適切な助言

を行う 
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こ

ど

も

未

来

部 

こども 

家庭課 

多胎ピアサポート事業 

多胎乳幼児のいる保護者同士の交流・情報交換や

子育てに係る相談や仲間づくりをできる場の提供

を行う 

基本施策４ 

重点施策５ 

（２） 

（２） 

産後ケア事業 
心身の不調や育児不安等を抱える母親とその子に

対し、助産師によるケアを実施する 
重点施策５ （１） 

ベビースクール 

（離乳食教室）の実施 

離乳食の調理のデモンストレーションや試食を含め

た、離乳食に関する教室を開催する 
  

２歳児歯科健診 
幼児の歯科疾患の予防、口腔の健全な発育・発達支

援のために歯科健診・歯科保健指導を行う 
  

思春期教育 

助産師等を講師として市内中学校に派遣し、望まな

い妊娠や性被害等に関する指導や相談先情報の周

知の充実を図る 

重点施策４ （１） 

妊婦のための 

支援給付交付金 

妊婦等包括相談支援事業等の支援を効果的に組み

合わせて、妊婦のための支援給付を実施し、妊婦の

身体的、精神的ケア及び経済的支援を行う 

重点施策５ （１） 

利用者支援事業 

（妊婦等包括相談 

支援事業型） 

妊婦・その配偶者等に対して面談を実施し、必要な

情報提供や相談に応じるとともに、ニーズに応じて

必要な支援につなげる伴走型相談支援を行う 

重点施策５ （１） 

子どもの貧困 

緊急対策事業 

学校や家でもなく、こども達が安心して過ごすこと

が出来るこどもの居場所づくりを行う 
基本施策４ （２） 

ヤングケアラーへの 

支援の充実 

ヤングケアラーの支援に向けた相談支援体制の構

築に努め、市内の児童生徒における情報把握を図

る 

基本施策４ 

重点施策４ 

（６） 

（１） 

要保護児童対策 

地域協議会の運営 

要保護児童等の早期発見及び適切な保護を図るた

め、関係機関等との情報交換・連携・協力や相談支

援体制の強化を図る 

重点施策４ （１） 

こども 

政策課 

放課後児童 

健全育成事業 

就業等により昼間保護者のいない家庭の小学校児

童に放課後及び長期休業中の適切な遊び及び生活

の場を与えてその健全な育成を図る 

  

てだこ・こども計画の 

推進 
てだこ・こども計画の推進を図る   

都

市

建

設

部 

道路課 土木管理に関する事務 
ホームレスへの対応等、道路の適正化指導に関する

事務を行う 
  

建築営繕課 

公営住宅事務 公営住宅の管理事務・公募事務を行う   

浦添市居住支援 

協議会の設置検討 

住宅確保要配慮者の居住等支援の充実を図るた

め、検討の場となる協議会の設置を検討する 
重点施策２ （１） 

美らまち 

推進課 

自然保護事業 
自然環境の保護を図るため、保存樹等の保護や自

然遊歩道の維持管理を行う 
  

公園の管理及び設置 

に関する事務 

公園管理、公園施設の維持補修、公園等の整備に関

する事務を行う 
  

消

防

本

部 

警防課 

救急法講習 
自殺予防パンフレットを救急法講習等で配布し、住

民への問題啓発を図る 
  

自傷行為における 

救急対応 

情報把握及び関係機関との連携を図ることにより、

必要な支援につながるよう努める 
基本施策４ （５） 

上

下

水

道

部 

営業課 水道料金収納業務 料金滞納者に対する料金収納業務を行う   

教

育

部 

教育総務課 

企画調整に関する事務  

(教育大綱の策定) 
教育大綱(教育振興基本計画)の推進を図る   

育英会事業 

浦添市に住所を有する者の子弟のうち、優秀な学

生で経済的理由により修学困難な者に対し、学資の

貸与及び給付を行う 
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教

育

部 

社会教育 

推進課 

社会教育推進事業 社会教育関係団体の育成や支援を行う   

放課後子ども教室 

推進事業 

放課後や週末等に、地域の方々の協力を得て、こど

も達と共に学習やスポーツ・文化活動及び地域住民

との交流活動等の取り組みを実施する 

  

地域学校協働活動 

推進事業 

地域学校協働活動推進員(コーディネーター)を配

置し、地域の高齢者、成人、学生、保護者、PTA、

NPO、民間企業、団体・機関等の参画を得て、地域

と学校が相互パートナーとした連携・協働を推進す

る 

  

中央公民館運営事業 

地域・現代的ニーズと市民のニーズを捉えた講座を

企画し、学習の機会を提供する。また、自治公民館

講座や自主企画まなび助成制度等、市民の主体的

な学習活動の支援を図る 

  

図書館運営事業 

住民の教養・調査研究、レクレーション活動等生涯学

習の場としての読書環境の充実を図る。映画会・お

話し会等の開催など教育・文化サービスの提供を行

う 

  

指

導

部 

学校教育課 

教職員・研修関係事務 

生徒指導関連の研修で、健康づくり副読本「こころ

のタネ」の活用をはじめ、自殺対策に関する内容や

ＳＯＳの出し方に関する内容を盛り込む 

基本施策５ （２） 

学校職員安全衛生 

管理事業 

職員50人以上の職場では衛生委員会を設置する

とともに、嘱託医を任命し、職員の健康管理を行う

（50人未満の学校は、健康管理医を任命し、職員の

健康管理を行う） 

  

多忙化解消事業 
学校や教職員の業務の見直しを推進し、教職員の多

忙化解消を図る 
  

保幼小中連携事業 

保育園、こども園、小学校、中学校間で連携を行い、

希望や目標をもって各学校に入学し、学校生活にス

ムーズに移行できる児童生徒を育てる 

  

学校図書館（図書館教

育）に関する事務 

学校図書館司書を配置し、学校図書館の利活用を

図る 
  

中学校部活動 

推進事業 

学校と地域の人々が継続的に連携できる体制を構

築し、生徒が意欲的に学校生活を送ることができる

よう各中学校の部活動の改善と充実を図る 

  

就学に関する事務 

特別に支援を要する児童・生徒に対し、関係機関と

協力して 一人ひとりの障害及び発達の状態に応じ

たきめ細かな相談を行う 

  

就学援助に関する事務 
経済的理由により、就学困難な児童生徒の保護者

に対し、給食費・ 学用品費等を補助する 
重点施策4 （２） 

就学援助と特別支援教

育就学奨励費に関する

事務 

特別支援学級在籍児童生徒等の保護者に対し、就

学奨励費を支給する 
重点施策4 （２） 

教職員ストレスチェック

に関する事務 

学校職員等のストレスチェックを実施し、メンタル不

調の未然防止を図る 
基本施策２ （３） 

キャリア教育 
中学校で行われている職場実習体験を支援し、望ま

しい勤労観、職業観を育てる 
  

授業改善の推進 

児童生徒が主体的で対話的な深い学びができるよ

う、指導主事等による授業参観と指導、助言及び各

種研修を行う 

基本施策５ （１） 

いじめ防止対策 

に関する事務 

各校のいじめ防止基本方針の点検と見直し、個別支

援等を通じて、いじめの早期発見、即時対応、継続

的な再発予防を図る 

基本施策５ （１） 

若年層対策事業 

様々な悩み・困難・ストレスに直面したとき、児童生

徒が自分や友達の気持ちに気づき、援助希求行動

ができるよう、自殺予防の普及啓発を行う 

基本施策５ （１） 
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担

当

部 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 該 当 施 策 

指

導

部 

学校教育課 

教職員向け 

啓発ちらしの配布 

市内教職員を対象に自殺予防のための資材を配布

し、普及啓発を行う 
基本施策５ （２） 

保護者向け 

啓発ちらしの配布 

思春期特有のSOSサインのとらえ方や、保護者自身

の相談先等について周知を行う 
基本施策５ （２） 

人権教育・ 

道徳教育の推進 

人権教育や道徳教育の要となる道徳科の授業を中

心に、他者の気持ちや考えを自分事として捉え行動

しようとする思いやりのこころを育む 

重点施策4 （４） 

タブレット端末を 

活用した相談支援 

タブレット端末を活用した生活アンケート等を実施。

また、自分や周りの人が困難・ストレスに直面した時

の対処方法を身につけることができるよう、健康づ

くり副読本「こころのタネ」デジタルブックの情報を

周知する 

重点施策4 （５） 

学力向上対策事業 

学校や関係機関・団体が、取組の発表や情報交換を

行うオープンセッションを開催し、地域のこどもを

地域で育てることについての理解の深化と、学校や

関係団体等の連携を図る 

  

学級満足度調査・ 

クラスづくりのための総

合質問用紙調査 

生徒の心理面や学級集団を客観的に把握し、学級

経営や授業を改善する 
重点施策4 （１） 

学校薬剤師 
市内小中学校において、薬の適正使用や薬物乱用

の危険性等について啓発活動を行う 
重点施策4 （３） 

ヤングケアラーへの 

支援の充実 

ヤングケアラーの支援に向けた相談支援体制の構

築に努め、市内の児童生徒における情報把握を図

る 

基本施策４ 

重点施策４ 

（６） 

（１） 

広報活動事業 

学校で行われている特色ある教育活動、地域全体

で共通に取り組んでいる教育活動に関して、情報を

提供する 

  

こども 

青少年課 

教育相談室 

くくむい運営 

こどもの教育上の悩みや心配事について、臨床心理

士や教育相談員が対面または電話による相談支援

を行う 

基本施策５ 

重点施策4 

（１） 

（１） 

青少年問題・ 

いじめ問題対策 

連絡協議会 

小中学校校長や学識経験者、青少年関連機関や施

設の職員など９人の委員によって構成される協議

会において、青少年の指導、育成、保護及び矯正に

関する調査審議を行う 

重点施策4 （１） 

不登校等児童生徒対策 

校内支援体制づくり 

研修会 

市内小中学校の教育相談担当教諭等が集まり、不

登校対策の充実に向けて不登校対策の現状と課題

や各学校の実践事例の共有、課題協議等を行う 

重点施策4 （１） 

青少年巡回指導員事業 
巡回活動や環境浄化を推進し、不登校や非行の未

然防止と早期発見、早期対応に努める 
重点施策4 （４） 

スクールカウンセラー・

スクールソーシャルワー

カー活用事業 

児童生徒や保護者、教職員に対する教育相談活動、

児童生徒が置かれた環境への働きかけ、関係機関

等とのネットワークの活用など多様な支援方法を用

いて課題解決への対応を図る 

重点施策4 （１） 

こども支援教室 

いまぁじ運営 

学校へ登校することが困難な児童生徒に対し、集団

に適応できるようになるための支援や学習指導、教

育相談、社会的な自立に向けての指導等の対応を

行う 

重点施策4 （１） 

若年層対策事業 

様々な悩み・困難・ストレスに直面したとき、児童生

徒が自分や友達の気持ちに気づき、援助希求行動

ができるよう、自殺予防の普及啓発を行う 

基本施策５ （１） 

学校配置支援員との 

連携 

学校現場に教育相談支援員及び校内自立支援員を

配置し、教育相談担当教諭等と連携しながら家庭訪

問、登校支援、学習支援等を行う 

  

自立支援室ひなた運営 
あそび・非行・ひきこもり傾向にある児童生徒の受

け入れを行い、体験活動等の支援を行う 
重点施策4 （１） 
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関係機関 事業名 事業内容 該当施策 

浦添市 

社会福祉協議会 

コミュニティソーシャル

ワーク事業 

５つの中学校区に設置された地域保健福祉センター

にコミュニティソーシャルワーカーを配置し、総合相

談業務や地域住民への福祉活動への推進を行う 

  

生活福祉資金貸付事業 
低所得世帯や障がい者、高齢者世帯等に対し、生活

に必要な資金の貸与を行う 
重点施策２ （３） 

民生委員・ 

児童委員 

民生委員・児童委員 

による相談支援 

民生委員・児童委員による地域の相談・支援等の実

施 
基本施策４ （１） 

地域包括 

支援センター 

高齢者の権利擁護業務 

成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への措

置の支援、高齢者虐待の対応、困難事例への対応、

消費者被害の防止等の業務を行う 

基本施策４ 

重点施策３ 

（１） 

（５） 

高齢者への 

総合相談事業 

健康・介護・福祉等の相談を受け、さまざまな面か

ら、総合的な支援を行う 

基本施策４ 

重点施策３ 

（１） 

（５） 

基幹相談 

支援センター 

基幹相談支援センター

の業務 

相談支援の拠点として総合的な相談支援を行うと

ともに、地域の相談支援体制の強化を図る 
基本施策４ （１） 

委託相談 

支援事業所 
障害者相談支援事業 

来所面談・電話相談・自宅などへの訪問等を行い、

様々な問題に対応するために障がい者や家族の相

談に応じ、支援を行う 

基本施策４ （１） 

自立サポート 

センター・ 

てだこ未来 

生活や仕事での 

悩みごと相談事業 

失業、ひきこもり、家賃の滞納、多重債務、子育て、

家族の病気・介護、障がいなどの課題解決方法につ

いて相談者とともに考える 

基本施策４ 

重点施策２ 

（１） 

（１） 

生活困窮者 

自立支援事業 

暮らしや仕事等の生活面で困っている人に対し、相

談早期段階から様々な支援を提供する 
重点施策２ （２） 

生活困窮者 

自立相談支援事業 

（アウトリーチ支援） 

生活困窮状態のある方の困りごと・悩みに関する相

談に専門の支援員が対応し、適切な支援策の検討を

図る 

重点施策２ （２） 

路上生活者 

に対する事務 

公共施設などの定期巡回を通して路上生活者に関

する定期的な状況把握を行い、適切な支援先へつな

ぐ 

重点施策２ （３） 

住居確保給付金事業 

離職または自営業を廃業した方で、就労能力及び意

欲のある人のうち住宅を喪失またはそのおそれの

ある方を対象に家賃相当分の給付金を支給や就労

機会の確保に向けた支援を行う 

重点施策２ （３） 

一時生活支援事業 
住居を持たない生活困窮者に対し、一定の期間内に

限り、宿泊場所と食事を提供する 
重点施策２ （３） 

就労準備支援事業 

雇用による就労が著しく困難な生活困窮者に、一般

就労に必要な基礎能力の形成を、最長1年の間計画

的かつ集中的なプランに基づいて支援する 

重点施策２ （３） 

生活保護受給者等 

就労自立促進事業 

就職支援ナビゲーターや関係機関と連携しながら求

職活動支援を行う 
重点施策２ （３） 

就労支援コーナー

てだこ 

生活困窮者等への 

就労支援 

家庭や健康面・経済面・人間関係等の様々な問題を

抱えている生活困窮者に対し、てだこ未来と連携し

て、就労支援を行う 

重点施策２ （４） 

各学校 
ヤングケアラーへの 

支援の充実 

ヤングケアラーの支援に向けた相談支援体制の構

築に努め、市内の児童生徒における情報把握を図る 

基本施策４ 

重点施策４ 

（６） 

（１） 

浦添市医師会 
専門医や専門病院への

紹介・連携 

市などの相談機関から専門医療機関や専門医につ

ないだり、かかりつけ医から必要時、専門医療機関

などにつないだりすることで、早期治療につながる

よう努める 

  

浦添総合病院、 

牧港中央病院、 

同仁病院、 

平安病院、 

精神科救急 

医療情報センター 

救急搬送された 

自殺未遂者への対応 

救急搬送された自殺未遂者への医療ケア及びその

後の個別支援、医療機関や行政との連携を図る 
基本施策４ （５） 

沖縄県薬剤師会 学校薬剤師 
市内小中学校において、薬の適正使用や薬物乱用

の危険性等について啓発活動を行う 
重点施策4 （３） 
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８. こころの健康に関するアンケート調査                     

アンケート調査票 
 

浦添市「こころの健康に関するアンケート調査」 

～第２期自殺対策計画策定にあたって～ 

―——―—―——―—―——―—―——―——―——―——―——―——―——―——―——―——―——――——―— 

アンケート調査へのご協力のお願い 

平素より市民の皆様には、市政発展のために深いご理解とご協力をいただき、感謝申し上げます。 

さて、本市では、国の自殺対策基本法に基づき、自殺総合対策大綱や地域の実情を勘案し、平成３１年３月に「いのち支える

浦添市自殺対策行動計画」を策定しました。本計画は、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指し、誰もが「生

きることの包括的な支援」としての自殺対策に関する必要な支援を受けられることを目的として策定されたものです。 

今回のアンケート調査は、この取り組みの一環として実施するものであり、ご記入いただいた内容については、次期計画の

策定および今後の自殺対策のための資料とするもので、それ以外の目的で使用することはありません。 

なお、アンケートは無記名でご回答いただきます。回答については特定の個人が識別されないよう統計的に処理されます。

また、回答の内容により、個人に不利益が生じることは一切ありません。 

お忙しいところ大変恐縮ではございますが、調査の趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

                                                 令和６年８月吉日 

浦添市長 松本 哲治   

 
※この調査票は、本市在住の１６歳以上の方の中から、３，３００人を無作為に選定し、送付しております。 

※５～１０分ほどでご回答いただけます。 

ご回答にあたってのお願い 
 

● ご回答いただいた内容は、統計的に集計分析するために使用し、本アンケートの調査目的以外に使用することはありま

せん。調査票、返信用封筒にお名前は記入しないでください。 

● 調査票には、宛名のご本人がお答えください。なお、ご本人が病気・長期不在などでご記入できない場合は、そのまま

調査票をご返送（投函）ください。 

● ご回答は質問ごとに、ご自身のお考えに近い選択肢の番号に〇をつけてください。複数回答の場合もあります。「その

他（      ）」を選択された場合は、可能な範囲で具体的にご記入ください。 

● 回答はWEＢからでもご回答いただけます。 

 

 

 

● 郵送またはインターネットによる回答期限は、９月２０日（金）までとなります。 
 

 

 
 

問１ あなたの性別について、教えてください。（〇は 1つ） 
 

１. 男性 ２. 女性 

３. その他  

 

問２ あなたの年齢について、教えてください。（〇は 1つ） 
 

１. １０代 ２. ２０代 ３. ３０代 

４. ４０代 ５. ５０代 ６. ６０代 

７. ７０代以上   

 

 

◆アンケート調査票◆ 

インターネット／スマートフォン・タブレットの場合はこちら⇒ 

https://src3.webcas.net/form/pub/src4/urasoe 
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問３ あなたのお住いの地域について、教えてください。（〇は 1つ） 
 

１. 浦添中学校区 ２. 神森中学校区 ３. 仲西中学校区 

４. 港川中学校区 ５. 浦西中学校区  

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 現在、あなたと同居している人を教えてください。 

同居人ありの方は、同居人として、あてはまるものすべてに〇をつけてください。 
 

１. 同居人あり【  親  ・  兄弟姉妹  ・  子  ・  祖父母  ・  孫  ・  配偶者  ・  パートナー  】 

          【  その他（                                                ）  】 

２. 同居人なし 

 
問５ あなたのお仕事の状況について、教えてください。（〇は 1つ） 
 

１. 勤めている（管理職・会社団体等の役員） ２. 勤めている（管理職・役員以外の職員） 

３. 勤めている（派遣・パート・アルバイト） ４. 自営業（事業経営・個人商店など） 

５. 自由業（個人で、自分の専門的知識や技術を生かした職業に従事） 

６. 家事・育児・介護など ７. 学生 

８. 無職（求職中） ９. 無職（仕事をしたいが、現在は求職していない） 

１０. 無職（仕事をしたいと思っていない） １１. その他 （                        ） 
 

 

 
 

問６ 現在のあなたの健康状態について、１～１０で表したときの程度を教えてください。（〇は 1つ） 
  

 
 

1 2 3 4 5 6 ７ ８ ９ １０ 

          

 

問７ ここ１か月間のあなたの平均睡眠時間について、教えてください。（〇は 1つ） 
 

１. ４時間未満 ２. ４時間以上５時間未満 ３. ５時間以上６時間未満 

４. ６時間以上７時間未満 ５. ７時間以上８時間未満 ６. ８時間以上 

 

問８ あなたの日常生活で感じるストレス（不安・不満・悩み）の程度について、教えてください。（〇は 1つ）  
 

１. 日常生活で感じるストレスは多いと思う （ 問９、問１０へ ） 

２. 日常生活で感じるストレスは普通だと思う 

３. 日常生活で感じるストレスは少ないと思う 
 

問９  問８で、「１．多いと思う」と回答した方にうかがいます。 
ストレスは十分解消できていると感じていますか。（〇は 1つ） 

 

１. 解消できている ２. 解消できていない ３. どちらともいえない 

 

 

 

 

＜参考＞ 注）こちらに〇はつけないでください。 

地区 浦添中学校区 神森中学校区 仲西中学校区 港川中学校区 浦西中学校区 

行政区 

仲間/安波茶/経塚/

前田/茶山/浦添ﾆｭｰﾀ

ｳﾝ/浦添ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ/前

田公務員宿舎/浦添

ハイツ/県営経塚団地 

小湾/勢理客/内間/

沢岻/神森/県営沢岻

高層住宅 

城間/屋富祖/宮城/

仲西/大平/浅野浦 

伊祖/牧港/港川/緑

ヶ丘/浦城/牧港ハイ

ツ/港川崎原/上野/マ

チナトタウン/浦添市

街地住宅/県営港川

団地 

西原一区/西原二区/

当山/広栄/浦西/安

川/当山ハイツ/陽迎

橋 

 

健康・睡眠状態およびストレスの程度について、うかがいます 

健康ではない 健康 
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問１０ 問８で、「１．多いと思う」と回答した方にうかがいます。 
悩みやストレスの原因となるものについて、教えてください。（〇はいくつでも） 

 

１. 健康に関すること （身体の病気の悩み、こころの病気の悩み、身体障がいの悩み等） 

２. 家庭に関すること （家族関係の不和、子育て、家族の介護・看病、虐待、DV、家族の死等） 

３. 勤務に関すること （職場環境の変化、仕事の不振、職場の人間関係、長時間労働、パワーハラスメント、セ

クシュアルハラスメント等） 

４. 経済・生活に関すること （倒産、事業不振、負債、失業、就職失敗、生活苦等） 

５. 交際に関すること （失恋、結婚をめぐる悩み、交際相手からの暴力・暴言等） 

６. 学校に関すること （いじめ、学業不振、生徒同士や教師との人間関係、入試・進路の悩み等） 

７. その他 （                                                     ） 

 

 

 

問１１～問１４にご回答いただく前に、以下をお読みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問１１ この１週間であなたのからだやこころの状態、物事の感じ方などを教えてください。 

次の➀～⑳について、それぞれあてはまるものに〇をつけてください。 
 

 ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た 

（
１
日
未
満
） 

少
し
は
あ
っ
た 

（
１
～
２
日
） 

時
々
あ
っ
た 

（
３
～
４
日
） 

た
い
て
い
そ
う
だ
っ
た 

（
５
～
７
日
） 

①普段はなんでもないことがわずらわしい １ ２ ３ ４ 

②食べたくない、食欲が落ちた １ ２ ３ ４ 

③家族や友人から励ましてもらっても、気分が晴れない １ ２ ３ ４ 

④他の人と同じ程度には、能力があると思う １ ２ ３ ４ 

⑤物事に集中できない １ ２ ３ ４ 

⑥ゆううつだ １ ２ ３ ４ 

⑦何をするのも面倒だ １ ２ ３ ４ 

⑧先のことについて積極的に考えることができる １ ２ ３ ４ 

⑨過去のことについてくよくよ考える １ ２ ３ ４ 

⑩何か恐ろしい気持ちがする １ ２ ３ ４ 

⑪なかなか眠れない １ ２ ３ ４ 

⑫生活について不満なく過ごせる １ ２ ３ ４ 

⑬ふだんより口数が少ない、口が重い １ ２ ３ ４ 

「うつ病」についての認知度や 

医療機関等への受診状況について、うかがいます 

以下に挙げた症状を「うつ病のサイン」といいます。 

このような症状が２週間以上続く場合、うつ病の可能性があります。 

「うつ病のサイン」 

〇自分が気づく変化 
悲しい、気分が沈む、心配事が頭から離れない、イライラする、集中力がない、気力がない、 

何事にも興味が持てない・楽しめない、人との接触を避ける、自分を責める、決断ができない、物事を悪い方へ考える 

〇周りから見てわかる症状 
表情が暗い、涙もろい、元気がない、口数が減る、周囲との交流を避ける、落ち着きがない、 

遅刻・早退・欠勤（欠席）が増える、趣味・スポーツ・外出をしなくなる、体調不良の訴えが増える、飲酒量が増える 

〇身体に出る症状 
眠れないまたは寝すぎる、食欲が低下するまたは食べ過ぎる、だるい、疲れやすい、頭痛、頭が重い、胃の不快感、 

吐き気、めまい、下痢・便秘が続く 

出典：厚生労働省「こころの耳」「うつ病を知っていますか？」「子どもの SOSサイン」 
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⑭ひとりぼっちで寂しい １ ２ ３ ４ 

⑮皆がよそよそしいと思う １ ２ ３ ４ 

⑯毎日が楽しい １ ２ ３ ４ 

⑰急に泣き出すことがある １ ２ ３ ４ 

⑱悲しいと感じる １ ２ ３ ４ 

⑲皆が自分を嫌がっていると感じる １ ２ ３ ４ 

⑳仕事（学習）が手につかない １ ２ ３ ４ 

 

問１２ あなたは、「うつ病」に関する以下の事柄について知っていますか。 

次の設問①～⑨について、それぞれあてはまるものに〇をつけてください。 
 

設問 

知
っ
て
い
る 

聞
い
た
こ
と
が
あ
る 

知
ら
な
い 

①わが国では、一生のうち約１５人に１人がかかると言われていること １ ２ ３ 

②「うつ病」と「なまけ」は違うものであること １ ２ ３ 

③「うつ病」の症状として身体の不調や痛みがあることが多いこと １ ２ ３ 

④「がんばれ」と励ましの言葉をかけると本人を追い込むことがあること １ ２ ３ 

⑤「うつ病」の回復のためには休息が必要であること １ ２ ３ 

⑥「うつ病」は自殺（自死）と関係があること １ ２ ３ 

⑦「うつ病」には予防策があること １ ２ ３ 

⑧アルコール飲料が「うつ病」の症状を悪化させることがあること １ ２ ３ 

⑨「うつ病」の回復のために、無理や焦りは禁物であること １ ２ ３ 

 
 

問１３ もし仮に、自分自身の「うつ病のサイン」に気づいたとき、あなたは以下の専門の相談窓口のうち、どちら

を利用したいと思いますか。（〇はいくつでも）  
 

１. 精神科や心療内科などの専門の医療機関を受診する 

２. 精神科や心療内科以外の医療機関を受診する 

３. 公的機関の相談窓口（市役所・保健センター等）に相談する 

４. 民間の相談窓口（いのちの電話等）に相談する 

５. その他（                                 ） 

６. 何も利用しない （ 問１４へ ） 

 

問１４ 問１３で、「６．何も利用しない」と回答した方にうかがいます。 
利用しない理由について、教えてください。（〇はいくつでも） 

 

１. お金がかかることは避けたいから 

２. 精神科や心療内科を受診することに抵抗があるから 

３. 精神的な悩みを話すことに抵抗があるから 

４. 時間の都合がつかないから 

５. どれを利用したらよいかわからないから 

６. 過去に利用して嫌な思いをしたことがあるから 

７. 「うつ病」は特別な人がかかる病気なので、自分には関係ないと思うから 

８. 治療をしなくても、ほとんどは自然に治ると思うから 

９. その他 （                                                     ） 

 

 

 

出典：厚生労働省「うつ病を知っていますか？」「ストレスとこころ」「ゲートキーパー養成研修用テキスト」 
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問１５ あなたが不安や悩み、つらい気持ちを抱えているとき、それを相談できる人はいますか。（〇はいくつでも） 
 

１. 実際に会って、個人的に相談できる人がいる 

２. 電話で、個人的に相談できる人がいる 

３. メールや SNS（LINEほか）等で、個人的に相談できる人がいる 

４. 対面や電話による相談機関に、相談できる 

５. メールや SNS（LINEほか）等による相談機関に、相談できる 

６. いない 

 

問１６ あなたが悩みを抱えたときやストレスを感じたとき、誰かに相談したり、助けを求めたりすることにためら

いがありますか。（〇は１つ）  
 

 

問１７ 問１６で、「１．ためらいがある」「２．ややためらいがある」「３．どちらともいえない」と回答した方にうかが
います。 
誰かに相談したり、助けを求めたりすることにためらう理由について、教えてください。（〇はいくつでも） 
 

１. 家族や友人など身近な人には、相談したくない悩みだから 

２. 相談することで相手に迷惑がかからないか心配、どう思われるか不安だから 

３. 自分の悩みを解決できるところはないと思っているから 

４. 病院や支援機関等（行政の相談窓口、保健所など）の専門家に相談したいと思っているが、相談するハー

ドルが高く感じるから 

５. 過去に、身近な人に相談したが、解決しなかった（嫌な思いをした）から 

６. 過去に、病院や支援機関等に相談したが、解決しなかった（嫌な思いをした）から 

７. その他 （                                                     ） 

 

問１８ あなたは過去１年間で、「死にたい」、またはそれに近いことを考えたことがありますか。（〇は１つ）  
 

１. ない  ２. たびたびあった （ 問１９へ ） 

３. まれにあった （ 問１９へ ） ４. 答えたくない 

 

問１９ 問１８で、「2．たびたびあった」「3．まれにあった」と回答した方にうかがいます。 
そのように考えたとき、誰かに相談しましたか。相談相手を教えてください。（〇はいくつでも） 
 

１. 同居の親族（家族） ２. 同居以外の親族（家族） ３. 友人 

４. 近所の知り合い ５. 医療機関 ６. カウンセラー 

７. 職場関係者 ８. 学校の先生 ９. 電話相談員 

１０. 保健所や市役所等の公的機関の職員 １１. 見ず知らずの人（SNS相談等） 

１２. その他 （                       ） １３. 相談したことはない（ 問 20へ ） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

１. ためらいがある ２. ややためらいがある ３. どちらともいえない 

４. あまりためらいはない  ５. ためらいはない  

不安や悩み、つらい気持ちを抱えたときの相談相手、 

誰かに相談することへの考えについて、うかがいます 

◆「自殺」「自死」に関する表現ついて 

法律用語・医学用語として使用される「自殺」という言葉は、亡くなられた遺族の尊厳を傷つけることがあると指

摘する意見もあります。自殺は「追い込まれた末の死である」という認識から、行為を表現するときは「自殺」、遺

族や遺児支援の分野では「自死」という言葉を用いています。 
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問２０ 問１9で、「１３．相談したことはない」と回答した方にうかがいます。 
誰にも相談しなかった理由について、教えてください。（〇はいくつでも） 
 

１. 相談することで相手に迷惑をかけてしまうと思ったから 

２. 自分で問題を解決できると思ったから 

３. 「死にたい」と話すことに抵抗感があったから 

４. 相談機関に相談できると知らなかったから 

５. 相談できる相手がいなかったから 

６. 相談してもその場限りの対応をされるだけだから 

７. 以前相談したときに余計につらくなることを言われたから 

８. 相談する選択肢が頭に思い浮かばなかったから 

９. 相談するのが恥ずかしかったから 

１０. 相談しても解決しないと思ったから 

１１. その他 （                                                      ） 

 

問２１ あなたが、仮に「死にたい」、またはそれに近いことを考えたとき、相談しやすいと思う方法について教えて

ください。（〇はいくつでも） 
 

１. 対面による相談 ２. 電話による相談 ３. メール・SNSによる相談 

４. 手紙による相談 ５. 相談はしない ６. その他 （          ） 
 

問２２ あなたが、仮に身近な人から「死にたい」と打ち明けられた場合、どのように対応するのが良いと思います

か。（〇はいくつでも） 
 

１. ひたすら耳を傾けて話を聴く ２.  「死んではいけない」と説得する 

３. 「医師などの専門家に相談しよう」と提案する ４. 「がんばって生きよう」と励ます 

５. 死にたいくらいつらい気持ちに共感を示す ６. 「つまらないことを考えるな」と忠告する 

７. 相談にのらない、もしくは話題を変える ８. その他 （                    ） 

９. わからない  

 

 

ご回答いただく前に、以下をお読みください。 

 

 

 

 

問２３ あなたは、毎年このように多くの方が自殺で亡くなっていることを知っていますか。（〇は１つ） 
 

１. 知っている ２. 知らない 

 

問２４ あなたは、「ゲートキーパー※」を知っていますか。（〇は 1つ） 

 

 

 

 

 

１. 知っている ２. 聞いたことはあるが具体的なことは知らない ３. 知らない 

 

 

 

 

 

 

自殺対策の現状、相談窓口の認知度について、うかがいます 

我が国では毎年２万人を超える方々が自殺で亡くなっている。自殺死亡率（人口１０万人当たりの自殺者）は 

G７諸国（フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ）の中で最も高い水準となっている。 

※ゲートキーパーとは…自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴い

て、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のことで、「いのちの門番」とも位置づけられる人のこと。 

出典：厚生労働省「令和５年度版自殺対策白書」 

出典：厚生労働省「ゲートキーパー養成研修用テキスト」 
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問２５ あなたは、「自殺対策」に関する以下の事柄について知っていますか。 

次の設問①～⑤について、それぞれあてはまるものに〇をつけてください。 
 

設問 

知
っ
て
い
る 

聞
い
た
こ
と
が
あ
る 

知
ら
な
い 

①毎年９月１０日から１６日は「自殺予防週間」である １ ２ ３ 

②毎年３月は「自殺対策強化月間」である １ ２ ３ 

③自殺予防週間や自殺対策強化月間において、浦添市はパネル展や広報誌・ホームペ

ージによる啓発事業を行っている 
１ ２ ３ 

④浦添市は相談連絡先のオリジナルメッセージカードやポケットティッシュを作成し、

配布している 
１ ２ ３ 

⑤浦添市は毎年、「ゲートキーパー養成講座」を開催している １ ２ ３ 

 

問２６ あなたは、地域の悩みの相談機関について知っていますか。（〇はいくつでも）  
 

１. 沖縄県立総合精神保健福祉センター 
（県のこころの電話・ひきこもり相談） 

２. 沖縄県南部保健所 
（県の精神保健福祉相談） 

３. 浦添市保健相談センター 
（市のこころの健康相談） 

４. 沖縄県精神科救急医療情報センター 
（休日・夜間電話相談） 

５. 沖縄いのちの電話 
（休日・夜間電話相談） 

６. 浦添市地域包括支援センター 
（高齢者総合相談） 

７. 浦添市基幹相談支援センター 

   （ピアラルうらそえ） 
（障がい者（児）総合相談） 

８. 浦添市家庭児童相談室 
（子どもに関する相談） 

９. 浦添市女性相談室 
（女性に関する相談） 

１０. 沖縄県男女共同参画センターてぃるる 
（女性問題に関する相談） 

１１. 市役所法律相談 
（弁護士・司法書士相談） 

１２. いのちみつめる無料法律相談 
（弁護士による電話相談） 

１３. 浦添市自立サポートセンター・てだこ未来 
（生活困窮に関する相談） 

１４. 沖縄労働局 
（労働相談） 

１５. 沖縄産業保健総合支援センター 
（産業医のメンタルヘルス相談） 

１６. その他（                ） １７. 相談できるところを知らない 

 

問２７ あなたは、自死遺族の「分かち合いの会※」を知っていますか。（〇は１つ） 

 

 

 

 

 
 

１. 知っている ２. 知らない 

 

問２８ あなたは、「人が困難に直面した時に、乗り越えられる力になるもの」とは、どのようなものだと思います

か。（〇はいくつでも） 
 

１. 自己肯定感・自分を大切にする気持ち ２. 大切にされていると感じること 

３. 居場所・安心できる心のよりどころがある ４. 夢・目標・打ち込めるもの 

５. 認めてくれる人の存在 ６. 話を聴いてくれる人の存在 

７. 自ら助けを求められる力 ８.その他（                     ） 

 

 

 

 

 

※自死遺族「分かち合いの会」とは…身近な人（配偶者、親、子ども、きょうだい）を自殺で亡くされた家族が抱える

悲しみや苦しみ、悩みを共有することによって癒され、自分のペースで回復していくことを目指し、安心して自らの

痛みと向き合うことのできる「分かち合い」の場。 

出典：沖縄県「自死遺族の分かち合いの会」 
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問２９ 今後の子ども・若者向けの自殺対策の取り組みとして、あなたが効果的だと思うことについて、すべて教

えてください。（〇はいくつでも）   
 

１. 悩みを抱え込まず周囲に助けを求めることを学ぶ教育（SOSの出し方教育） 

２. 子どもが出した SOS に気づき、受け止めるための教員や保護者に対する研修の実施 

３. 学校における、児童・生徒に対するゲートキーパー研修の実施 

４. 学校における、積極的な相談窓口の周知・啓発（プリント配布、ポスター掲示など） 

５. いじめ防止対策の強化 

６. 家族や友人関係などに悩む若者向けの相談先や居場所支援、虐待対策 

７． ホームページや SNS等 での広報・啓発 

８．一緒に自殺する者を募ったり、自殺の手段を教えたりするネット上の書き込みや、自殺の動画等を配信 

した者に対する取り締まりや支援情報の案内などのネットパトロール 

９．ネット上での誹謗中傷に関する対策 

１０. ネット上で「死にたい」などと検索した際に相談窓口の情報を表示する取り組み 

１１.その他（                                    ） 

 

問３０ 今後の自殺対策の取り組みとして、あなたが効果的だと思うことについて、すべて教えてください。（〇は

いくつでも） 
 

１. 地域での「こころの健康相談」 ２. 自殺（自死）の予防に関する電話相談 

３. 自殺（自死）未遂者への支援 ４. 自死遺族相談 

５. うつ病や自殺防止に関する啓発 ６. ストレス対処法の啓発 

７. 医療機関の診療体制の強化 ８. 学校での「いのちの教育」 

９. 女性のための相談体制・支援の充実 １０. 生活困窮者への相談体制・支援の充実 

１１. 高齢者の生きがいづくりの促進 １２. 債務や労働問題等の法律相談 

１３. 職場でのメンタルヘルス対策 １４. 孤立しやすい人を見守るネットワークづくり 

１５. その他（                                                      ） 

 

問３１ こころの健康や自殺予防の対策などについて、お気づきの点やご意見などがございましたら、ご記入くだ

さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 
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９. 評価項目一覧                                    

施 策 指 標 現 状 値 目 標 値 

●基本施策１ 
地域における 

ネットワーク強化 

浦添市自殺対策推進本部の開催 年1回以上 年1回以上 

浦添市自殺対策推進 

検討委員会・作業部会の開催 
－ 年1回以上 

浦添市健康づくり推進協議会 

自殺対策推進専門部会の開催 
年1回以上 年1回以上 

●基本施策２ 
自殺対策を支える

人材の育成 

市民向けゲートキーパー養成講座の 

開催回数 
年1回以上 年２回以上 

市民向けゲートキーパー養成講座の 

受講者数 
延124０人 延１６５０人 

市職員向けゲートキーパー養成講座の 

受講者数 
延153人 延４００人 

●基本施策３ 
市民への 

普及啓発 

自殺予防週間について 

聞いたことがある人の割合 
１３.９％＊１ ３０％以上 

自殺対策強化月間について 

聞いたことがある人の割合 
１０.９％＊１ ３０％以上 

ゲートキーパーを知っている人の割合 １０.９％＊１ ２０％以上 

こころの健康講演会の開催回数 年１回以上 年１回以上 

●基本施策４ 
生きることの 

促進要因への支援 

浦添市こころの健康相談を 

知っている人の割合 
１９.６％＊１ ３０％以上 

地域の相談機関を知っている人の割合 ６４.８％＊１ ８０％以上 

●基本施策５ 

児童生徒のSOSの

出し方に関する 

教育の推進 

市内全小・中学校における 

SOSの出し方に関する教職員への研修会 
年１回以上 年１回以上 

●重点施策１ 勤務者・経営者対策 
勤務・経営者の自殺死亡率 

（人口１０万人対） 
１１.３＊２ ７.３ 

●重点施策２ 
生活困窮者・ 

無職者・失業者対策 

無職者・失業者の自殺死亡率 

（人口１０万人対） 
３６.５＊２ ２３.７ 

生活保護受給者等 

就労自立促進事業 

による就職者数 

生活保護受給者 31人／年 45人／年 

生活困窮者 

（てだこ未来） 
６３人／年 ４５人／年 

●重点施策３ 高齢者対策 高齢者の自殺死亡率（人口10万人対） １５.８＊２ １０.３ 

●重点施策４ 子ども・若者対策 若年者の自殺死亡率（人口10万人対） １３.３＊２ ８.６ 

●重点施策５ 女性への対策 女性の自殺死亡率（人口10万人対） 6.４＊２ 4.２ 

＊１：令和６年度「浦添市こころの健康に関するアンケート調査」より算出 

＊２：「地域自殺実態プロファイル【JSCP２０２４（２０１９年～２０２３年合計）】」をもとに算出 
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１０. 計画策定の経過                                  
 

 

年 月 日 内 容 

令

和

４

年

度 

令和５年１月 １０日 
市長、部長会議にて副市長・各部長へ説明 

いのち支える浦添市自殺対策行動計画の計画期間の延長について 

令

和

５

年

度 

令和５年 

８月～９月 

８月１６日～ 

９月５日 

いのち支える浦添市自殺対策行動計画見直しに係る関連事業・施策事

例集の確認 

１２月 ２８日 
市長・教育長へ説明 

浦添市の自殺の現状 / 計画策定の概要について 

令和６年１月 ９日 
部長会議にて副市長・各部長へ説明 

浦添市の自殺の現状 / 計画策定の概要について 

２月 １日 

第２回浦添市健康づくり推進協議会 

・浦添市の自殺の現状 / 計画策定の概要について  

・自殺対策推進専門部会の設置について 

２月～３月 
２月１３日～ 

３月５日 

次期計画基本施策・重点施策該当課へのヒアリング 

・施策の評価 / 現状・課題の整理 等 

令

和

６

年

度 

５月 ８日 

第１回浦添市自殺対策推進専門部会 

・浦添市の自殺の現状,計画策定の概要,計画の構成案について 

・こころの健康に関するアンケート調査の実施について 

７月 ２６日 

第１回浦添市自殺対策推進検討委員会 

・浦添市の自殺の現状,計画策定の概要 / 計画案について 

・こころの健康に関するアンケート調査の実施について 

８月 ２日 

第１回浦添市自殺対策推進作業部会 

・浦添市の自殺の現状,計画策定の概要 / 計画案について 

・こころの健康に関するアンケート調査の実施について 

８月～９月 
８月２６日～ 

９月２０日 
浦添市こころの健康に関するアンケート調査実施 

１０月 ２６日 
第１回浦添市健康づくり推進協議会 

・計画案について / こころの健康に関するアンケート調査の進捗報告 

１１月 ２６日 
第２回浦添市自殺対策推進検討委員会・作業部会 合同会議 

・計画案について / 評価方法の検討について 

令和７年１月 

７日 市長より浦添市健康づくり推進協議会へ諮問 

２０日 
第３回浦添市自殺対策推進検討委員会・作業部会 合同会議 

・計画案について / こころの健康に関するアンケート調査結果報告  

２２日 
第２回浦添市自殺対策推進専門部会 

・計画案について / こころの健康に関するアンケート調査結果報告 

２７日 
第１回浦添市自殺対策推進本部 

・計画案について / こころの健康に関するアンケート調査結果報告 

２月 

３日～１７日 パブリックコメントの実施 

２０日 

第２回浦添市健康づくり推進協議会 

・計画案について / こころの健康に関するアンケート調査結果報告 

浦添市健康づくり推進協議会より市長へ答申 
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１１. 浦添市 地域の困りごと相談窓口一覧表（令和６年１２月時点）        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. こころやからだの健康に関する相談 

 相談内容 相談先 電話番号等連絡先 受付時間 

1 

眠れない,気分が沈む,

不安でイライラするな

どのこころの健康相談 

健康づくり課（保健相談センター） 

こころの健康相談 
☎098-875-2100 

月～金（祝日・年末年始除く） 

9:00-11:00/13:00-16:00 

南部保健所 精神保健班 

こころの相談 
☎098-851-3458 

月～金（祝日・年末年始除く） 

9:00-11:00/13:00-16:00 

県立総合精神保健福祉センター 

こころの電話 
☎098-888-1450 

月・水・木・金 

9:00-11:30/13:00-16:30 

2 
身体の健康に関する相

談 
健康づくり課（保健相談センター） ☎098-875-2100 

月～金（祝日・年末年始除く） 

9:00-11:00/13:00-16:00 

3 自殺予防いのちの電話 
日本いのちの電話連盟 ☎0120-783-556 

毎月１０日 8:00～翌 8:00 

毎日 16:00～21:00 

沖縄いのちの電話 ☎098-888-4343 年中無休 10:00-23:00 

4 

緊急な精神科受診など

早急な対応に関する相

談 

精神科救急医療相談窓口 ☎098-889-8893 
平日 17:00-翌 9:00 

土日・祝日 9:00-翌 9:00 

5 
社会経済的な悩みに関

する相談 

いのちみつめる無料法律相談 

沖縄弁護士会 
☎098-943-3748 

月～金（祝日・年末年始除く） 

9:30-16:00 

6 
職場のメンタルヘルス

対策に関する相談 
沖縄産業保健総合支援センター ☎098-859-6175 平日 8：30-17：15 

7 

事業所における総合健

康相談（メンタルヘルス

含む） 

那覇地域産業保健センター ☎098-866-8804 
お問い合わせの上ご利用くださ

い 

8 感染症に関する相談 南部保健所 健康推進班 ☎098-851-3555 
月～金（祝日・年末年始除く） 

9:00-11:00/13:00-17:00 

9 
どんなひとの、どんな

悩みにもよりそう相談 

よりそいホットライン 

一社）社会的包摂サポートセンター 
☎0120-279-338 ３６５日、２４時間 

10 LGBTQ+電話相談窓口 

市民協働・男女共同参画課 

（浦添市市民協働・男女共同

参画ハーモニーセンター） 

☎070-5491-3228 
毎月第３水曜 17:00-20:00 

（祝日の場合、第 2水曜に実施） 

11 LGBTQ+にじいろ相談 
沖縄県男女共同参画センター 

てぃるる 
☎098-880-8434 

毎週土曜 10:00-17:00 

（年末、年始を除く） 

12 LGBTQに関する相談 
LGBTQ無料電話法律相談 

沖縄弁護士会 
☎080-7986-3595 

第１火曜（祝日・年末年始除く） 

17時～19時 

第３金曜（祝日・年末年始除く） 

12時～14時 

 

 

  相談内容 相談先 電話番号等連絡先 受付時間 

1 

LINEなどの SNSやチャ

ットでの悩みの相談

（相談先の検索サイト） 

  

３６５日、２４時間 

（相談時間は相談先によって異

なります） 

 

 

  

ホームページは 

こちら → 

２. SNS相談 
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 相談内容 相談先 電話番号等連絡先 受付時間 

1 

ひきこもりで悩んでい

るご家族・ご本人の相

談 

沖縄県ひきこもり専門 

支援センター 
☎098-888-1455 

平日 

10:00-12:00/13:00-16:00 

 

 相談内容 相談先 電話番号等連絡先 受付時間 

1 
身近な人を自死 

（自殺）で亡くした方 

全国自死遺族総合支援センター ☎03-3261-4350 
木 10:00-19:00 

日 10:00-17:00(祝日除く) 

県立総合精神保健福祉センター 

自死遺族「分かち合い」の会 
☎098-888-1443 

第３土曜日 

14:00-16:00(13:30～受付) 

自死遺族傾聴電話（悲しみの傾聴） 

NPO法人グリーフケア・サポートプラザ 
☎03-3796-5453 毎週木・土曜 12:00-16:00 

 

 相談内容 相談先 電話番号等連絡先 受付時間 

１ 

お酒をやめようと思っ

てもなかなかやめられ

ず悩んでいる方又はそ

の家族で,自助グループ

に参加したい方 

沖縄県断酒会事務局 ☎090-5083-1012 
参加ご希望のエリア・日時につ

いてはお問い合わせください 

２ 

アルコール依存症の当

事者,又はその家族・支

援者が参加できるミー

ティング 

AA（アルコホーリクス・アノニマス） 

☎080-4315-7132 

AAコザグループ  

ともやさん 

参加ご希望のエリア・日時につ

いてはお問い合わせください 

３ 

あらゆる依存症の当事

者や家族・支援者が参

加できる自助グループ 

依存症リカバリーサークル 

☎090-6858-3688 

 

 

お問い合わせの上ご利用くださ

い 

４ 

ギャンブルをやめたい

がやめられず悩んでい

る方又はその家族で,自

助グループに参加した

い方 

GA（ギャンブラーズ・アノニマス） 

那覇グループ 
直接会場に 

お越しください 

アルプスセンター 

那覇市前島 3-19-8 

19:00-20:30(火・金) 

かいグループ 

START 豊見城市字真玉橋

135NPKビル 2-A  

19:00-20:30(水) 

５ 
依存症に関する 

総合的な相談 

南部保健所 精神保健班 ☎098-851-3458 
月～金（祝日・年末年始除く） 

9:00-11:00/13:00-16:00 

県立総合精神保健福祉センター  

こころの電話 
☎098-888-1450 

月・水・木・金 

9:00-11:30/13:00-16:30 

 

 

 

ホームページは 

こちら → 
 

３. ひきこもりに関する相談 

４. 大切な人を自死（自殺）で亡くされた方の相談 

５. 依存症（アルコール・ギャンブル等） 
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 相談内容 相談先 電話番号等連絡先 受付時間 

1 

母子家庭の母,父子家庭

の父が経済的な自立に

効果的な資格を取得す

るなどの給付や貸付の

相談 

こども家庭課 

母子世帯等の自立支援対策 
☎098-876-1730 

月～金（祝日・年末年始除く） 

8:30-17:15 

２ 

経営の安定等を図るた

めの融資制度に関する

相談 

産業振興課 ☎098-876-1299 
月～金（祝日・年末年始除く） 

8:30-17:15 

３ 

経済的な理由などで生

活に困っているさまざ

まな相談 

自立サポートセンター 

てだこ未来 
☎098-875-5065 

月～金（祝日・年末年始除く） 

9:00-12:00/13:00-17:00 

４ 

資産や能力等を全て活

用しても生活が困窮し

ている方の相談 

保護課 ☎098-876-1262 
月～金（祝日・年末年始除く） 

8:30-17:15 

５ 

労働者側の労働に関す

る相談,または生活保護

に関する相談 

弁護士による労働・ 

生活保護の無料法律相談 

沖縄弁護士会 

☎098-865-3737 
月～金（祝日・年末年始除く） 

9:15-12:00/13:00-17:00 

 

 相談内容 相談先 電話番号等連絡先 受付時間 

1 

配偶者・パートナーか

らの暴力,離婚等に関す

る相談 

こども家庭課 

女性相談室 
☎098-874-0874 

月～金（祝日・年末年始除く）  

9:00-17:00(受付は 16時まで) 

沖縄県女性相談支援センター ☎098-854-1172 
月～金（祝日・年末年始除く） 

8:30-12:00/13:00-16:30 

２ 

パートナーや家族のこ

と,離婚,DV,人間関係等

に関する相談 

沖縄県男女共同参画センター 

てぃるる相談室 
☎098-868-4010 

火～土（年末年始を除く） 

10:00-17:00 

３ 
痴漢の被害など女性へ

の暴力相談・性犯罪 

警察安全相談 
☎098-863-9110 

または（♯9110） 

365日、24時間 
性犯罪被害者専用相談 

☎0120-656-110 

または（♯8103） 

浦添警察署 ☎098-875-0110 

４ 差別問題・悩みごと 人権相談 那覇地方法務局 ☎0570-003-110 
月～金（祝日・年末年始除く） 

9:00-17:00 

５ 

女性への DV・セクハ

ラ・ストーカーに関す

る相談 

女性のための法律相談 

沖縄弁護士会 
☎098-865-3737 

月～金（祝日・年末年始除く） 

9:30-17:00 

 

６.  生活困難で各種貸付や生活保護に関する相談 

７.  女性の悩み・DV・性暴力に関する相談 
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８.  こども・青少年に関する相談 

 相談内容 相談先 電話番号等連絡先 受付時間 

1 

妊娠,出産,育児,子ども

の発育・発達について

の悩みや不安の相談 

こども家庭課 

（こども家庭センター） 

母子保健係 

☎098-876-6825 

月～金（祝日・年末年始除く）  

8:30-17:15 

２ 

家庭や児童,子育てに関

する悩みや不安に関す

る相談,児童虐待相談 

こども家庭課 

（こども家庭センター） 

家庭相談係 

☎098-876-1707 

３ 親子のための相談 LINE こども家庭庁 

 

 
 

月～土（祝日、元旦除く）  

8:30-17:15 

４ 
子どもに関するさまざ

まな問題の相談 
中央児童相談所 ☎098-886-2900 

月～金（祝日・年末年始除く）  

8:30-17:15 

５ 
児童虐待かもと思った

時の相談 

おきなわ子ども虐待 

ホットライン 
☎098-886-2900 

月～金 17:15～翌日 8:30 

土日祝 24時間 

児童相談所虐待対応ダイヤル 

（全国共通） 
☎189 365日、24時間 

６ 

こどもの教育上の悩み

や心配事,不登校や居場

所づくりに関する相談 

こども青少年課 ☎098-876-1296 
月～金（祝日・年末年始除く）  

8:30-17:15 

７ 

少年の悩みごとや保護

者が抱えている少年問

題についての相談 

ヤングテレホン 
☎0120-276-556 

(フリーダイヤル) 
月～金（祝日・年末年始除く）  

8:30-17:15 

少年サポートセンター ☎098-862-0110 

８ 
いじめや不安など子ど

もたちの相談 
24時間子ども SOSダイヤル ☎0120-0-78310 365日、24時間 

９ 
ニート,ひきこもり,不

登校などの相談 

子ども若者みらい相談プラザ

「soraeなは」 
☎098-943-5335 

火～土（祝日・年末年始除く） 

10:00-18:00 

10 
こどもの人権に関する

相談 
こどもの人権 110番（法務省） 

☎0120-007-110 

 

 
 

月～金 8:30-17:15 

11 
18歳までの子ども専用

電話 
チャイルドライン 

☎0120-99-7777 

 

 

毎日 16:00-21:00 

12 

いじめ・不登校・家族

や学校での暴力など子

どもに関する相談 

子どもの悩み事 110番 

沖縄弁護士会 
☎098-865-3737 

月～金（祝日・年末年始除く） 

9:15-12:00/13:00-17:00 

 

 

LINE相談は 

こちら→ 

LINE相談は 

こちら→ 

 

チャットページは 

こちら → 
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 相談内容 相談先 電話番号等連絡先 受付時間 

1 

賃金・残業・雇用・セ

クハラ等あらゆる労働

に関する相談 

総合労働相談コーナー 

那覇労働基準監督署 
☎098-868-8008 

月～金（祝日・年末年始除く） 

9:00-17:00 

総合労働相談コーナー 

沖縄労働局雇用環境・均等室内 
☎098-868-6060 

月～金（祝日・年末年始除く） 

9:00-17:00 

労働条件相談ほっとライン 

厚生労働省委託事業 
☎0120-811-610 

月～金 17:00-22:00 

土日祝日 9:00-21:00 

（年末年始除く） 

２ 

働くことについて悩み

を抱えている若年無業

者（15～49歳）の就職

に関する相談 

地域若者サポートステーション

琉球 
☎098-917-2086 

月～金、第２土 10:00-17:00 

(祝日・年末年始・慰霊の日を除く) 

３ 
労働条件・解雇・賃金

不払いに関する相談 
那覇労働基準監督署 ☎098-868-8033 

月～金（祝日・年末年始除く） 

9:00-17:00 

４ 

労働時間,賃金,退職や

社会保障制度等の労働

問題に関する相談 

労働相談事業 

沖縄県女性就業・労働相談センター 
☎0120-610-223 

月～金（祝日・年末年始除く） 

9:00-17:00 

５ 

仕事をしたい・してい

る女性に対し就職や転

職,働き方等に関する相

談 

働く女性応援事業 

沖縄県女性就業・労働相談センター 
☎0120-633-993 

月～金（祝日・年末年始除く） 

9:00-17:00 

６ 

求人情報の提供,職業相

談,職業紹介,応募書類

の作成の仕方,職業訓練

制度及び雇用保険制度

（失業給付）に関する

相談 

ハローワーク那覇 ☎098-866-8609 
月～金（祝日・年末年始除く） 

8:30-17:15 

浦添市ふるさとハローワーク 

（職業相談,職業紹介） 
☎098-876-0734 

月～金（祝日・年末年始除く） 

9:30-17:00 

７ 

経営者の経営上の悩み

やリスク管理に関する

相談 

沖縄県よろず支援拠点 

沖縄産業支援センター 

☎098-851-8460 

※要予約 

月～金 9:00-19:00 

土 9:00-17:00 

（祝日・年末年始除く） 

浦添市出張相談会 

浦添市役所１階ロビー 

☎098-876-1299 

※要予約 

毎月第２、第４金曜日 

9:00-17:00（祝日・年末年始除く） 

８ 
保険料の申告・納付等

に関する相談 
沖縄労働局労働保険徴収室 ☎098-868-4038 

月～金（祝日・年末年始除く） 

9:00-17:00 

９ 

労災保険,労災年金受給

者の年金・介護に関す

る相談 

沖縄労働局労災補償課 ☎098-868-3559 
月～金（祝日・年末年始除く） 

9:00-17:00 

10 
助成金に関する総合的

な相談 
沖縄助成金センター ☎098-868-1606 

月～金（祝日・年末年始除く） 

8:30-17:15 

 

９.  労働・経営・職場問題に関する相談 
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 相談内容 相談先 電話番号等連絡先 受付時間 

1 

離婚,多重債務,相続,損

害賠償,金銭,不動産など

の法的トラブルの相談 

無料法律相談（市民相談室） 

※１回あたり 30分 

☎098-851-5059 

※要予約 

弁護士相談 火 14:00-16:30 

司法書士相談 水 14:00-16:30 

日本司法支援センター 法テラス ☎0570-078374 

月～金 9:00-21:00 

土 9:00-17:00 

(祝日・年末年始を除く) 

日本司法支援センター 

沖縄地方事務所 法テラス沖縄 
☎050-3383-5533 

毎週水・金 

10:00-12:00/14:00-16:00 

(祝日・年末年始を除く) 

２ 
弁護士による法律相談,

多重債務相談 

沖縄弁護士会法律相談センター 

（那覇） 

☎098-865-3737 

※要予約 

月～金  

9:30-11:45/13:30-15:45 

３ 

契約トラブル,悪徳商法,

詐欺などの被害,多重債

務,製品事故など消費生

活に関する相談 

消費生活相談（市民相談室） ☎098-851-5059 
月・水・金 

10:00-12:00/13:00-16:00 

(祝日・年末年始・慰霊の日を除く) 

 

 相談内容 相談先 電話番号等連絡先 受付時間 

１ 
障がい者福祉に関する

こと 
障がい福祉課 ☎098-876-1267 

月～金（祝日・年末年始除く） 

8:30-17:15 

２ 
障がい者,障がい児に対

する総合相談,専門相談 

障がい者（児）基幹相談 

支援センター てだこの森 
☎098-942-7601 

月～金（祝日・年末年始除く） 

8:30-17:15 

 

 相談内容 相談先 電話番号等連絡先 受付時間 

１ 

認知症や知的・精神障

害などで判断能力が不

十分な人の成年後見制

度の利用に関する相談 

浦添市成年後見制度中核機関 

うらそえ core 

☎098-870-4789 

（相談支援事業所 

ゆんたく兼） 

月～金（祝日・年末年始除く） 

8:30-17:15 

２ 

認知症や知的・精神障

害などで金銭管理に不

安がある方の相談 

社会福祉協議会 

日常生活自立支援事業 

（日常生活自立支援事業所） 

りんどう 

☎098-877-8226 
月～金（祝日・年末年始除く） 

8:30-17:15 

 

１０.  法律・消費生活に関する相談 

１１.  障がい者に関する相談 

１２.  権利擁護に関する相談 

１３.  若年性認知症に関する相談 

 相談内容 相談先 電話番号等連絡先 受付時間 

１ 

医療機関の案内,利用で

きる制度やサービス等

の利用 

新オレンジサポート室  ☎098-943-4085 
月～金（祝日・年末年始除く） 

10：00-15：00 
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 相談内容 相談先 電話番号等連絡先 受付時間 

１ 

介護予防・認知症・高

齢者虐待・成年後見制

度・権利擁護などの相

談 

地域包括支援センター  

みなとん（港川中学校区） 
☎098-876-3710 

月～金（祝日・年末年始除く） 

8:30-17:15 

地域包括支援センター  

てぃだ（神森中学校区） 
☎098-870-0150 

月～金（祝日・年末年始除く） 

8:30-17:15 

地域包括支援センター  

さっとん（浦添中学校区） 
☎098-877-3103 

月～金（祝日・年末年始除く） 

8:30-17:15 

地域包括支援センター  

ゆいまぁる（浦西中学校区） 
☎098-917-5320 

月～金（祝日・年末年始除く） 

8:30-17:15 

地域包括支援センター  

ライフサポート（仲西中学校区） 
☎098-875-2560 

月～金（祝日・年末年始除く） 

8:30-17:15 

２ 
介護サービス 

に関すること 

いきいき高齢支援課 

☎098-876-1291 

月～金（祝日・年末年始除く） 

8:30-17:15 
３ 

要介護認定の申請 

に関すること 
☎098-876-1297 

４ 
認知症初期集中支援 

チームに関すること 
☎098-876-1292 

 

１４.  高齢者に関する相談 
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